
上ノ国町地域防災計画

新旧対照表

令和８年●月



上ノ国町地域防災計画 新旧対照表 
北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第１章 総則 

第１節 計画策定の目的 
この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）第40条の規定に基づき、北海道防災会

議が作成する計画であり、北海道の地域におい

て、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施す

るに当たり、防災関係各機関が、その機能の全

てをあげて道民の生命、身体及び財産を災害等

から保護するため、次の事項を定め、本道にお

ける防災の万全を期することを目的とする。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

なお、本計画は、「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧs）」の主にゴール１、11、13、17の達成に

資するものである。 

    
 

 

 

 

 

（略） 

 

第２節 計画の構成 
北海道地域防災計画は本編の他、次の各編から

構成する。 

１ 地震・津波計画編 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

第１節 計画策定の目的 
この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）第40条の規定に基づき、北海道防災会

議が作成する計画であり、北海道の地域におい

て、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施す

るに当たり、防災関係各機関が、その機能の全

てをあげて道民をはじめ観光客や外国人等、北

海道に滞在するあらゆる人々の生命、身体及び

財産を災害等から保護するため、次の事項を定

め、本道における防災の万全を期することを目

的とする。 

 

 

 

（略） 

 

なお、本計画は、「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧs）」の主にゴール１、2、3、5、6、7、9、

11、13、15、17の達成に資するものである。 
 

      

     

 

（略） 

 

第２節 計画の構成 
北海道地域防災計画は本編の他、次の各編から

構成する。 

１ 地震・津波防災計画編 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

第１節 計画策定の目的 
この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）第42条及び上ノ国町防災会議条例（昭

和38年条例第7号）第2条第1号の規定に基づき、

上ノ国町防災会議が作成する計画であり、上ノ

国町（以下「本町」という。）の地域におい

て、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施す

るに当たり、防災関係各機関が、その機能の全

てをあげて住民の生命、身体及び財産を災害等

から保護するため、次の事項を定め、本町にお

ける防災の万全を期することを目的とする。 

 

 

 

（略） 

 

なお、本計画は、「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧs）」の主にゴール１、11、13、17の達成に

資するものである。 

    
 

 

 

 

 

（略） 

 

第２節 計画の構成 
上ノ国町地域防災計画は、次の各章から構成

し、水防法に基づく上ノ国町水防計画とも整合

を図るものである。 

第1章 総則 

第2章 上ノ国町の概況 

第3章 防災組織 

第4章 災害予防計画 

第5章 災害応急対策計画 

第6章 地震・津波災害対策計画 

第7章 火山災害対策計画 

第8章 事故災害対策計画 

第9章 災害復旧・被災者援護計画 

資料編 

 

更新対象外 
 
 

第１章 総則 

第１節 計画策定の目的 
この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）第42条及び上ノ国町防災会議条例（昭

和38年条例第7号）第2条第1号の規定に基づき、

上ノ国町防災会議が作成する計画であり、上ノ

国町（以下「本町」という。）の地域におい

て、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施す

るに当たり、防災関係各機関が、その機能の全

てをあげて住民をはじめ観光客や外国人等、町

に滞在するあらゆる人々の生命、身体及び財産

を災害等から保護するため、次の事項を定め、

本町における防災の万全を期することを目的と

する。 

 

（略） 

 

なお、本計画は、「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧs）」の主にゴール１、2、3、5、6、7、9、

11、13、15、17の達成に資するものである。 

      

     

 

（略） 

 

第２節 計画の構成 
上ノ国町地域防災計画は、次の各章から構成

し、水防法に基づく上ノ国町水防計画とも整合

を図るものである。 

第1章 総則 

第2章 上ノ国町の概況 

第3章 防災組織 

第4章 災害予防計画 

第5章 災害応急対策計画 

第6章 地震・津波災害対策計画 

第7章 火山災害対策計画 

第8章 事故災害対策計画 

第9章 災害復旧・被災者援護計画 

資料編 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護する対象者に

滞在者も含むことを

明記 

 

 

 

 

 

 

・国土強靭化との整

合を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・誤記修正【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※町による独自の記載のため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 
 

（略） 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、

災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底

や、避難所における避難者の過密抑制など新型

コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点

を取り入れた防災対策の推進を図らなければな

らない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第５節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業

務の大綱 
 

１ 指定地方行政機関 
機 関 名 事務又は業務 

北海道総合

通信局 

(1) 災害時における通信の確保及

び非常通信の訓練、運用、管理に

関すること。 

(2) 非常通信協議会の運営に関す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 
 

（略） 

 

５ 災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底

や、避難所における避難者の過密抑制など感染

症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図

らなければならない。 

 

 

 

 

６ 東日本大震災や令和６年能登半島地震など、

これまでに我が国で発生した大規模災害の教訓

等を踏まえ、積雪寒冷地である本道の地域特性

を加味し、複合災害も考慮した防災対策の推進

を図らなければならない。 

 

７ 効果的・効率的な防災対策を行うため、Ａ

Ｉ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術 、ＳＮ

Ｓの活用など、災害対応業務のデジタル化を促

進する。デジタル化に当たっては、システムを

活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制

等の整備を図らなければならない。 

 

（略） 

 

第５節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業

務の大綱 
 

１ 指定地方行政機関 
機 関 名 事務又は業務 

北海道総合

通信局 

(1) 非常通信の確保等及び北海道

地方非常通信協議会の運営に関す

ること。 

(2) 災害時テレコム支援チーム

（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）による災害

対応支援に関すること。 

(3) 災害対策用移動通信機器及び

災害対策用移動電源車等の貸し出

しに関すること。 

(4) 非常災害時における重要通信

の疎通を確保するため、無線局の

開局、周波数等の指定変更及び無

線設備の設置場所等の変更を口頭

等により許認可を行う特例措置

（臨機の措置）の実施に関するこ

と。 

(5) 電気通信事業者及び放送事業

者の被災・復旧状況等の情報提供

に関すること。 

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 
 

（略） 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、

災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底

や、避難所における避難者の過密抑制など新型

コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点

を取り入れた防災対策の推進を図らなければな

らない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第６節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業

務の大綱 
 

１ 指定地方行政機関 
機 関 名 事務又は業務 

北海道総合

通信局 

(1) 災害時における通信の確保及

び非常通信の訓練、運用、管理に

関すること。 

(2) 非常通信協議会の運営に関す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 
 

（略） 

 

５ 災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底

や、避難所における避難者の過密抑制など感染

症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図

らなければならない。 

 

 

 

 

６ 東日本大震災や令和６年能登半島地震など、

これまでに我が国で発生した大規模災害の教訓

等を踏まえ、積雪寒冷地である本道の地域特性

を加味し、複合災害も考慮した防災対策の推進

を図らなければならない。 

 

７ 効果的・効率的な防災対策を行うため、Ａ

Ｉ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳ

の活用など、災害対応業務のデジタル化を促進

する。デジタル化に当たっては、システムを活

用したデータ収集・分析・加工・共有の体制等

の整備を図らなければならない。 

 

（略） 

 

第６節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業

務の大綱 
 

１ 指定地方行政機関 
機 関 名 事務又は業務 

北海道総合

通信局 

(1) 非常通信の確保等及び北海道

地方非常通信協議会の運営に関す

ること。 

(2) 災害時テレコム支援チーム

（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）による災害

対応支援に関すること。 

(3) 災害対策用移動通信機器及び

災害対策用移動電源車等の貸し出

しに関すること。 

(4) 非常災害時における重要通信

の疎通を確保するため、無線局の

開局、周波数等の指定変更及び無

線設備の設置場所等の変更を口頭

等により許認可を行う特例措置

（臨機の措置）の実施に関するこ

と。 

(5) 電気通信事業者及び放送事業

者の被災・復旧状況等の情報提供

に関すること。 

 

 

 

 

・新型コロナの５類

感染症への移行を踏

まえた修正【日赤看

護大】 

 

 

 

 

・教訓や地域特性を

加味【札幌管区気象

台】 

 

 

 

・新技術活用の観点

を導入【DX課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所掌事務の修正

【道総合通信局】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

（略） 

 

５ 北海道教育委員会 

事務又は業務 

(1) 災害時における被災児童及び生徒の救護並

びに応急教育の指導を行うこと。 

(2) 文教施設及び文化財の保全対策等の実施に

関すること。 

（新設） 

 

（略） 

 

 

７ 指定公共機関 

機関名 事務又は業務 

東日本電信電

話株式会社 

北海道事業部 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電報電

話の利用制限を実施し、重要通

信の確保を図ること。 

 

（新設） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ 

北海道支社 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電話の

利用制限を実施し、重要通信の

確保を図ること。 

 

（新設） 

 

ＫＤＤＩ株式

会社 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電話の

利用制限を実施し、重要通信の

確保を図ること。 

 

（新設） 

ソフトバンク

株式会社 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電話の

利用制限を実施し、重要通信の

確保を図ること。 

 

（新設） 

 

（略） 

 

５ 北海道教育委員会 

事務又は業務 

(1) 災害時における被災児童及び生徒の救護並

びに応急教育の指導を行うこと。 

(2) 文教施設及び文化財の保全対策等の実施に

関すること。 

(3) 公立学校における防災教育に関すること。 

 

（略） 

 

 

７ 指定公共機関 

機関名 事務又は業務 

東日本電信電

話株式会社 

北海道事業部 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ 

北海道支社 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

ＫＤＤＩ株式

会社 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

ソフトバンク

株式会社 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

 

（略） 

 

５ 上ノ国町、消防機関 

機関名 事務又は業務 

（略） 

上ノ国町教育

委員会 

(1) 災害時における被災児童及

び生徒の救護並びに応急教育の

指導を行うこと。 

(2) 文教施設及び文化財の保全

対策等の実施に関すること。 

（新設） 

（略） 

 

６ 指定公共機関 

機関名 事務又は業務 

東日本電信電

話株式会社 

北海道事業部 

北海道南支店 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電報・

電話の利用制限を実施し、重要

通信の確保を図ること。 

 

（新設） 

 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ 

北海道支社 

函館支店 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電話の

利用制限を実施し、重要通信の

確保を図ること。 

 

ＫＤＤＩ株式

会社 

北海道総支社 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電話の

利用制限を実施し、重要通信の

確保を図ること。 

 

 

ソフトバンク

株式会社 

北海道オフィ

ス 

(1) 非常及び緊急通信の取扱い

を行うほか、必要に応じ電話の

利用制限を実施し、重要通信の

確保を図ること。 

 

 

 

（略） 

 

５ 上ノ国町、消防機関 

機関名 事務又は業務 

（略） 

上ノ国町教育

委員会 

(1) 災害時における被災児童及

び生徒の救護並びに応急教育の

指導を行うこと。 

(2) 文教施設及び文化財の保全

対策等の実施に関すること。 

(3) 公立学校における防災教育

に関すること。 

（略） 

 

６ 指定公共機関 

機関名 事務又は業務 

ＮＴＴ東日本

株式会社 

北海道事業部 

北海道南支店 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること。 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ 

北海道支社 

函館支店 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること。 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

ＫＤＤＩ株式

会社 

北海道総支社 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること。 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

ソフトバンク

株式会社 

北海道オフィ

ス 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること。 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

 

 

 

 

・公立学校における

防災教育に関する取

組を北海道教育委員

会で行っていること

から、記載を追加

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

・所掌事務の修正

【道総合通信局】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

（新設） （新設） 

 

（略） 

 

第６節 道民及び事業者の基本的責務等 
第１ 道民の責務 

 

（略） 

 

１ 平常時の備え 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

２ 災害時の対策 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

（略） 

 

第４ 道民運動の展開 
災害に関する知識と各自の防災対策に習熟

し、その実践を促進する道民運動が継続的に展

開されるよう、災害予防責任者をはじめ、道民

個人や家庭、事業者や団体等、多様な主体の連

携により、防災の日、防災週間、水防月間、土

砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、

津波防災の日、防災とボランティアの日、防災

とボランティア週間等のあらゆる機会を活用

し、防災意識を高揚するための様々な取組を行

い、広く道民の参加を呼びかけるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽天モバイル

株式会社 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

 

（略） 

 

第６節 道民及び事業者の基本的責務等 
第１ 道民の責務 
 

（略） 

 

１ 平常時の備え 

 

（略） 

 

(9) ＳＮＳ等の情報の発信元を確認するなど、

情報リテラシーの向上 

 

２ 災害時の対策 

 

（略） 

 

(7) インターネット上における真偽の不確かな

情報の拡散防止 

 

（略） 

 

第４ 道民運動の展開 
災害に関する知識と各自の防災対策に習熟

し、その実践を促進する道民運動が継続的に展

開されるよう、災害予防責任者をはじめ、道民

個人や家庭、事業者や団体等、多様な主体の連

携により、防災の日、防災週間、水防月間、土

砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、

津波防災の日、火山防災の日、防災とボランテ

ィアの日、防災とボランティア週間等のあらゆ

る機会を活用し、防災意識を高揚するための

様々な取組を行い、広く道民の参加を呼びかけ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

 

（略） 

 

第７節 町民及び事業者の基本的責務 
１ 町民の責務 
 

（略） 

 

(1) 平常時の備え 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

(2) 災害時の対策 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

（略） 

 

４ 町民運動の展開 
災害に関する知識と各自の防災対策に習熟

し、その実践を促進する町民運動が継続的に展

開されるよう、町をはじめ、町民個人や家庭、

事業者や団体等、多様な主体の連携により、防

災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月

間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の

日、防災とボランティアの日、防災とボランテ

ィア週間等のあらゆる機会を活用し、防災意識

を高揚するための様々な取組を行い、広く町民

の参加を呼びかけるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽天モバイル

株式会社 

(1) 通信設備等の防災対策に関

すること。 

(2) 重要通信の確保に関するこ

と。 

(3) 災害時における通信の疎通

確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

 

（略） 

 

第７節 町民及び事業者の基本的責務 
１ 町民の責務 
 

（略） 

 

(1) 平常時の備え 

 

（略） 

 

ケ ＳＮＳ等の情報の発信元を確認するなど、

情報リテラシーの向上 

 

(2) 災害時の対策 

 

（略） 

 

キ インターネット上における真偽の不確かな

情報の拡散防止 

 

（略） 

 

４ 町民運動の展開 
災害に関する知識と各自の防災対策に習熟

し、その実践を促進する町民運動が継続的に展

開されるよう、町をはじめ、町民個人や家庭、

事業者や団体等、多様な主体の連携により、防

災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月

間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の

日、火山防災の日、防災とボランティアの日、

防災とボランティア週間等のあらゆる機会を活

用し、防災意識を高揚するための様々な取組を

行い、広く町民の参加を呼びかけるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リテラシー向上を

追記【北海道】 

 

 

 

 

 

・偽情報拡散防止を

追加【放送、有識

者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「火山防災の日」

の制定に伴う修正 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第２章 北海道の概況 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 自然的条件 
第３ 気候 

本道の気候は、年平均気温５～10℃、年平均

降水量700～1,700mmであり、本州以南に比べて

冷涼・少雨である。特に冬期には、最寒月の月

平均気温が０℃以上になるところはなく、ま

た、１月から２月にかけてオホーツク海が流氷

で覆われるなど、気候から本道の特徴を一言で

いえば、まさに「積雪寒冷の地」ということに

なる。地球上の同緯度の地域と比較しても、ユ

ーラシア大陸の東側に位置する本道を含む東ア

ジア地域の冬は、もっとも寒冷である。北半球

における流氷の分布域も本道付近が南限であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、太平洋などの熱帯域で発生する台風

は、平年では本道へ１年に２個ほど接近し、２

年に１個程度が上陸する。ところが、平成28年

８月には５個の台風が本道に接近し、そのうち

の３個が上陸した。１年に３個の台風が本道へ

上陸したのは1951年の統計開始以来はじめてで

第２章 北海道の概況 

北海道は、日本の最北部に位置し、本州とは

津軽海峡によって隔てられるなど周囲を海に囲

まれた大きな島であり、本州と異なる気象条件

や地理的条件等を有している地域である。 

また、北海道は、全国の約22％を占める広大

な大地に都市が点在する広域分散型の地域構造

を有し、都市間距離は全国平均の約２～３倍に

達する。また、北海道の人口の約９割が圏域中

心都市や市街地に居住し、65歳以上の老年人口

の割合は30％を上回り、全国平均を上回る速さ

で高齢化が進んでいる。 

本道における防災対策は、こうした地理的条

件や地域構造、人口構成等に加え、気候変動等

による将来に見込まれる災害リスクも勘案し

て、総合的に検討し、取り組んでいかなければ

ならない。 

 

（略） 

 

第１節 自然的条件 
第３ 気候 

本道の気候は、年平均気温６～10℃、年平均

降水量800～1,700mmであり、本州以南に比べて

冷涼・少雨である。特に冬期には、最寒月の月

平均気温が０℃以上になるところはなく、ま

た、１月から２月にかけてオホーツク海が流氷

で覆われるなど、気候から本道の特徴を一言で

いえば、まさに「積雪寒冷の地」ということに

なる。地球上の同緯度の地域と比較しても、ユ

ーラシア大陸の東側に位置する本道を含む東ア

ジア地域の冬は、もっとも寒冷である。北半球

における流氷の分布域も本道付近が南限であ

る。 

一方、北海道地方の年平均気温は、気候変動

の影響等により様々な変動を繰り返しながら上

昇傾向にある。顕著な高温を記録した年は1990

年代以降に集中し、特に近年は気温上昇の変化

傾向が大きくなっている。北海道代表の５地点

平均では、真夏日日数の増加傾向がみられると

ともに、2023年には夏（6月から8月）の平均気

温の一位を更新するなど、年によっては非常に

厳しい暑さとなることがある。 

また、太平洋などの熱帯域で発生する台風

は、平年では本道へ１年に２個ほど接近し、２

年に１個程度が上陸する。ところが、平成28年

８月には５個の台風が本道に接近し、そのうち

の３個が上陸した。１年に３個の台風が本道へ

上陸したのは1951年の統計開始以来はじめてで

第２章 上ノ国町の概況 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 自然条件 
 (4) 気候 

本町は、日本海を北上する対馬暖流の影響を

うけて、道内でも比較的暖かい地域である。 

春にはやや強い東風（当地方では「ヤマセ」

という）が吹き、夏は南東の軟風が多いが、冬

は北西の強い季節風が吹く。 

降水量は年間1,200mm 程度で8～9 月にやや多

い。降雨量は海岸地域で少なく山間部で多い。 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 上ノ国町の概況 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 自然条件 
 (4) 気候 

本町は、日本海を北上する対馬暖流の影響を

うけて、道内でも比較的暖かい地域である。 

春にはやや強い東風（当地方では「ヤマセ」

という）が吹き、夏は南東の軟風が多いが、冬

は北西の強い季節風が吹く。 

降水量は年間1,200mm 程度で8～9 月にやや多

い。降雨量は海岸地域で少なく山間部で多い。 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地理的・社会的・

気候的特徴を勘案す

る必要を明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平年値の更新に伴

う修正【札幌管区気

象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寒さに加え厳しい

暑さについても記載

【住友委員、札幌管

区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※町による独自の記載のため 

※町による独自の記載のため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

ある。 

 

（略） 

 

第２節 災害の概況 
第２ 本道特有の流氷災害等それぞれ災害の状況

は次のとおりである。 

 

１ 流氷災害 

 

（略） 

 

流氷は、１月中旬から下旬に本道オホーツク

海側の海岸に接近し、最盛期の２月中旬から３

月中旬にかけては、オホーツク海の約80%が流氷

におおわれて船舶の航行が困難になるほか、日

本海側や太平洋沿岸にも流氷の一部が流れ出し

て海難事故が発生する場合がある。また、流氷

の勢力が強い年には魚介類や海藻等に大きな被

害をもたらす。 

 

（略） 

 

７ 竜巻等の突風による災害 

竜巻等の突風による災害は発達した積乱雲に

伴って局所的に発生することが多く、道内では

平成３年から平成27年の間に44個の竜巻等の突

風（海上竜巻を除く。）によって、死傷者や住

宅損壊などの被害が発生しており、特に、平成

18年11月に佐呂間町で発生した竜巻では９名も

の犠牲者が出ている。 

 

第３ 上記の気象災害以外の火山災害や地震・津

波災害、火災をはじめとする事故等の災害の状

況は次のとおりである。 

なお、地震・津波災害の概況については、地

震・津波防災計画編に登載しているので省略す

る。 

 

（略） 

 

４ 鉄道災害 

道内には、鉄道としてＪＲ北海道、札幌市地

下鉄、ＪＲ貨物北海道支社及び太平洋石炭販売

輸送があるほか、軌道として札幌市と函館市に

路面電車がある。 

 

（略） 

 

８ 林野火災 

道内では、毎年４月～７月の乾燥期をピーク

ある。 

 

（略） 

 

第２節 災害の概況 
第２ 本道特有の流氷災害等それぞれ災害の状況

は次のとおりである。 

 

１ 流氷災害 

 

（略） 

 

流氷は、１月中旬から下旬に本道オホーツク

海側の海岸に接近し、最盛期の２月中旬から３

月中旬にかけては、オホーツク海の約75%が流氷

におおわれて船舶の航行が困難になるほか、日

本海側や太平洋沿岸にも流氷の一部が流れ出し

て海難事故が発生する場合がある。また、流氷

の勢力が強い年には魚介類や海藻等に大きな被

害をもたらす。 

 

（略） 

 

７ 竜巻等の突風による災害 

竜巻等の突風による災害は発達した積乱雲に

伴って局所的に発生することが多く、道内では

平成３年から令和４年の間に67個の竜巻等の突

風（海上竜巻を除く。）によって、死傷者や住

宅損壊などの被害が発生しており、特に、平成

18年11月に佐呂間町で発生した竜巻では9名もの

犠牲者が出ている 

 

第３ 上記の気象災害以外の火山災害や地震・津

波災害、火災をはじめとする事故等の災害の状

況は次のとおりである。 

なお、地震・津波災害の概況については、地

震・津波防災計画編に登載しているので省略す

る。 

 

（略） 

 

４ 鉄道災害 

道内には、鉄道としてＪＲ北海道、札幌市地

下鉄、道南いさりび鉄道及びＪＲ貨物北海道支

社があるほか、軌道として札幌市と函館市に路

面電車がある 

 

（略） 

 

８ 林野火災 

道内では、毎年４月～７月の乾燥期をピーク

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気象庁HP「オホー

ツク海の海氷の平均

値・極値」の数字に

修正【札幌管区気象

台】 

 

・流氷津波について

記載【住友委員】 

→地震津波編へ追記 

 

 

 

 

 

・統計期間及び発生

確認数の更新【札幌

管区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・太平洋石炭販売輸

送は既に鉄道事業を

終了しているため削

除 

・道南いさりび鉄道

㈱が道内で鉄道事業

を行っているため追

記 

【北海道】 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

に林野火災が多発している。 

過去10年間の平均で見ると、１年当たり31件

発生し、約63.9haという大量の森林や原野が焼

失している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に林野火災が多発している。 

過去10年間の平均で見ると、１年当たり32件

発生し、約63.4haという大量の森林や原野が焼

失している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・統計数値の更新

【北海道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第３章 防災組織 

第１節 組織計画 
 

本道の地域における防災体制図 
 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第２ 応急活動体制 
１ 道の災害対策組織 
(2) 災害対策連絡本部 
ア 災害対策連絡本部 
(ｱ) 設置 

 

連絡本部設置基準 

 

風水害 

（略） 

・孤立集落、避難者の発生等により応急対策が必要
なとき。 

（略） 

 

雪害 

（略） 

・孤立集落、避難者の発生等により応急対策が必要
なとき。 

（略） 

 

（略） 

 

イ 災害対策地方連絡本部 
(ｲ) 組織等 

② 所掌等 
地方連絡本部の各班の所掌事務は、災

害対策地方本部の各班の所掌事務に準ず

る。庶務は総合振興局又は振興局地域創

生部地域政策課において処理する。 
 

（略） 

 

(3) 災害対策本部 
ア 災害対策本部 
(ｱ) 設置 

 

 

 

 

第３章 防災組織 

第１節 組織計画 
 

本道の地域における防災体制図 
 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第２ 応急活動体制 
１ 道の災害対策組織 
(2) 災害対策連絡本部 
ア 災害対策連絡本部 
(ｱ) 設置 

 

連絡本部設置基準 

 

風水害 

（略） 

・孤立地域、避難者の発生等により応急対策が必要
なとき。 

（略） 

 

雪害 

（略） 

・孤立地域、避難者の発生等により応急対策が必要
なとき。 

（略） 

 

（略） 

 

イ 災害対策地方連絡本部 
(ｲ) 組織等 

② 所掌等 
地方連絡本部の各班の所掌事務は、災

害対策地方本部の各班の所掌事務に準ず

る。庶務は総合振興局又は振興局地域創

生部危機対策室において処理する。 
 

（略） 

 

(3) 災害対策本部 
ア 災害対策本部 
(ｱ) 設置 

 

 

 

 

第３章 防災組織 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 災害対策本部 

３ 災害対策本部の設置基準 

(1) 設置 

 

 

 

 

第３章 防災組織 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 災害対策本部 

３ 災害対策本部の設置基準 

(1) 設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災関係機関と道

災害対策本部の関係

性を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・強靭化計画に表記

を統一【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改正に

伴う修正（地域政策

課→危機対策室）

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

災害対策本部設置基準 

 

風水害 

（略） 

・多くの地域で孤立集落、避難者等が発生し、応急 

対策が必要なとき。 

（略） 

 

雪害 

（略） 

・多くの地域で孤立集落、避難者等が発生し、応急 
対策が必要なとき。 

（略） 

 

（略） 

 

(ｲ) 組織等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 

 

(ｴ) 災害対策本部指揮室 

② 組織等 
C 所掌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

災害対策本部設置基準 

 

風水害 

（略） 

・多くの地域で孤立地域、避難者等が発生し、応急 

対策が必要なとき。 

（略） 

 

雪害 

（略） 

・多くの地域で孤立地域、避難者等が発生し、応急 
対策が必要なとき。 

（略） 

 

（略） 

 

(ｲ) 組織等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 

 

(ｴ) 災害対策本部指揮室 

② 組織等 
C 所掌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
災害対策本部設置基準 

 

風水害 

（略） 

・多くの地域で孤立集落、避難者等が発生し、応急

対策が必要なとき。 

（略） 

 

雪害 

（略） 

・多くの地域で孤立集落、避難者等が発生し、応急

対策が必要なとき。 

（略） 

 

（略） 

 

1 本部及び現地災害対策本部の組織系統 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
災害対策本部設置基準 

 

風水害 

（略） 

・多くの地域で孤立地域、避難者等が発生し、応急

対策が必要なとき。 

（略） 

 

雪害 

（略） 

・多くの地域で孤立地域、避難者等が発生し、応急

対策が必要なとき。 

（略） 

 

（略） 

 

1 本部及び現地災害対策本部の組織系統 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

・強靭化計画に表記

を統一【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・効率的な運用を図

るため指揮室各班再

編及び所掌事務の修

正（物資輸送支援チ

ームを追加）【北海

道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 
班 所掌事務 

総括班 （略） 

 [情報・広報

担当] 

（略） 

○SNSを用いた情報発信に関すること 

○広報に関すること 

（新設） 

 

（略） 

応援受援・ 

輸送調達班 

○職員の派遣等に関すること 

○市町村間の職員の派遣等に関すること 

○物資（食料、水、生活必需品等）の輸送・

調達等に係る関係機関との連絡調整に関す

ること 

○市町村における要配慮者対策の把握・支援

に関すること 

○社会福祉協議会を通じた災害ボランティア

活動の状況把握、連絡調整に関すること 

（新設） 

 

 

（略） 

 

イ 災害対策地方本部 

(ｲ) 組織等 

③ 所掌 

 

地方本部の主な所掌事務 

 
 

 
 
 
 

 

（略） 

 

第２節 気象業務に関する計画 
第１ 気象業務組織 
２ 予報区担当官署の業務内容 
 
担 当 官 署 予報警報等の種類 回 数 

札幌管区気象台 

（地方予報区担当

官署） 

地方天気予報 

（地方天気分布予報） 

地方週間天気予報 

 

地方季節予報 

早期天候情報 

 

１か月予報 

３か月予報 

暖候期予報 

寒候期予報 

地方気象情報 

毎日3回（05、

11、17時） 

毎日2回（11、17

時） 

 

原則毎週2回

（月・木） 

毎週1回（木） 

毎月1回 

毎年1回（2月） 

毎年1回（9月） 

随時 

（略） 

 
班 所掌事務 

総括班 （略） 

 [情報・広報

担当] 

（略） 

○SNSを用いた情報発信に関すること 

○広報に関すること 

○死者・行方不明者等の氏名等の公表に関す

ること 

（略） 

応援受援・ 

物資輸送調達班 

○職員の派遣等に関すること 

○市町村間の職員の派遣等に関すること 

○物資（食料、水、生活必需品等）の調達等

に係る関係機関との連絡調整に関すること 

○市町村における要配慮者対策の把握・支援

に関すること 

○社会福祉協議会を通じた災害ボランティア

活動の状況把握、連絡調整に関すること 

○物資（食料、水、生活必需品等）の輸送等

に係る物資輸送支援チームとの調整に関す

ること 

 

（略） 

 

イ 災害対策地方本部 

(ｲ) 組織等 

③ 所掌 

 

地方本部の主な所掌事務 

 
 
 
 
 

 

 

（略） 

 

第２節 気象業務に関する計画 
第１ 気象業務組織 
２ 予報区担当官署の業務内容 

担 当 官 署 予報警報等の種類 回 数 
札幌管区気象台 

（地方予報区担当

官署） 

地方天気予報 

（地方天気分布予報） 

（削除） 

 

地方季節予報 

早期天候情報 

 

１か月予報 

３か月予報 

暖候期予報 

寒候期予報 

地方気象情報 

毎日3回（05、

11、17時） 

（削除） 

 

 

原則毎週2回

（月・木） 

毎週1回（木） 

毎月1回 

毎年1回（2月） 

毎年1回（9月） 

随時 

（略） 

 
更新対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 気象業務に関する計画 
１ 気象業務組織 
(2) 予報区担当官署の業務内容 

 
担 当 官 署 予報警報等の種類 回 数 

札幌管区気象台 

（地方予報区担当

官署） 

地方天気予報 

（地方天気分布予報） 

地方週間天気予報 

 

地方季節予報 

早期天候情報 

 

１か月予報 

３か月予報 

暖候期予報 

寒候期予報 

地方気象情報 

毎日3回（05、

11、17時） 

毎日2回（11、17

時） 

 

原則毎週2回

（月・木） 

毎週1回（木） 

毎月1回 

毎年1回（2月） 

毎年1回（9月） 

随時 

（略） 

 
更新対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 気象業務に関する計画 
１ 気象業務組織 
(2) 予報区担当官署の業務内容 

 
担 当 官 署 予報警報等の種類 回 数 

札幌管区気象台 

（地方予報区担当

官署） 

地方天気予報 

（地方天気分布予報） 

（削除） 

 

地方季節予報 

早期天候情報 

 

１か月予報 

３か月予報 

暖候期予報 

寒候期予報 

地方気象情報 

毎日3回（05、

11、17時） 

（削除） 

 

 

原則毎週2回

（月・木） 

毎週1回（木） 

毎月1回 

毎年1回（2月） 

毎年1回（9月） 

随時 

（略） 

 

・効率的な運用を図

るため指揮室各班再

編及び所掌事務の修

正【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地方週間天気予報

（文章形式）の提供

終了（令和５年３月

31日）に伴う記載削

除【札幌管区気象

台】 

 

 

 

 

 

地  方  本 部 
総務班 1 気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等の受理

伝達及び対策通報 

2 被害状況等の収集及び報告 

3 市町村長に対する応急措置の実施又は応援の指示権の行使 

4 指定公共機関の出先の長等に対する応急措置の実施要請等 

5 防災通信の運用 

6 自衛隊の災害派遣要請 

7 総合振興局又は振興局協議会に関すること 
（略） 

 

地  方  本 部 
総務班 1 気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等の受理

伝達 

2 被害状況等の収集及び報告 

3 市町村長に対する応急措置の実施又は応援の指示権の行使 

4 指定公共機関の出先の長等に対する応急措置の実施要請等 

5 防災通信の運用 

6 自衛隊の災害派遣要請 

7 総合振興局又は振興局協議会に関すること 
（略） 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

札幌管区気象台 

（地方海上予報区

担当官署） 

地方海上予報 

 

地方海上警報  

地方海氷情報 

毎日2回（07、19

時） 

随時 

随時 

（略） 
 
第２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、

土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災

気象通報 
１ 気象等に関する特別警報・警報・注意報の

種類、発表基準及び伝達 
(1) 種類及び発表基準 

ア 気象等に関する特別警報 

予想される現象が特に異常であるため重

大な災害が起こるおそれが著しく大きい場

合、その旨を警告して行う予報。発表は市

町村単位で発表される。 

なお、道内では、平成26年９月11日に石

狩・空知・胆振地方で大雨特別警報（土砂

災害・浸水害）が発表されている。 

 

※地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて

「大雨特別警報（土砂災害）」として発表され

る。 

 

イ 気象等に関する警報・注意報 

(ｱ) 気象警報（資料編７－２ 各地方警報・

注意報発表基準一覧表参照） 

種類 概要 

大雨 

特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。（略） 

暴風 

特別警報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。 

高潮 

特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であ

るため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。（略） 

波浪 

特別警報 

高い波が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいときに発表される。 

大雪 

特別警報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。 

暴風雪 

特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいときに発表され

る。（略） 

 

第２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、

土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災

気象通報 
１ 気象等に関する特別警報・警報・注意報の

種類、発表基準及び伝達 
(1) 種類及び発表基準 

ア 気象に関する特別警報 

予想される現象が特に異常であるため重

大な災害が起こるおそれが著しく大きい場

合、その旨を警告して行う予報。発表は市

町村単位で発表される（一部の市町村は分

割）。 

なお、道内では、平成26年９月11日に石

狩・空知・胆振地方で大雨特別警報（土砂

災害・浸水害）が発表されている。 

※土砂崩れの特別警報は、大雨特別警報に含めて

「大雨特別警報（土砂災害）」として発表され

る。 

 

イ 気象等に関する警報・注意報 

(ｱ) 気象警報（資料編７－２ 各地方警報・

注意報発表基準一覧表参照） 

 

札幌管区気象台  

（地方海上予報区

担当官署）  

地方海上予報 

 

地方海上警報 

（削除） 

毎日2回（07、19

時） 

随時 

（削除） 

（略） 

種類 概要 

大雨 

特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。（略） 

暴風 

特別警報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。 

高潮 

特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であ

るため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表される。（略） 

波浪 

特別警報 

高い波が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予想されたときに発表

される。 

大雪 

特別警報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。 

暴風雪 

特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいと予想されたとき

に発表される。（略） 

札幌管区気象台 

（地方海上予報区

担当官署） 

地方海上予報 

 

地方海上警報 

地方海氷情報 

毎日2回（07、19

時） 

随時 

随時 

 
２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、土

砂災害警戒情報及び火災気象通報 
 

(1) 気象等に関する特別警報・警報・注意報の

種類、発表基準及び伝達 

ア 種類及び発表基準 

① 気象等に関する特別警報 

予想される現象が特に異常であるため重

大な災害が起こるおそれが著しく大きい場

合、その旨を警告して行う予報。発表は市

町村単位で発表される。 

 

 

 

 

※地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて

「大雨特別警報（土砂災害）」として発表され

る。 

 

 

② 気象警報 

 

 

種類 概要 

大雨 

特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。（略） 

暴風 

特別警報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。 

高潮 

特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であ

るため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。（略） 

波浪 

特別警報 

高い波が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいときに発表される。 

大雪 

特別警報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。 

暴風雪 

特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいときに発表され

る。（略） 

札幌管区気象台  

（地方海上予報区

担当官署） 

地方海上予報 

 

地方海上警報 

（削除） 

毎日2回（07、19

時） 

随時 

（削除） 

 
２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、土

砂災害警戒情報及び火災気象通報 
 

(1) 気象等に関する特別警報・警報・注意報の

種類、発表基準及び伝達 

ア 種類及び発表基準 

① 気象に関する特別警報 

予想される現象が特に異常であるため重

大な災害が起こるおそれが著しく大きい場

合、その旨を警告して行う予報。発表は市

町村単位で発表される（一部の市町村は分

割）。 

 

 

 

※土砂崩れの特別警報は、大雨特別警報に含めて

「大雨特別警報（土砂災害）」として発表され

る。 

 

 

② 気象警報 

 

 

種類 概要 

大雨 

特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。（略） 

暴風 

特別警報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。 

高潮 

特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であ

るため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表される。（略） 

波浪 

特別警報 

高い波が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予想されたときに発表

される。 

大雪 

特別警報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。 

暴風雪 

特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいと予想されたとき

に発表される。（略） 

 

 

・現況に即して修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気象のみの項目

【札幌管区気象台】 

 

 

・市町村単位に限ら

ない【札幌管区気象

台】 

 

 

 

・現状の運用にあわ

せた文言の追記や修

正 

・気象業務法施行令

の改正に伴う修正

（地面現象→土砂崩

れ） 

【札幌管区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

 

(ｲ) 気象注意報（資料編７－２ 各地方警

報・注意報発表基準一覧表参照） 

 
大雨注意報 大雨により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。ハザードマッ

プによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２である。 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。「強

風による災害」に加えて「雪を伴うことによ

る視程障害等による災害」のおそれについて

も注意を呼びかける。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

雷注意報 落雷により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。また、発達し

た雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突

風や「ひょう」による災害についての注意喚

起が付加されることもある。急な強い雨への

注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。具体的

には、火災の危険が大きい気象条件を予想し

た場合に発表される。 

なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。具体的

には、通信線や送電線、船体等への被害が起

こるおそれのあるときに発表される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。具体的

には、通信線や送電線、船体等への被害が起

こるおそれのあるときに発表される。 

大雨警報 

（略）大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相

当。 

（略） 

 

 

(ｲ) 気象注意報（資料編７－２ 各地方警

報・注意報発表基準一覧表参照） 

 
大雨注意報 大雨による土砂災害や浸水害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。

雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残って

いる場合には発表を継続する。ハザードマッ

プによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２である。 

大雪注意報 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害

など、大雪により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。強風

による災害のおそれに加え、強風で雪が舞っ

て視界が遮られることによる災害のおそれに

ついても注意を呼びかける。ただし、「大雪

＋強風」の意味ではなく、大雪により災害が

発生するおそれがあると予想されたときには

大雪注意報が発表される。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。対象となる

災害として、濃い霧により見通しが悪くなる

ことによる交通障害等の災害があげられる。 

雷注意報 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、

降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生す

る激しい気象現象による人や建物への被害に

より災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。具体的

には、大気の乾燥により火災・延焼等が発生

する危険が大きい気象条件を予想した場合に

発表される。 

なだれ注意報 「なだれ」による災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。山など

の斜面に積もった雪が崩落することによる人

や建物の被害が発生するおそれがあると予想

したときに発表される。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。具体的

には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による

通信線・送電線の断線、船体着氷による転

覆・水没等の被害が発生するおそれのあると

きに発表される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。具体的

には、雪が付着することによる電線等の断線

や送電鉄塔等の倒壊等の被害が発生する（気

温０℃付近で発生しやすい）おそれのあると

きに発表される。 

大雨警報 

（略）大雨警報（土砂災害）は、高齢者等が危険な

場所から避難する必要があるとされる警戒レベル

３に相当。 

（略） 

 

 

③ 気象注意報 

 

 
大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。ハザードマップ

による災害リスクの再確認等、避難に備え自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２である。 

大雪注意報 大雪による災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

強風注意報 強風による災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。「強風

による災害」に加えて「雪を伴うことによる

視程障害等による災害」のおそれについても

注意を呼びかける。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

雷注意報 落雷により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。また、発達した

雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風

や「ひょう」による災害についての注意喚起

が付加されることもある。急な強い雨への注

意について雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。具体的に

は、火災の危険が大きい気象条件を予想した

場合に発表される。 

なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。具体的に

は通信線や送電線、船体等への被害が起こる

おそれがあるときに発表される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。具体的に

は通信線や送電線、船体等への被害が起こる

おそれがあるときに発表される。 

大雨警報 

（略）大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相

当。 

（略） 

 

 

③ 気象注意報 

 

 
大雨注意報 大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。雨

が止んでも、土砂災害等のおそれが残ってい

る場合には発表を継続する。ハザードマップ

による災害リスクの再確認等、避難に備え自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２である。 

大雪注意報 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害な

ど、大雪により災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。強風に

よる災害のおそれに加え、強風で雪が舞って

視界が遮られることによる災害のおそれにつ

いても注意を呼びかける。ただし、「大雪＋

強風」の意味ではなく、大雪により災害が発

生するおそれがあると予想されたときには大

雪注意報が発表される。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。対象となる災

害として、濃い霧により見通しが悪くなるこ

とによる交通障害等の災害があげられる。 

雷注意報 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降

ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生する

激しい気象現象による人や建物への被害によ

り災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。具体的に

は、大気の乾燥により火災・延焼等が発生す

る危険が大きい気象条件を予想した場合に発

表される。 

なだれ注意報 「なだれ」による災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。山などの

斜面に積もった雪が崩落することによる人や

建物の被害が発生するおそれがあると予想し

たときに発表される。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。具体的に

は、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通

信線・送電線の断線、船体着氷による転覆・

水没等の被害が発生するおそれのあるときに

発表される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。具体的に

は、雪が付着することによる電線等の断線や

送電鉄塔等の倒壊等の被害が発生する（気温

０℃付近で発生しやすい）おそれのあるとき

に発表される。 

大雨警報 

（略）大雨警報（土砂災害）は、高齢者等が危険な

場所から避難する必要があるとされる警戒レベル

３に相当。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気象庁HP「気象等

の注意報の種類と内

容」との整合を図る

修正【札幌管区気象

台】 
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融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。具体的には、

浸水害、土砂災害等の災害が発生するおそれ

があるときに発表される。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、早

霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそ

れのあるときに発表される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。具体的には、

低温による農作物への著しい被害や、冬季の

水道管凍結や破裂による著しい被害が発生す

るおそれがあるときに発表される。 

 

（略） 

 

オ 洪水警報及び注意報（資料編７－２ 各地

方警報・注意報発表基準一覧表参照） 

※地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及

び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含め

て行われる。 

 

（略） 

 

 

(3) 気象等に関する特別警報・警報・注意報

の伝達 

 

伝達は、次の系統図により伝達先に対して

行う。この伝達は、府県予報区担当官署及び

分担気象官署が実施する。北海道には道内に

おいて発表されたすべての警報が伝達され

る。気象官署の法定伝達機関は、消防庁、海

上保安官署、北海道、NTT東日本・西日本、

NHK放送局である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洪水警報 
（略）高齢者等は危険な場所からの避難が必要と

される警戒レベル３に相当。 

（略） 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。具体的には、

積雪が融解することによる土砂災害や浸水害

が発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、

春・秋に気温が下がって霜が発生することに

よる農作物や果実の被害が発生するおそれの

あるときに発表される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。具体的には、

低温による農作物への著しい被害や、水道管

の凍結や破裂による著しい被害の発生するお

それがあるときに発表される。 

 

（略） 

 

オ 洪水警報及び注意報（資料編７－２ 各地

方警報・注意報発表基準一覧表参照） 

※土砂崩れ及び浸水警報・注意報は、その警報及

び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含め

て行われる。 

 

（略） 

 

 

(3) 気象等に関する特別警報・警報・注意報

の伝達 

 

伝達は、次の系統図により伝達先に対して

行う。この伝達は、府県予報区担当官署及び

分担気象官署が実施する。北海道には道内に

おいて発表されたすべての警報が伝達され

る。気象官署の法定伝達機関は、消防庁、第

一管区海上保安本部、北海道、NTT東日本・西

日本、NHK放送局である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水警報 
（略）高齢者等が危険な場所から避難する必要が

あるとされる警戒レベル３に相当。 

（略） 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、浸

水害、土砂災害等の災害が発生するおそれが

あるときに発表される。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。具体的には、早霜

や晩霜により農作物への被害が起こるおそれ

があるときに発表される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、低

温による農作物への著しい被害や、冬季の水

道管凍結や破裂による著しい被害が発生する

おそれがあるときに発表される。 

 

（略） 

 

⑥ 洪水警報及び注意報 

 

※地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及

び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含め

て行われる。 

 

（略） 

 

 

ウ 気象等に関する特別警報・警報・注意報の

伝達 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水警報 
（略）高齢者等は危険な場所から避難が必要とさ

れる警戒レベル３に相当。 

（略） 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、積

雪が融解することによる土砂災害や浸水害が

発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。具体的には、春・

秋に気温が下がって霜が発生することによる

農作物や果実の被害が発生するおそれのある

ときに発表される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、低

温による農作物への著しい被害や、水道管の

凍結や破裂による著しい被害の発生するおそ

れがあるときに発表される。 

 

（略） 

 

⑥ 洪水警報及び注意報 

 

※土砂崩れ及び浸水警報・注意報は、その警報及

び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含め

て行われる。 

 

（略） 

 

 

ウ 気象等に関する特別警報・警報・注意報の

伝達 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水警報 
（略）高齢者等が危険な場所から避難する必要が

あるとされる警戒レベル３に相当。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現状の運用にあわ

せた文言の追記や修

正 

・気象業務法施行令

の改正に伴う修正

（地面現象→土砂崩

れ）【札幌管区気象

台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各地方気象台と各

海上保安部・署の接

続廃止に伴う修正

（海上保安官署→第

一管区海上保安本

部）【札幌管区気象

台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

13



北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

（R5.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R6.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R6.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R7.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特別警報・警報・気象予報（注意報を含む）並びに情報等伝達系統図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特別警報・警報・気象予報（注意報を含む）並びに情報等伝達系統図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気象等に関する特

別警報等の伝達系統

図の全部修正 

・各地方気象台と各

海上保安部・署の接

続廃止に伴う修正

（海上保安官署→第

一管区海上保安本

部） 

・緊急速報メール

（気象等に関する特

別警報）終了に伴う

修正（携帯電話事業

者及び注釈を削除） 

・記載方法の整理

（法定伝達先ではな

い機関、特別警報発

表時の伝達経路、注

釈） 

【北海道】 

【札幌管区気象台】 

 

 

 

 

・現況に即した修正 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

２ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分

布）等 
キキクル等の種類と概要 

 

（略） 

  

４ 水防活動用気象等警報及び注意報 
水防活動の利用に適合する警報及び注意報

は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに、同表

の右欄に掲げる警報及び注意報により代行す

る。 
 

（略） 

  

(2) 伝 達 

水防活動用気象等警報・気象注意報 

（R5.1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（R6.1） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 概要 

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布）※ 

（略） 

（略） 

２ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分

布）等 
キキクル等の種類と概要 

 

（略） 

  

４ 水防活動用気象等警報及び注意報 
水防活動の利用に適合する注意報及び警報

は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに、同表

の右欄に掲げる注意報、警報及び特別警報に

より代行する。 
 

（略） 

  

(2) 伝 達 

水防活動用気象等警報・注意報 

（R6.1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（R7.1） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 概要 

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布） 

（略） 

（略） 

２ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分

布）等 
キキクル等の種類と概要 

 

（略） 

  

(7) 水防活動用気象警報及び注意報の種類、発

表基準及び伝達 

水防活動の利用に適合する警報及び注意報

は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに、同表

の右欄に掲げる警報及び注意報により代行す

る。 
 

（略） 

  

イ 伝達 

水防活動の利用に適合する警報及び注意報

の伝達系統図は、38ページの「特別警報・警

報・注意報並びに情報等伝達系統図」のとお

りとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 概要 

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布） 

（略） 

（略） 

２ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分

布）等 
キキクル等の種類と概要 

 

（略） 

  

(7) 水防活動用気象警報及び注意報の種類、発

表基準及び伝達 

水防活動の利用に適合する注意報及び警報

は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに、同表

の右欄に掲げる注意報、警報及び特別警報に

より代行する。 
 

（略） 

  

イ 伝達 

水防活動用気象等警報・注意報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 概要 

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布） 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

・不要な文字の削除 

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

・文言修正（気象庁

における標準的な記

載と整合）【札幌管

区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水防活動用気象等

警報・注意報伝達系

統図の全部修正 

・法定伝達先機関と

法定伝達先機関以外

の記載方法を整 

【北海道】 

【札幌管区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現況に即した修正 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

５ 土砂災害警戒情報 
 

（略） 

  

（R5.1） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（R6.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

５ 土砂災害警戒情報 
 

（略） 

  

（R6.1） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（R7.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(3) 土砂災害警戒情報 
 

（略） 

  

土砂災害警戒情報伝達系統図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(3) 土砂災害警戒情報 
 

（略） 

  

土砂災害警戒情報伝達系統図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土砂災害警戒情報

の伝達系統図の全部

修正 

・各地方気象台と各

海上保安部・署の接

続廃止に伴う修正

（海上保安官署→第

一管区海上保安本

部） 

・法定伝達先機関と

法定伝達先機関以外

の記載方法を整理 

【北海道】 

【札幌管区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

・現況に即した修正 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

６ 指定河川洪水予報 
(1) 洪水予報河川及び担当 

ア 北海道開発局 

 
 

（略） 

  

(3) 伝 達 

ア 北海道開発局と札幌管区気象台等が共同

で発表する場合 

（水防法第10条第2項、気象業務法第14条の2

第2項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 北海道と札幌管区気象台が共同で発表す

る場合 

（水防法第11条、気象業務法第14条の2第3

項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 指定河川洪水予報 
(1) 洪水予報河川及び担当 

ア 北海道開発局 
水系名 河 川 名    

石狩川 （略）   

石狩川(上流)、忠別川、

美瑛川、牛朱別川 

 

 

（略）   

 

（略） 

  

(3) 伝 達 

ア 北海道開発局と札幌管区気象台が共同で

発表する場合 

（水防法第10条第2項、気象業務法第14条の2

第2項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 北海道と札幌管区気象台が共同で発表す

る場合 

（水防法第11条、気象業務法第14条の2第3

項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

更新対象外 
 
 
 
 
 
 

更新対象外 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
更新対象外 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 
 
 
 
 
 

更新対象外 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
更新対象外 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表記の統一【札幌

管区気象台 

 

 

 

 

・表記の統一【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

・現況に即した修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現況に即した修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水系名 河 川 名 担 当 

石狩川 （略） （略） 

石狩川上流、忠別川、美

瑛川、牛朱別川 

旭川地方気象台、旭川

開発建設部 

（略） （略） 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

７ 水防警報（水防法第１６条） 
(1) 国土交通大臣が行う水防警報 

ア 河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 海岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 知事が行う水防警報 

第16条第１項の規定により、知事が指定し

た河川についての水防警報は、北海道が発表

し、伝達は次の系統により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 水位情報の通知 
(1) 国土交通大臣が行う水位情報の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 水防警報（水防法第１６条） 
(1) 国土交通大臣が行う水防警報 

ア 河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 海岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 知事が行う水防警報 
 第16条第１項の規定により、知事が指定し

た河川についての水防警報は、北海道が発表

し、伝達は次の系統により行う。 

 
 
 
 
 
 
 
８ 水位情報の通知 
(1) 国土交通大臣が行う水位情報の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道の組織機構改正

に伴う修正（地域政

策課→危機対策室）

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

・道の組織機構改正

に伴う修正（地域政

策課→危機対策室）

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道の組織機構改正

に伴う修正（地域政

策課→危機対策室）

【北海道】 

 

・現況に即した修正 

 

 

 

・道の組織機構改正

に伴う修正（地域政

策課→危機対策室）

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

(2) 知事が行う水位情報の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

  

１０ 気象情報等 
(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］、［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位（石狩地方な

ど）で、２日先から５日先にかけては日単位

で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位

（石狩・空知・後志地方など）で発表され

る。大雨に関して、[高]又は[中]が予想され

ている場合は、災害への心構えを高める必要

があることを示す警戒レベル１である。 

 

 
(2) 地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表する情報。 

 

(3) 台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場

合に、住民に対して、台風の状況の周知と防

災対策の必要性を喚起することを目的として

発表する情報。 

 

（略） 

  

(5) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に発表する情報。

なお、実際に危険度が高まっている場所につ

いては竜巻発生確度ナウキャストで確認する

ことができる。また、竜巻の目撃情報が得ら

(2) 知事が行う水位情報の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

  

１０ 気象情報等 
(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］、［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位（石狩地方な

ど）で、２日先から５日先にかけては日単位

で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位

（石狩・空知・後志地方など）で発表され

る。大雨と高潮に関して、[高]又は[中]が予

想されている場合は、災害への心構えを高め

る必要があることを示す警戒レベル１であ

る。 

 
(2) 地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表される情報。 

 

(3) 台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場

合に、住民に対して、台風の状況の周知と防

災対策の必要性を喚起することを目的として

発表される情報。 

 

（略） 

  

(5) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に発表される情

報。なお、実際に危険度が高まっている場所

については竜巻発生確度ナウキャストで確認

することができる。また、竜巻の目撃情報が

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 気象情報等 
ア 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］、［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位（檜山地方）

で、２日先から５日先にかけては日単位で、

週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡

島・檜山地方）で発表される。大雨に関し

て、[高]又は[中]が予想されている場合は、

災害への心構えを高める必要があることを示

す警戒レベル１である。 

 

 
イ 地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表する情報。 

 

ウ 台風に関する気象情報 
北海道地方への台風の影響が予想される場

合に、住民に対して、台風の状況の周知と防

災対策の必要性を喚起することを目的として

発表する情報。 

 

（略） 

  

オ 竜巻注意情報 
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に発表する情報。

なお、実際に危険度が高まっている場所につ

いては竜巻発生確度ナウキャストで確認する

ことができる。また、竜巻の目撃情報が得ら

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 気象情報等 
ア 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］、［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位（檜山地方）

で、２日先から５日先にかけては日単位で、

週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡

島・檜山地方）で発表される。大雨と高潮に

関して、[高]又は[中]が予想されている場合

は、災害への心構えを高める必要があること

を示す警戒レベル１である。 

 

 
イ 地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表される情報。 

 

ウ 台風に関する気象情報 
北海道地方への台風の影響が予想される場

合に、住民に対して、台風の状況の周知と防

災対策の必要性を喚起することを目的として

発表される情報。 

 

（略） 

  

オ 竜巻注意情報 
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に発表される情

報。なお、実際に危険度が高まっている場所

については竜巻発生確度ナウキャストで確認

することができる。また、竜巻の目撃情報が

 

 

 

 

 

 

  

現況に即した修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・早期注意情報の要

素に高潮を追加【札

幌管区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・字句の修正【札幌

管区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

れた場合には、目撃情報があった地域を示

し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を発

表する。 

 

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得られた場合には、目撃情報があった地域を

示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風

が発生するおそれが非常に高まっている旨が

発表される。 

 

（略） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

れた場合には、目撃情報があった地域を示

し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を発

表する。 

 

（略） 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

得られた場合には、目撃情報があった地域を

示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風

が発生するおそれが非常に高まっている旨が

発表される。 

 

（略） 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及･啓発及び防災教育

の推進に関する計画 
第２ 配慮すべき事項 
 
２ 要配慮者に十分配慮し、地域において要配

慮者を支援する体制が確立されるよう努める

とともに、被災時の男女のニーズの違い等男

女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

 

 

 

 

（略） 

 

第２節 防災訓練計画 

第２ 訓練の種別 

 

（略） 

 

（新設） 

９ その他災害に関する訓練 

 

（略） 

 

第３ 道防災会議が主唱する訓練 

１ 防災総合訓練 

災害救助、水防活動、大規模火災を想定し

た応急対策活動を中心に総合的に実施する。 

 

（略） 

 

第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関

する計画 

第１ 食料その他の物資の確保 

 

１ 市町村は、災害時に避難所等で必要となる

食料、飲料水、生活必需品、衛生用品、燃

料、その他の物資について、概ね発災から３

日目までに必要な数量（住民持参分を除く）

を備蓄するよう努めるものとし、備蓄が困難

な物資については、民間事業者との災害協定

による流通在庫物資を活用するなど物資の調

達体制の整備に努める。 

（新設） 

 

 

 

 

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及･啓発及び防災教育

の推進に関する計画 
第２ 配慮すべき事項 
 
２ 要配慮者に十分配慮し、地域において要配

慮者を支援する体制が確立されるよう努める

とともに、被災時の男女のニーズの違い等男

女双方の視点に十分配慮するよう、女性防災

リーダーの育成や防災会議の委員に占める女

性の割合を高めるなど、防災の取組への男女

共同参画に努める。 

 

（略） 

 

第２節 防災訓練計画 

第２ 訓練の種別 

 

（略） 

 

９ 応援・受援訓練 

10 その他災害に関する訓練 

 

（略） 

 

第３ 道防災会議が主唱する訓練 

１ 防災総合訓練 

地震・津波災害、風水害、雪害等を想定し

た応急対策活動を中心に総合的に実施する。 

 

（略） 

 

第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関

する計画 

第１ 食料その他の物資の確保 

 

１ 市町村は、災害時に避難所等で必要となる

食料、飲料水、生活必需品、衛生用品、燃

料、その他の物資について、次の事項にも留

意しながら概ね発災から３日目までに必要な

数量を備蓄するよう努めるものとし、備蓄が

困難な物資については、民間事業者との災害

協定による流通在庫物資を活用するなど物資

の調達体制の整備に努める。 

(1) 観光地や昼夜間人口が大きく異なる地域

は、滞在人口の多い時間帯の災害発生を考

慮して備蓄すること。 

(2) アレルギー対応食や流動食、適温食の提供

に必要な資機材を備蓄するなど、避難者の

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教

育の推進に関する計画 
２ 配慮すべき事項 
 
(2) 要配慮者に十分配慮し、地域において要配

慮者を支援する体制が確立されるよう努めると

ともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双

方の視点に十分配慮するよう努める。 

 

 

 

 

（略） 

 

第３節 防災訓練計画 
２ 訓練の種別 
 

（略） 

 

（新設） 

(9) その他災害に関する訓練 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

第４節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関

する計画 
１ 食料その他の物資の確保 

 

(1) 町は、災害時に避難所等で必要となる食

料、飲料水、生活必需品、衛生用品、燃料、

その他の物資について、概ね発災から３日目

までに必要な数量（住民持参分を除く）を備

蓄するよう努めるものとし、備蓄が困難な物

資については、民間事業者との災害協定によ

る流通在庫物資を活用するなど物資の調達体

制の整備に努める。 

（新設） 

 

 

 

 

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教

育の推進に関する計画 
２ 配慮すべき事項 
 
(2) 要配慮者に十分配慮し、地域において要配

慮者を支援する体制が確立されるよう努めると

ともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双

方の視点に十分配慮するよう、女性防災リーダ

ーの育成や防災会議の委員に占める女性の割合

を高めるなど、防災の取組への男女共同参画に

努める。 

 

（略） 

 

第３節 防災訓練計画 
２ 訓練の種別 
 

（略） 

 

(9) 応援・受援訓練 

(10) その他災害に関する訓練 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

第４節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関

する計画 
１ 食料その他の物資の確保 

 

(1) 町は、災害時に避難所等で必要となる食

料、飲料水、生活必需品、衛生用品、燃料、

その他の物資について、次の事項にも留意し

ながら概ね発災から３日目までに必要な数量

を備蓄するよう努めるものとし、備蓄が困難

な物資については、民間事業者との災害協定

による流通在庫物資を活用するなど物資の調

達体制の整備に努める。 

ア 観光地や昼夜間人口が大きく異なる地域

は、滞在人口の多い時間帯の災害発生を考

慮して備蓄すること。 

イ アレルギー対応食や流動食、適温食の提供

に必要な資機材を備蓄するなど、避難者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画の観

点を明記【とかち防

災マスターネットワ

ーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施すべき訓練に

応援・受援訓練を追

記【防災会議幹事

会】 

 

 

・訓練内容の実態に

あわせた文言修正

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・備蓄にあたり留意

すべき事項等を修正 

 

・滞在人口の多い時

間帯の発災【報道有

識者】 

・アレルギー対応食

等への配慮【気象予

報士】【日赤看護

大】 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

 

 

 

 

 

 

 

［備蓄品の例］ 

食料…米類、乾パン、麺類、缶詰、乳幼児用

ミルク 

飲料水…ペットボトル水 

生活必需品…毛布、哺乳びん、生理用品、お

むつ（小児用・大人用） 

燃料…ガソリン、灯油 

その他…トイレ、発電機、投光器、水袋、扇

風機、ストーブ、段ボールベッド、パーティ

ション、ブルーシート、土のう袋 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３ 備蓄倉庫等の整備 

道及び市町村は、防災資機材倉庫の整備に努

める。 

（参考）資料編５－５ 道有防災資機材備蓄セ

ンター及び水防倉庫一覧 

 

 

第４節 相互応援（受援）体制整備計画 

第１ 基本的な考え方 

 

（略） 

 

併せて、大規模災害が発生した際等に、被災

市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよ

う、応援や受援に関する計画や、災害の種類、

被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、そ

れぞれ防災業務計画や地域防災計画等に位置付

けるよう努めるとともに、防災総合訓練などに

おいて応援・受援体制を検証し、さらなる連携

の強化を図るものとする。 

 

 

 

第２ 相互応援（受援）体制の整備 

１ 北海道 

(1) 国又は他の都府県への応援要請又は他都

健康に配慮すること。 

(3) 厳冬期の災害時には積雪等により域外から

の物資が届きにくくなることを想定し、特

に孤立予想地域の備蓄の充実を図ること。 

(4) 備蓄倉庫等については、備蓄物資が災害時

に効果的に活用できるよう、孤立予想地域

における物資の確保、災害時のアクセスを

十分考慮し設定すること。 

［備蓄品の例］ 

食料…米類、乾パン、麺類、缶詰、乳幼児用

ミルク 

飲料水…ペットボトル水 

生活必需品…毛布、防寒具、哺乳びん、生理

用品、おむつ（小児用・大人用） 

燃料…ガソリン、灯油、固形燃料、カセット

ガス 

その他…トイレ、発電機、投光器、水袋、扇

風機、ストーブ（電源不要なもの）、段ボー

ルベッド、パーティション、ブルーシート、

土のう袋、ライター、マッチ、カセットコン

ロ、使い捨てカイロ 

 

 

（略） 

 

第３ 備蓄倉庫等の整備 

道及び市町村は、防災資機材倉庫の整備に努

める。 

（参考）資料編５－４ 道有防災資機材備蓄セ

ンター及び水防倉庫一覧 

 

 

第４節 相互応援（受援）体制整備計画 

第１ 基本的な考え方 

 

（略） 

 

併せて、大規模災害が発生した際等に、被災

市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよ

う、応援や受援に関する計画や、災害の種類、

被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、そ

れぞれ防災業務計画や地域防災計画等に位置付

けるよう努めるとともに、派遣職員が現地にお

いて自活できるよう必要な資機材や装備品等を

携帯させることに努めるものとし、防災総合訓

練などにおいて応援・受援体制を検証し、さら

なる連携の強化を図るものとする。 

 

第２ 相互応援（受援）体制の整備 

１ 北海道 

(1) 国又は他の都府県への応援要請又は他都

 

 

 

 

 

 

 

 

［備蓄品の例］ 

食料…米類、乾パン、麺類、缶詰、乳幼児用

ミルク 

飲料水…ペットボトル水 

生活必需品…毛布、哺乳びん、女性用品、お

むつ（小児用、大人用） 

衛生用品…マスク、消毒液 

燃料…ガソリン、灯油 

その他…トイレ、発電機、投光器、水袋、扇

風機、ストーブ、段ボールベッド、パーティ

ション、ブルーシート、土のう袋 

 

 

 

 

（略） 

 

１ 備蓄倉庫等の整備 
町は、防災資機材倉庫の整備に努める。 

 

更新対象外 

 

 

 

第５節 相互応援（受援）体制整備計画 
１ 基本的な考え方 

 

（略） 

 

併せて、大規模災害が発生した際等に、被災

市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよ

う、応援や受援に関する計画や、災害の種類、

被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、そ

れぞれ防災業務計画や地域防災計画等に位置付

けるよう努めるとともに、防災総合訓練などに

おいて応援・受援体制を検証し、さらなる連携

の強化を図るものとする。 

 

 

 

２ 相互応援（受援）体制の整備 

 

 

健康に配慮すること。 

ウ 厳冬期の災害時には積雪等により域外から

の物資が届きにくくなることを想定し、特

に孤立予想地域の備蓄の充実を図ること。 

エ 備蓄倉庫等については、備蓄物資が災害時

に効果的に活用できるよう、孤立予想地域

における物資の確保、災害時のアクセスを

十分考慮し設定すること。 

［備蓄品の例］ 

食料…米類、乾パン、麺類、缶詰、乳幼児用

ミルク 

飲料水…ペットボトル水 

生活必需品…毛布、防寒具、哺乳びん、女性

用品、おむつ（小児用、大人用） 

衛生用品…マスク、消毒液 

燃料…ガソリン、灯油、固形燃料、カセット

ガス 

その他…トイレ、発電機、投光器、水袋、扇

風機、ストーブ（電源不要なもの）、段ボー

ルベッド、パーティション、ブルーシート、

土のう袋、ライター、マッチ、カセットコン

ロ、使い捨てカイロ 

 

（略） 

 

１ 備蓄倉庫等の整備 
町は、防災資機材倉庫の整備に努める。 

 

更新対象外 

 

 

 

第５節 相互応援（受援）体制整備計画 
１ 基本的な考え方 

 

（略） 

 

併せて、大規模災害が発生した際等に、被災

市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよ

う、応援や受援に関する計画や、災害の種類、

被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、そ

れぞれ防災業務計画や地域防災計画等に位置付

けるよう努めるとともに、派遣職員が現地にお

いて自活できるよう必要な資機材や装備品等を

携帯させることに努めるものとし、防災総合訓

練などにおいて応援・受援体制を検証し、さら

なる連携の強化を図るものとする。 

 

 

 

 

 

・孤立を想定した備

蓄【報道、有識者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・採暖に必要な備蓄

等【陸自北部方面総

監部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画修正

を踏まえた修正【北

海道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

府県に対する応援が迅速かつ円滑に行える

よう、日頃から国又は他の都府県と災害対

策上必要な資料の交換を行なうほか、あら

かじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要

な応援準備及び受援体制を整えておくもの

とする。 

 

 

 

 

 

２ 市町村 

(1) 道や他の市町村への応援要求又は他の市

町村に対する応援が迅速かつ円滑に行え

るよう、日頃から道や他の市町村と災害

対策上必要な資料の交換を行なうほか、

あらかじめ連絡先の共有を徹底するな

ど、必要な応援準備及び受援体制を整え

ておくものとする。 

 

 

（略） 

 

 

第３ 災害時におけるボランティア活動の環境整

備 

(1)～(4) 略 

(5) 道は、災害発生時における官民連携体制

の強化を図るため、道内において活動を行

う災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティ

ア等の活動支援や活動調整を行う組織）の

育成・機能強化に努めるとともに、当該災

害中間支援組織や都道府県域において災害

ボランティアセンターの運営を支援する者

（北海道社会福祉協議会）との役割分担等

をあらかじめ定めるよう努めるものとす

る。 

 

(6) 市町村は、災害発生時における官民連携

体制の強化を図るため、市町村地域防災計

画等において、災害ボランティアセンター

を運営する者（市町村社会福祉協議会等）

を明確化するとともに、災害ボランティア

センターの設置・運営における役割分担等

を相互に協議の上、定めるよう努めるもの

とする。特に災害ボランティアセンターの

設置予定場所や災害ボランティアセンター

の運営に係る費用負担については、市町村

地域防災計画に明記する、相互に協定を締

結する等により、あらかじめ明確化してお

くよう努めるものとする。 

府県に対する応援が迅速かつ円滑に行える

よう、日頃から国又は他の都府県と災害対

策上必要な資料の交換を行なうほか、あら

かじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要

な応援準備及び受援体制を整えておくもの

とする。その際、本州など国内他地域とは

津軽海峡等によって隔てられており、これ

らの地域からの受援にあたっては陸送が困

難であること、時間を要すること等を十分

考慮する必要がある。 

 

２ 市町村 

(1) 道や他の市町村への応援要求又は他の市

町村に対する応援が迅速かつ円滑に行える

よう、応援職員等の宿泊場所として活用可

能な施設や空き地のリストなど、日頃から

道や他の市町村と災害対策上必要な資料の

交換を行なうほか、あらかじめ連絡先の共

有を徹底するなど、必要な応援準備及び受

援体制を整えておくものとする。 

 

（略） 

 

 

第３ 災害時におけるボランティア活動の環境整

備 

(1)～(4) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 町 

ア 道や他の市町村への応援要求又は他の市町

村に対する応援が迅速かつ円滑に行えるよ

う、日頃から道や他の市町村と災害対策上

必要な資料の交換を行なうほか、あらかじ

め連絡先の共有を徹底するなど、必要な応

援準備及び受援体制を整えておくものとす

る。 

 

 

（略） 

 

 

３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

 

(1)～(4) 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 町 

ア 道や他の市町村への応援要求又は他の市町

村に対する応援が迅速かつ円滑に行えるよ

う、応援職員等の宿泊場所として活用可能な

施設や空き地のリストなど、日頃から道や他

の市町村と災害対策上必要な資料の交換を行

なうほか、あらかじめ連絡先の共有を徹底す

るなど、必要な応援準備及び受援体制を整え

ておくものとする。 

 

（略） 

 

 

３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

 

(1)～(4) 略 

(5) 道は、災害発生時における官民連携体制の

強化を図るため、道内において活動を行う災

害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の

活動支援や活動調整を行う組織）の育成・機

能強化に努めるとともに、当該災害中間支援

組織や都道府県域において災害ボランティア

センターの運営を支援する者（北海道社会福

祉協議会）との役割分担等をあらかじめ定め

るよう努めるものとする。 

 

(6) 町は、災害発生時における官民連携体制の

強化を図るため、上ノ国町地域防災計画等に

おいて、災害ボランティアセンターを運営す

る者（上ノ国町社会福祉協議会等）を明確化

するとともに、災害ボランティアセンターの

設置・運営における役割分担等を相互に協議

の上、定めるよう努めるものとする。特に災

害ボランティアセンターの設置予定場所や災

害ボランティアセンターの運営に係る費用負

担については、上ノ国町地域防災計画に明記

する、相互に協定を締結する等により、あら

かじめ明確化しておくよう努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

・本州等からの受援

は課題がある旨の修

正【北ガス】 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画修正

を踏まえた修正【北

海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】【北海道

社会福祉協議会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第５節 自主防災組織の育成等に関する計画 
第４ 自主防災組織の活動 

１ 平常時の活動 

  (2) 防災訓練の実施 

 

（新設） 

 

 

エ 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとな

った者の救出活動及び負傷者に対する応急

手当の方法等を習得する。 

オ 図上訓練 

市町村の一定の区域内における図面を活

用して、想定される災害に対し、地区の防

災上の弱点等を見いだし、それに対処する

避難方法等を地域で検討し実践する、地元

住民の立場に立った図上訓練を実施する。 

 

（略） 

 

第６節 避難体制整備計画 
第１ 避難誘導体制の構築 
 

５ 保健所は、新型コロナウイルス感染症を含

む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平

常時から、防災担当部局との連携の下、ハザ

ードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険

エリアに居住しているか確認を行うよう努め

るものとする。また、市町村の防災担当部局

との連携の下、自宅療養者等の避難の確保に

向けた具体的な検討・調整を行うとともに、

必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の

確保に向けた情報を提供するよう努めるもの

とする。 

６ 道及び市町村は、学校等が保護者との間

で、災害時における児童生徒等の保護者への

引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよ

う促すものとする。 

７ 市町村は、小学校就学前の子どもたちの安

全で確実な避難のため、災害時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設間と市町

村との連絡・連携体制の構築に努めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 自主防災組織の育成等に関する計画 
第４ 自主防災組織の活動 

１ 平常時の活動 

(2) 防災訓練の実施 

 

エ 避難所開設・運営訓練 

指定避難所の開設及び地域住民による自

主的な運営を行う訓練を実施する。 

オ 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとな

った者の救出活動及び負傷者に対する応急

手当の方法等を習得する。 

カ 図上訓練 

市町村の一定の区域内における図面を活

用して、想定される災害に対し、地区の防

災上の弱点等を見いだし、それに対処する

避難方法等を地域で検討し実践する、地元

住民の立場に立った図上訓練を実施する。 

 

（略） 

 

第６節 避難体制整備計画 
第１ 避難誘導体制の構築 
 

５ 保健所は、感染症の自宅療養者等の被災に

備えて、平常時から、防災担当部局との連携

の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養

者等が危険エリアに居住しているか確認を行

うよう努めるものとする。また、市町村の防

災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避

難の確保に向けた具体的な検討・調整を行う

とともに、必要に応じて、自宅療養者等に対

し、避難の確保に向けた情報を提供するよう

努めるものとする。 

 

６ 道及び市町村は、学校等が保護者との間

で、災害時における児童生徒等の保護者への

引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよ

う促すものとする。 

７ 市町村は、小学校就学前の子どもたちの安

全で確実な避難のため、災害時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設間と市町

村との連絡・連携体制の構築に努めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 自主防災組織の育成等に関する計画 
４ 自主防災組織の活動 
(1) 平常時の活動 

イ 防災訓練の実施 

 

（新設） 

 

 

④ 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとな

った者の救出活動及び負傷者に対する応急

手当の方法等を習得する。 

⑤ 図上訓練 

町の一定の区域内における図面を活用し

て、想定される災害に対し、地区の防災上

の弱点等を見いだし、それに対処する避難

方法等を地域で検討し実践する、地元住民

の立場に立った図上訓練を実施する。 

 

（略） 

 

第７節 避難体制整備計画 
１ 避難誘導体制の構築 
 

(5) 江差保健所は、新型コロナウイルス感染症 

を含む感染症の自宅療養者等の被災に備え、

平常時から、防災担当部局との連携の下、ハ

ザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危

険エリアに居住しているか確認を行うよう努

めるものとする。また、町の防災担当部局と

の連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向

けた具体的な検討・調整を行うとともに、必

要に応じ、自宅療養者等に対し、避難の確保

に向けた情報を提供するよう努めるものとす

る。 

(6) 町は、学校等が保護者との間で、災害発生

時における児童生徒等の保護者への引渡しに

関するルールをあらかじめ定めるよう促すも

のとする。 

(7) 町は、小学校就学前の子どもたちの安全で

確実な避難のため、災害発生時における保育

所と町との連絡・連携体制の構築に努めるも

のとする。 

(8) 町は、指定緊急避難場所や避難所に避難し

たホームレスについて、住民票の有無等に関

わらず適切に受け入れられるよう、地域の実

情や他の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について定め

るよう努めるものとする。 

 

 

第６節 自主防災組織の育成等に関する計画 
４ 自主防災組織の活動 
(1) 平常時の活動 

イ 防災訓練の実施 

 

④ 避難所開設・運営訓練 

指定避難所の開設及び地域住民による自

主的な運営を行う訓練を実施する。 

⑤ 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとな

った者の救出活動及び負傷者に対する応急

手当の方法等を習得する。 

⑥ 図上訓練 

町の一定の区域内における図面を活用し

て、想定される災害に対し、地区の防災上

の弱点等を見いだし、それに対処する避難

方法等を地域で検討し実践する、地元住民

の立場に立った図上訓練を実施する。 

 

（略） 

 

第７節 避難体制整備計画 
１ 避難誘導体制の構築 
 

  (5) 江差保健所は、感染症の自宅療養者等の被

災に備え、平常時から、防災担当部局との連

携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療

養者等が危険エリアに居住しているか確認を

行うよう努めるものとする。また、町の防災

担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難

の確保に向けた具体的な検討・調整を行うと

ともに、必要に応じ、自宅療養者等に対し、

避難の確保に向けた情報を提供するよう努め

るものとする。 

 

(6) 町は、学校等が保護者との間で、災害発生

時における児童生徒等の保護者への引渡しに

関するルールをあらかじめ定めるよう促すも

のとする。 

(7) 町は、小学校就学前の子どもたちの安全で

確実な避難のため、災害発生時における保育

所と町との連絡・連携体制の構築に努めるも

のとする。 

(8) 町は、指定緊急避難場所や避難所に避難し

たホームレスについて、住民票の有無等に関

わらず適切に受け入れられるよう、地域の実

情や他の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について定め

るよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・訓練の例示を追加

【日赤看護大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナの５類

感染症への移行を踏

まえた修正【日赤看

護大】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

（新設） 

 

 

 

８～９ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３ 避難所の確保等 
 

（略） 

 

２ 市町村は、主として要配慮者を滞在させる

ことが想定されるものにあっては、上記に加

えて次の基準に適合する施設を指定福祉避難

所として指定する。 

(1)～(3)（略）  

（新設） 

 

 

 

３～７ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

８ 道及び市町村は、観光施設を通じ、観光客

に災害発生時における避難等の措置について

情報提供できるよう体制を構築する。 

 

９～10（略） 

 

11 冬期の避難は、積雪や路面凍結等により時

間を要することや暴風雪による視界不良、大

雪・雪崩による避難経路の寸断、寒さによる

低体温症のリスクについて注意する必要があ

ることから、市町村は、日頃から、冬期にお

ける避難誘導体制の検討や冬期避難の困難性

に関する住民等への周知に努めるものとす

る。 

12 道は、広域避難や広域一時滞在（２次的な

避難も含む）について、国が整理する考え方

を踏まえながら、基本となる手順を定めるも

のとする。 

道と市町村は、互いに連携し、基本となる

手順等を踏まえながら、ホテル・旅館・福祉

施設等、避難先との連携協定や避難者への周

知方法、避難者と２次避難先とのマッチン

グ、輸送方法等、広域避難等が円滑に実施で

きるよう、その環境整備を図る。 

 

（略） 

 

第３ 避難所の確保等 

 

（略） 

 

２ 市町村は、主として要配慮者を滞在させる

ことが想定されるものにあっては、上記に加

えて次の基準に適合する施設を指定福祉避難

所として指定する。 

(1)～(3)（略） 

(4) 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができ

るよう、多様な情報伝達手段の確保に努め

ていること。 

 

３～７ （略） 

 

８ 市町村は、在宅避難者等が発生する場合

や、避難所のみで避難者等を受け入れること

が困難となる場合に備えて、あらかじめ、地

域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやす

い場所に在宅避難者等の支援のための拠点を

設置すること等、在宅避難者等の支援方策を

検討するよう努めるものとする。 

９ 市町村は、やむを得ず車中泊により避難生

活を送る避難者が発生する場合に備えて、あ

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 避難所の確保等 
 

（略） 

 

(2) 町は、主として要配慮者を滞在させること

が想定されるものにあっては、上記に加えて

次の基準に適合する施設を指定福祉避難所と

して指定する。 

ア～ウ（略） 

（新設） 

 

 

 

(3)～（7） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

(9) 道及び町は、観光施設を通じ、観光客に災

害発生時における避難等の措置について情報

提供できるよう体制を構築する。 

 

 

 

(10)冬期の避難は、積雪や路面凍結等により時

間を要することや暴風雪による視界不良、大

雪・雪崩による避難経路の寸断、寒さによる

低体温症のリスクについて注意する必要があ

ることから、町は、日頃から、冬期における

避難誘導体制の検討や冬期避難の困難性に関

する住民等への周知に努めるものとする。 

 

(11)道は、広域避難や広域一時滞在（２次的な

避難も含む）について、国が整理する考え方

を踏まえながら、基本となる手順を定めるも

のとする。 

道と町は、互いに連携し、基本となる手順

等を踏まえながら、ホテル・旅館・福祉施設

等、避難先との連携協定や避難者への周知方

法、避難者と２次避難先とのマッチング、輸

送方法等、広域避難等が円滑に実施できるよ

う、その環境整備を図る。 

 

（略） 

 

３ 避難所の確保等 
 

（略） 

 

(2) 町は、主として要配慮者を滞在させること

が想定されるものにあっては、上記に加えて

次の基準に適合する施設を指定福祉避難所と

して指定する。 

ア～ウ（略） 

エ 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができる

よう、多様な情報伝達手段の確保に努めてい

ること。 

 

(3)～（7） （略） 

 

(8) 町は、在宅避難者等が発生する場合や、避

難所のみで避難者等を受け入れることが困難

となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実

情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所

に在宅避難者等の支援のための拠点を設置す

ること等、在宅避難者等の支援方策を検討す

るよう努めるものとする。 

(9) 町は、やむを得ず車中泊により避難生活を

送る避難者が発生する場合に備えて、あらか

・観光客の避難等の

体制構築に係る修正

【経済部観光振興 

課】 

 

 

・冬期の避難体制構

築を明記【日赤看護

大】 

 

 

 

 

 

・広域避難の具体的

な手順等を定める

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

 

 

 

・防災基本計画修正

に伴う修正【北海

道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 市町村における避難計画の策定等 
 
２ 防災マップ・ハザードマップ等の作成及び

住民等への周知 
市町村長は、住民等の円滑な避難を確保する

ため、浸水想定区域など、災害発生時に人の生

命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めら

れる土地の区域を表示した図面に、災害に関す

る情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難

路等、必要となる事項を記載した防災マップ、

ハザードマップ等を作成し、印刷物の配布その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

ハザードマップ等の配布又は回覧に際して

は、（略） 

 

３ 市町村の避難計画 

市町村は、主に次の事項に留意して避難計画

を策定するとともに、自主防災組織等の育成を

通じて避難体制の確立に努めるものとする。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するた

め、地域住民、自主防災組織、町内会や自治

会、関係団体、福祉事業者等の協力を得なが

ら、平常時より、情報伝達体制の整備、要配慮

者に関する情報の把握・共有、個別避難計画の

作成等の避難誘導体制の整備に努めるものとす

る。 

（新設） 

 

 

 

 

(1) 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

（参考「避難情報の発令判断・伝達マニュア

ル」（北海道作成）資料編９－８及び９－

９） 

(2) 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所

在地、対象地区及び対象人口 

 

(3) 指定緊急避難場所・指定避難所への経路及

び誘導方法（観光地などについては、観光

入り込み客対策を含む） 

らかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を

行うためのスペースを設置すること等、車中

泊避難者の支援方策を検討するよう努めるも

のとする。その際、車中泊を行うに当たって

の健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の

支援に必要な物資の備蓄に努めるものとす

る。 

 

第４ 市町村における避難計画の策定等 
 
２ 防災マップ・ハザードマップ・Webハザード

マップ等の作成及び住民等への周知 

市町村長は、住民等の円滑な避難を確保する

ため、浸水想定区域など、災害発生時に人の生

命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めら

れる土地の区域を表示した図面に、災害に関す

る情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難

路等、必要となる事項を記載した防災マップ、

ハザードマップ・Webハザードマップ等を作成

し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

ハザードマップ等の配布・周知等に際して

は、（略） 

 

３ 市町村の避難計画 

市町村は、主に次の事項に留意して避難計画

を策定するとともに、自主防災組織等の育成を

通じて避難体制の確立に努めるものとする。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するた

め、地域住民、自主防災組織、町内会や自治

会、関係団体、福祉事業者等の協力を得なが

ら、平常時より、情報伝達体制の整備、要配慮

者に関する情報の把握・共有、個別避難計画の

作成等の避難誘導体制の整備に努めるものとす

る。 

なお、避難計画の策定に際しては、昼夜間人

口の差異や孤立可能性、冬の寒さ、夏の暑さ等

の地理的・気象的条件を考慮するよう努めるも

のとする。 

 

 (1) 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

（参考「避難情報の発令判断・伝達マニュア

ル」（北海道作成）資料編９－８及び９－

９） 

(2) 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所

在地、対象地区、収容人数及び家庭動物受

入可否 

(3) 指定緊急避難場所・指定避難所への経路及

び誘導方法（観光地などについては、観光

入り込み客対策を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 町における避難計画の策定等 
 

(2) 防災マップ・ハザードマップ等の作成及び

住民への周知 

町長は、住民等の円滑な避難を確保するた

め、水防法に基づく浸水想定区域など、災害

発生時に人の生命又は身体に危険が及ぶおそ

れがあると認められる土地の区域を表示した

図面に、災害に関する情報の伝達方法、指定

緊急避難場所及び避難路等、必要となる事項

を記載した防災マップ、ハザードマップ等を

作成し、印刷物の配布その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

ハザードマップ等の配布又は回覧に際して

は、（略） 

 

(3) 町の避難計画 

町は、主に次の事項に留意して避難計画を

策定するとともに、自主防災組織等の育成を

通じて避難体制の確立に努めるものとする。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するた

め、地域住民、自主防災組織、町内会、関係

団体、福祉事業者等の協力を得ながら、平常

時より、情報伝達体制の整備、要配慮者に関

する情報の把握・共有、個別避難計画の作成

等の避難誘導体制の整備に努めるものとす

る。 

（新設） 

 

 

 

 

ア 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

 

 

 

イ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所

在地、対象地区及び対象人口 

 

 

ウ 指定緊急避難場所・指定避難所への経路及

び誘導方法（観光地などについては、観光

入り込み客対策を含む） 

じめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行う

ためのスペースを設置すること等、車中泊避

難者の支援方策を検討するよう努めるものと

する。その際、車中泊を行うに当たっての健

康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援

に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

 

 

４ 町における避難計画の策定等 
 
(2) 防災マップ・ハザードマップ・Webハザー

ドマップ等の作成及び住民への周知 

町長は、住民等の円滑な避難を確保するため、

水防法に基づく浸水想定区域など、災害発生時

に人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがある

と認められる土地の区域を表示した図面に、災

害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所

及び避難路等、必要となる事項を記載した防災

マップ、ハザードマップ・Webハザードマップ

等を作成し、印刷物の配布その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

ハザードマップ等の配布・周知等に際して

は、（略） 

 

(3) 町の避難計画 

町は、主に次の事項に留意して避難計画を

策定するとともに、自主防災組織等の育成を

通じて避難体制の確立に努めるものとする。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するた

め、地域住民、自主防災組織、町内会、関係

団体、福祉事業者等の協力を得ながら、平常

時より、情報伝達体制の整備、要配慮者に関

する情報の把握・共有、個別避難計画の作成

等の避難誘導体制の整備に努めるものとす

る。 

なお、避難計画の策定に際しては、昼夜間

人口の差異や孤立可能性、冬の寒さ、夏の暑

さ等の地理的・気象的条件を考慮するよう努

めるものとする。 

 

ア 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

 

 

 

イ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、

所在地、対象地区、収容人数及び家庭動

物受入可否 

ウ 指定緊急避難場所・指定避難所への経路

及び誘導方法（観光地などについては、

観光入り込み客対策を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Web ハザードマッ

プを明記【日赤看護

大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・紙以外の媒体も含

むよう修正【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平時の取組みであ

るため第5章第6節第

10_2から移動 

・昼夜間人口の差異

に留意することを追

記【気象予報士】 

 

 

 

 

・家庭動物受入れ体

制の整備【北海道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

(4) 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡

体制 

(5) 避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護

措置に関する事項 

ア 給水、給食措置 

イ 毛布、寝具等の支給 

ウ 衣料、日用必需品の支給 

エ暖房及び発電機用燃料の確保 

オ 負傷者に対する応急救護 

（新設） 

 

 

 

(6) 指定緊急避難場所・指定避難所の管理に関 

する事項 

ア 避難中の秩序保持 

イ 住民の避難状況の把握 

ウ 避難住民に対する災害情報や応急対策実

施状況の周知、伝達 

エ 避難住民に対する各種相談業務 

(7) 避難に関する広報 

ア 市町村防災行政無線（戸別受信機を含

む。）等による周知 

イ 緊急速報メールによる周知 

（新設） 

ウ 広報車（消防、警察車両の出動要請を含

む）による周知 

エ 避難誘導者による現地広報 

オ 住民組織を通じた広報 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

４ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災

害対策の基本となるが、発災直後の市町村は、

避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜

し、居住者や指定避難所への受入状況などの把

握に支障を生じることが想定される。 

このため、指定避難所における入所者登録な

どの重要性について、避難所担当職員や避難所

管理者に周知徹底を図るとともに、災害時用の

住民台帳（データベース）など、避難状況を把

握するためのシステムを整備することが望まし

い。なお、個人データの取り扱いには十分留意

するものとする。 

 

(4) 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡

体制 

(5) 避難場所・避難所の開設等に伴う被災者救

護措置に関する事項 

ア 給水、給食措置 

イ 毛布、寝具等の支給 

ウ 衣料、日用必需品の支給 

エ 冷暖房及び発電機用燃料の確保 

オ 負傷者に対する応急救護 

カ 上記のほか、一人ひとりの事情から生じ

る多様なニーズに配慮するなど、被災者

の人間らしさを保つために必要な生活環

境の整備 

(6) 指定緊急避難場所・指定避難所の管理に関

する事項 

ア 避難中の秩序保持 

イ 住民の避難状況の把握 

ウ 避難住民に対する災害情報や応急対策実

施状況の周知、伝達 

エ 避難住民に対する各種相談業務 

(7) 避難に関する広報 

ア 市町村防災行政無線（戸別受信機を含

む。）等による周知 

イ 緊急速報メールによる周知 

ウ SNSを活用した周知 

エ 広報車（消防、警察車両の出動要請を含

む）による周知 

オ 避難誘導者による現地広報 

カ 住民組織を通じた広報 

 

４ 避難所運営 

避難所運営において、市町村は、地域におけ

るマニュアルの作成や訓練等を通じて、住民等

が主体的に避難所運営に関与できるよう指定避

難所の運営管理のために必要な知識等の普及に

努めるものとする。 

 

５ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災

害対策の基本となるが、発災直後の市町村は、

道路の寸断や停電の発生等に加え、避難誘導や

各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者

や指定避難所への受入状況などの把握に支障を

生じることが想定される。 

このため、指定避難所における入所者登録な

どの重要性について、避難所担当職員や避難所

管理者に周知徹底を図るとともに、デジタル技

術を活用し、避難者台帳（名簿）を容易に作成

できるシステムを整備することが望ましい。シ

ステムを整備する際には、個人情報の取り扱い

や、停電時に備えた非常用電源の確保には十分

エ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡

体制 

オ 避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護

措置に関する事項 

① 給水、給食措置 

② 毛布、寝具等の支給 

③ 衣料、日用必需品の支給 

④ 暖房及び発電機用燃料の確保 

⑤ 負傷者に対する応急救護 

（新設） 

 

 

 

カ 指定緊急避難場所・指定避難所の管理に関

する事項 

① 避難中の秩序保持 

② 住民の避難状況の把握 

③ 避難住民に対する災害情報や応急対策実

施状況の周知、伝達 

④ 避難住民に対する各種相談業務 

キ 避難に関する広報 

① 防災行政無線等による周知 

② 緊急速報メールによる周知 

③ 広報車（消防、警察車両の出動要請を含

む）による周知 

④ 避難誘導者による現地広報 

⑤ 住民組織を通じた広報 

⑥ ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）による周知 

更新対象外 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

(4) 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、

災害対策の基本となるが、発災直後の町は、

避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯

綜し、居住者や避難所への収容状況などの把

握に支障を生じることが想定される。 

このため、指定避難所における入所者登録

などの重要性について、避難所担当職員や避

難所管理者に周知徹底を図るとともに、災害

時用の住民台帳（データベース）など、避難

状況を把握するためのシステムを整備するこ

とが望ましい。なお、個人データの取扱いに

は注意しなければならない。 

 

エ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連

絡体制 

オ 避難場所・避難所の開設等に伴う被災者

救護措置に関する事項 

① 給水、給食措置 

② 毛布、寝具等の支給 

③ 衣料、日用必需品の支給 

④ 冷暖房及び発電機用燃料の確保 

⑤ 負傷者に対する応急救護 

⑥ 上記のほか、一人ひとりの事情から生じ

る多様なニーズに配慮するなど、被災者

の人間らしさを保つために必要な生活環

境の整備 

カ 指定緊急避難場所・指定避難所の管理に

関する事項 

① 避難中の秩序保持 

② 住民の避難状況の把握 

③ 避難住民に対する災害情報や応急対策実

施状況の周知、伝達 

④ 避難住民に対する各種相談業務 

キ 避難に関する広報 

① 防災行政無線等による周知 

② 緊急速報メールによる周知 

③ 広報車（消防、警察車両の出動要請を含

む）による周知 

④ 避難誘導者による現地広報 

⑤ 住民組織を通じた広報 

⑥ ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）による周知 

更新対象外 

 

(4) 避難所運営 

避難所運営において、町は、地域における

マニュアルの作成や訓練等を通じて、住民等

が主体的に避難所運営に関与できるよう指定

避難所の運営管理のために必要な知識等の普

及に努めるものとする。 

 

(5) 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、

災害対策の基本となるが、発災直後の町は、

道路の寸断や停電の発生等に加え、避難誘導

や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居

住者や避難所への収容状況などの把握に支障

を生じることが想定される。 

このため、指定避難所における入所者登録

などの重要性について、避難所担当職員や避

難所管理者に周知徹底を図るとともに、デジ

タル技術を活用し、避難者台帳（名簿）を容

易に作成できるシステムを整備することが望

ましい。システムを整備する際には、個人情

報の取扱いには注意しなければならない。 

・国の通知（「指定

避難所における防災

機能設備等の強化の

推進について」（令

和５年７月12日付け

府政防第284号、消防

災第131号））におけ

る、避難所における

冷暖房の充実強化を

踏まえた修正【北海

道】 

・尊厳が保たれるよ

う配慮【日赤看護

大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報ツールの追加

【日赤看護大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・能登半島地震に係

る道の自己点検結果

を踏まえた修正【DX 

課・気象予報士】 

 

※すでに同様の記載があるため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成す

るため、あらかじめ様式を定め印刷の上、各避

難所に保管することが望ましい。 

 

 

 

（略） 

 

第７節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する

計画 
１ 道の対策 

道は、市町村及び社会福祉施設等の管理者と

一体となって、広域的な観点に基づいた要配慮

者の安全対策を行う。 

(1) 地域における安全体制の確保 

災害時において、要配慮者が正しい情報や

支援を得て、適切な行動がとれるようにする

ため、平常時から要配慮者の実態を把握して

おくとともに、関係団体、自主防災組織や住

民による協力・連携の体制を確立しておくこ

とが必要である。 

このため、市町村に対し、要配慮者の具体

的な避難方法について定めた個別避難計画の

作成が促進されるよう、先行事例を紹介する

など作成支援に努めていく。 

 

 

２ 市町村の対策 

市町村は、防災担当部局や福祉担当部局をは

じめとする関係部局の連携の下、平常時から避

難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行

動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、定

期的に更新を行うとともに、庁舎等の被災等の

事態が生じた場合においても要配慮者の安全の

確保等に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒

体の両方で保管する等、名簿情報及び個別避難

計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

 

 

（略） 

 

 

(1)～(4)（略） 

 

(5) 個別避難計画の作成 

市町村は、庁内の防災・福祉・保健・医

療・地域づくりなどの関係する部署、これら

の部署による横断的な組織のほか、避難支援

等関係者と連携しながら作成に取り組む。 

 

留意するものとする。 

また、避難者台帳（名簿）をデジタル管理す

る場合においても、避難者の状況を把握するた

めのシステムのバックアップとして、必要に応

じ印刷の上、各避難所に保管することが望まし

い。 

 

（略） 

 

第７節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する

計画 
１ 道の対策 

道は、市町村及び社会福祉施設等の管理者と

一体となって、広域的な観点に基づいた要配慮

者の安全対策を行う。 

(1) 地域における安全体制の確保 

災害時において、要配慮者が正しい情報や

支援を得て、適切な行動がとれるようにする

ため、平常時から要配慮者の実態を把握して

おくとともに、関係団体、自主防災組織や住

民による協力・連携の体制を確立しておくこ

とが必要である。 

このため、市町村に対し、要配慮者の具体的

な避難方法について定めた個別避難計画の作成

が促進されるよう、先行事例や留意点などの提

示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努め

ていく。 

 

２ 市町村の対策 
市町村は、防災担当部局や福祉担当部局をは

じめとする関係部局の連携の下、平常時から避

難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行

動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、定

期的に更新を行うとともに、庁舎等の被災等の

事態が生じた場合においても要配慮者の安全の

確保等に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒

体の両方で保管するほか、被災者支援業務の迅

速化・効率化のため、デジタル技術を積極的に

検討する等、名簿情報及び個別避難計画情報の

適切な管理に努めるものとする。 

 

（略） 

 

(1)～(4)（略） 

 

(5) 個別避難計画の作成 

市町村は、庁内の防災・福祉・保健・医

療・地域づくりなどの関係する部署、これらの

部署による横断的な組織のほか、福祉専門職、

社会福祉協議会、民生委員、地域住民、NPO 等

の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿

 

また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成

するため、あらかじめ様式を定め印刷の上、

各避難所に保管することが望ましい。 

 

 

 

（略） 

 

第８節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する

計画 
 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 町の対策 
町は、防災担当部局や福祉担当部局をはじ

めとする関係部局の連携の下、平常時から避

難行動要支援者に関する情報を把握し、避難

行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成

し、定期的に更新を行うとともに、庁舎等の

被災等の事態が生じた場合においても要配慮

者の安全の確保等に支障が生じないよう、電

子媒体と紙媒体の両方で保管する等、名簿情

報及び個別避難計画情報の適切な管理に努め

るものとする。 

 

 

（略） 

 

(1)～(3)（略） 

 

(4) 個別避難計画の作成 

町は、庁内の防災・福祉・保健・医療・地

域づくりなどの関係する部署、これらの部署

による横断的な組織のほか、避難支援等関係

者と連携しながら作成に取り組む。 

 

 

また、避難者台帳（名簿）をデジタル管理

する場合においても、避難者の状況を把握す

るためのシステムのバックアップとして、必

要に応じ印刷の上、各避難所に保管すること

に努める。 

 

（略） 

 

第８節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する

計画 
 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 町の対策 
町は、防災担当部局や福祉担当部局をはじめと

する関係部局の連携の下、平常時から避難行動

要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支

援者名簿及び個別避難計画を作成し、定期的に

更新を行うとともに、庁舎等の被災等の事態が

生じた場合においても要配慮者の安全の確保等

に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒体の両

方で保管するほか、被災者支援業務の迅速化・

効率化のため、デジタル技術を積極的に検討す

る等、名簿情報及び個別避難計画情報の適切な

管理に努めるものとする。 

 

（略） 

 

(1)～(3)（略） 

 

(4) 個別避難計画の作成 

町は、庁内の防災・福祉・保健・医療・地

域づくりなどの関係する部署、これらの部署に

よる横断的な組織のほか、福祉専門職、社会福

祉協議会、民生委員、地域住民、NPO等の避難

支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に

 

 

 

 

・意見照会結果 

（が望ましい→に努

める） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 避難支援等関係者への事前の個別避難計画

の提供 

市町村は、避難支援等関係者が避難行動要

支援者の災害時における避難方法や避難支援

の内容等を事前に把握・検討し、個々の要支

援者ごとに個別避難計画の実効性を高めるた

め、避難支援等の実施に必要な限度で、地域

防災計画の定めるところにより、避難支援等

関係者に提供する。ただし、条例に特別の定

めがある場合を除き、避難行動要支援者及び

避難支援等実施者の同意が得られない場合は

提供しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 外国人に対する対策 

 

（略） 

 

１ 多言語による広報の充実 

 

２ 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関す

る表示板の多言語化 

３ 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施 

４ 外国人観光客等に対する相談窓口等の設置 

 

（略） 

 

第８節 情報収集・伝達体制整備計画 
第２ 道、市町村及び防災関係機関 
 

１ 要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝

達と、要配慮者や災害により孤立する危険の

情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同

意を得て、個別避難計画を作成するよう努め

る。この場合、例えば積雪寒冷地における積雪

や凍結といった地域特有の課題に留意するもの

とする。また、個別避難計画については、避難

行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの

見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を

適切に反映したものとなるよう、必要に応じて

更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても、計画の活用に支障が生じな

いよう、個別避難計画情報の適切な管理に努め

るものとする。 

 

(6) 避難支援等関係者への事前の個別避難計画

の提供 

市町村は、避難支援等関係者が避難行動要

支援者の災害時における避難方法や避難支援

の内容等を事前に把握・検討し、個々の要支

援者ごとに個別避難計画の実効性を高めるた

め、避難支援等の実施に必要な限度で、地域

防災計画の定めるところにより、避難支援等

関係者に提供する。ただし、条例に特別の定

めがある場合を除き、避難行動要支援者及び

避難支援等実施者の同意が得られない場合は

提供しない。 

また、個別避難計画の実効性を確保する観

点等から、多様な主体の協力を得ながら、避

難行動要支援者に対する情報伝達体制の整

備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓

練の実施等を一層図るものとする。その際、

個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措

置を講じるものとする。 

 

第２ 外国人に対する対策 

 

（略） 

 

１ 支援物資の入手方法や広域避難の案内等、多

言語による広報の充実 

２ 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関す

る表示板の多言語化及びピクトグラム化 

３ 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施 

４ 外国人観光客等に対する相談窓口等の設置 

 

（略） 

 

第８節 情報収集・伝達体制整備計画 
第２ 道、市町村及び防災関係機関 
 

１ 要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝

達と、要配慮者や災害により孤立する危険の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 避難支援等関係者への事前の個別避難計画

の提供 

町は、避難支援等関係者が避難行動要支援

者の災害時における避難方法や避難支援の内

容等を事前に把握・検討し、個々の要支援者

ごとに個別避難計画の実効性を高めるため、

避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援

等関係者に提供する。ただし、条例に特別の

定めがある場合を除き、避難行動要支援者及

び避難支援等実施者の同意が得られない場合

は提供しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 外国人に対する対策 
 

（略） 

 

(1) 多言語による広報の充実 

 

(2) 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関

する表示板の多言語化 

(3) 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施 

(4) 外国人観光客等に対する相談窓口等の設置 

 

（略） 

 

第９節 情報収集・伝達体制整備計画 
２ 町及び防災関係機関 
 

(1) 要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝

達と、要配慮者や災害により孤立化する危険

係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得

て、個別避難計画を作成するよう努める。この

場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結と

いった地域特有の課題に留意するものとする。

また、個別避難計画については、避難行動要支

援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや

更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反

映したものとなるよう、必要に応じて更新する

とともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合に

おいても、計画の活用に支障が生じないよう、

個別避難計画情報の適切な管理に努めるものと

する。 

 

(5) 避難支援等関係者への事前の個別避難計画

の提供 

町は、避難支援等関係者が避難行動要支援

者の災害時における避難方法や避難支援の内

容等を事前に把握・検討し、個々の要支援者

ごとに個別避難計画の実効性を高めるため、

避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援

等関係者に提供する。ただし、条例に特別の

定めがある場合を除き、避難行動要支援者及

び避難支援等実施者の同意が得られない場合

は提供しない。 

 

また、個別避難計画の実効性を確保する観

点等から、多様な主体の協力を得ながら、避

難行動要支援者に対する情報伝達体制の整

備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓

練の実施等を一層図るものとする。その際、

個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措

置を講じるものとする。 

 

４ 外国人に対する対策 
 

（略） 

 

(1) 支援物資の入手方法や広域避難の案内等、

多言語による広報の充実 

(2) 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関

する表示板の多言語化及びピクトグラム化 

(3) 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施 

(4) 外国人観光客等に対する相談窓口等の設置 

 

（略） 

 

第９節 情報収集・伝達体制整備計画 
２ 町及び防災関係機関 
 

(1) 要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝

達と、要配慮者や災害により孤立化する危

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・避難情報伝達や広

報等の充実について

追記【気象予報士、

報道・有識者】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

ある地域の被災者、都市部における帰宅困難

者など、情報が入手困難な被災者等に対して

も、確実に情報伝達できるよう必要な体制の

整備を図るものとする。特に、災害時に孤立

するおそれのある市町村で停電が発生した場

合に備え、衛星携帯電話などにより、当該地

域の住民と当該市町村との双方向の情報連絡

体制を確保するよう留意するものとする。

（参考資料編８－２帰宅支援に関する協定） 

２ 災害時において停電の発生も想定し、情報

の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通信

手段の多重化・多様化に努めるものとする。

特に、被災者等への情報伝達手段として、市

町村防災行政無線（戸別受信機を含む。）等

の無線通信システムの整備を図るとともに、

ＩＰ通信網、ケーブルテレビ網等の有線通信

システムや携帯電話、衛星携帯電話等の無線

通信システムも含め、要配慮者にも配慮した

多様な手段の整備に努めるものとする。 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（略） 

 

第１１節 水害予防計画 
 
第１ 現況 

本道の河川数は、石狩川、天塩川、十勝川の

三大河川をはじめ2,O00を超えている。このう

ち、特に水防上警戒を要する河川は、次のとお

りとなっている。 

（R2.4.1 現在） 
区分 国土交通大臣による

指定 

北海道知事による

指定 

洪水予報指定河川 44 河川 1 河川 

水防警報河川 60 河川 137 河川 

水防警報の海岸 1 海岸 － 

水位周知河川 21 河川 136 河川 

 

 

（略） 

 

 

 

ある地域の被災者、都市部における帰宅困難

者など、情報が入手困難な被災者等に対して

も、確実に情報伝達できるよう必要な体制の

整備を図るものとする。特に、災害時に孤立

するおそれのある市町村で停電が発生した場

合に備え、衛星携帯電話や衛星インターネッ

トなどにより、当該地域の住民と当該市町村

との双方向の情報連絡体制を確保するよう留

意するものとする。（参考資料編８－２帰宅

支援に関する協定） 

２ 災害時において停電の発生も想定し、情報

の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通信

手段の多重化・多様化、非常用電源の確保に

努めるものとする。特に、被災者等への情報

伝達手段として、市町村防災行政無線（戸別

受信機を含む。）等の無線通信システムの整

備を図るとともに、ＩＰ通信網、ケーブルテ

レビ網等の有線通信システムや携帯電話、衛

星携帯電話、衛星インターネット等の無線通

信システムも含め、要配慮者にも配慮した多

様な手段の整備に努めるものとする。 

 

（略） 

 

７ 防災関係機関は、災害時の各機関間の情報

通信手段として公共安全モバイルシステムの

整備に努め、平常時から訓練等を通じて、実

効性の確保に留意するものとする。 

 

（略） 

 

第１１節 水害予防計画 
 
第１ 現況 

本道の河川数は、石狩川、天塩川、十勝川の

三大河川をはじめ2,O00を超えている。このう

ち、特に水防上警戒を要する河川は、次のとお

りとなっている。 

（R6.12.1 現在） 
区分 国土交通大臣による

指定 

北海道知事による

指定 

洪水予報指定河川 44 河川 1 河川 

水防警報河川 60 河川 154 河川 

水防警報の海岸 1 海岸 － 

水位周知河川 21 河川 153 河川 

 

 

（略） 

 

 

 

のある地域の被災者など、情報が入手困難な

被災者等に対しても、確実に情報伝達できる

よう必要な体制の整備を図るものとする。特

に、災害時に孤立するおそれのある町で停電

が発生した場合に備え、衛星携帯電話などに

より、当該地域の住民と町との双方向の情報

連絡体制を確保するよう留意するものとす

る。 

 

 

(2) 災害時において停電の発生も想定し、情報

の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通信

手段の多重化・多様化に努めるものとする。

特に、被災者等への情報伝達手段として、町

防災行政無線（戸別受信機を含む）等の無線

通信システムの整備を図るとともに、有線通

信システムや携帯電話、衛星携帯電話等の無

線通信システムも含め、要配慮者にも配慮し

た多様な手段の整備に努めるものとする。 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（略） 

 

第１２ 節 水害予防計画 
 
１ 現況 
水防法第13条の規定に基づき、知事が洪水に

より相当な損害が生じるおそれがあるものとし

て指定した河川に、天野川が指定されている。 

また、北海道防災会議が定めた「災害危険区

域現地調査実施要領」等の規程に基づく本町の

関係する災害危険個所は、水防区域2ヶ所、高

波・高潮・津波等危険個所18ヶ所、市街地にお

ける低地帯の浸水予想区域は3ヶ所となってい

る。 

【資料編4-12-1 洪水ハザードマップ（P4-161）】 

 

更新対象外 

 

 

 

 

険のある地域の被災者など、情報が入手困

難な被災者等に対しても、確実に情報伝達

できるよう必要な体制の整備を図るものと

する。特に、災害時に孤立するおそれのあ

る町で停電が発生した場合に備え、衛星携

帯電話や衛星インターネットなどにより、

当該地域の住民と町との双方向の情報連絡

体制を確保するよう留意するものとする。 

 

 

(2) 災害時において停電の発生も想定し、情報

の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通

信手段の多重化・多様化、非常用電源の確

保に努めるものとする。特に、被災者等へ

の情報伝達手段として、町防災行政無線

（戸別受信機を含む）等の無線通信システ

ムの整備を図るとともに、有線通信システ

ムや携帯電話、衛星携帯電話、衛星インタ

ーネット等の無線通信システムも含め、要

配慮者にも配慮した多様な手段の整備に努

めるものとする。 

 

（略） 

 

(7) 防災関係機関は、災害時の各機関間の情報

通信手段として公共安全モバイルシステム

の整備に努め、平常時から訓練等を通じ

て、実効性の確保に留意するものとする。 

 

（略） 

 

第１２ 節 水害予防計画 
 
１ 現況 
水防法第13条の規定に基づき、知事が洪水に

より相当な損害が生じるおそれがあるものとし

て指定した河川に、天野川が指定されている。 

また、北海道防災会議が定めた「災害危険区

域現地調査実施要領」等の規程に基づく本町の

関係する災害危険個所は、水防区域2ヶ所、高

波・高潮・津波等危険個所18ヶ所、市街地にお

ける低地帯の浸水予想区域は3ヶ所となってい

る。 

【資料編4-12-1 洪水ハザードマップ（P4-161）】 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通信手段の追記

【総合通信局】 

 

 

 

 

 

・非常用電源確保を

明記【総合通信局、

DX課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通信手段の追記

【総合通信局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時点修正【建設

部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※町による独自の記載のため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第１２節 風害予防計画 
第１ 予防対策 
国、道及び市町村等は、次のとおり予防対策

を実施するものとする。 

 

１ 北海道森林管理局、北海道海 

岸線及び内陸部における風害（霧害を含む）

を防ぐため、海岸防災林造成事業や防風林造成

事業等の治山事業を推進するものとする。 

 

（略） 

 

第１３節 雪害予防計画 
【北海道雪害対策実施要綱】 
第２ 防災会議の体制 
 

２ 設置期間 
11月1日から3月31日まで 

 

３ 連絡部の任務 

連絡部の任務は、次のとおりとする。 

(1) 雪害に関する各種情報の収集及び発信 

(2) 雪害対策における関係機関相互の緊密な

連絡調整及び迅速な情報の交換 

(3) 雪害に対処するための除雪機械等に関す

る資料の収集 

(4) 雪害時における定時報告 

9時 13時 17時 

(5) その他雪害対策に必要な事項 

 

（略） 

 

第４ 防災関係機関の予防対策 
２ 交通、通信、送電及び食料の確保 

 

(2) 北海道 

北海道が管理する道路で冬期間除雪を行

い、除雪作業による交通確保目標は路線の区

分に応じて次のとおりである。なお、夜間除

雪を実施しない区間には、看板を設置し、夜

間除雪未実施についての周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節 風害予防計画 

第１ 予防対策 

国、道及び市町村等は、次のとおり予防対策

を実施するものとする。 

 

１ 北海道森林管理局、北海道 

海岸線及び内陸部における風害（霧害を含

む）を防ぐため、防災林造成事業等の治山事業

を推進するものとする。 

 

（略） 

 

第１３節 雪害予防計画 
【北海道雪害対策実施要綱】 
第２ 防災会議の体制 
 

２ 設置期間 

11月1日から3月31日まで（なお、気象状況等

を踏まえて別途定める場合がある。） 

３ 連絡部の任務 

連絡部の任務は、次のとおりとする。 

(1) 雪害に関する各種情報の収集及び発信 

(2) 雪害対策における関係機関相互の緊密な

連絡調整及び迅速な情報の交換 

(3) 雪害に対処するために必要な資料の収集 

 

(4) 雪害時における定時的な報告 

 

(5) その他雪害対策に必要な事項 

 

（略） 

 

第４ 防災関係機関の予防対策 
２ 交通、通信、送電及び食料の確保 
 

(2) 北海道 

北海道が管理する道路で冬期間除雪を行

い、除雪作業による交通確保目標は路線の区

分に応じて次のとおりである。なお、夜間除

雪を実施しない区間には、看板を設置し、夜

間除雪未実施についての周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 風害予防計画 
１ 予防対策 

国、道及び町は、次のとおり予防対策を実施

するものとする。 

 

(1) 北海道森林管理局、北海道 

海岸線及び内陸部における風害(霧害を含む)

を防ぐため、海岸防災林造成事業や防風林造成

事業等の治山事業を推進するものとする。 

 

（略） 

 

第１４節 雪害予防計画 
 

雪害に対処するための予防対策及び応急対策

は、本計画の定めるところにより、防災関係機

関がそれぞれ相互連携のもとに実施するものと

する。 

【資料編4-14-1 北海道雪害対策実施要綱（P4-163）】 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

２ 各機関の除雪作業の基準 
 

 

(2) 北海道（渡島総合振興局函館建設管理部江

差出張所） 

北海道が管理する道路で路線の区分に応じ

て冬期間除雪作業を行う。なお、夜間除雪を

実施しない区間には、看板を設置し、夜間除

雪未実施についての周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 風害予防計画 
１ 予防対策 

国、道及び町は、次のとおり予防対策を実施

するものとする。 

 

(1) 北海道森林管理局、北海道 

海岸線及び内陸部における風害(霧害を含

む)を防ぐため、防災林造成事業等の治山事業

を推進するものとする。 

 

（略） 

 

第１４節 雪害予防計画 
 

雪害に対処するための予防対策及び応急対策

は、本計画の定めるところにより、防災関係機

関がそれぞれ相互連携のもとに実施するものと

する。 

【資料編4-14-1 北海道雪害対策実施要綱（P4-163）】 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

２ 各機関の除雪作業の基準 
 

 

(2) 北海道（渡島総合振興局函館建設管理部江

差出張所） 

北海道が管理する道路で路線の区分に応じ

て冬期間除雪作業を行う。なお、夜間除雪を

実施しない区間には、看板を設置し、夜間除

雪未実施についての周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業名の訂正【北

海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現状を踏まえて柔

軟な設置を可能にす

る【北海道】 

 

 

 

 

・現状を踏まえた修

正【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 
種類 標準交通量 除雪目標 

 

第1種 

 

1,000台/日

以上 

２車線以上の幅員確保を原則とし、異常

な降雪時以外は、交通を確保する。 

異常降雪等においては、極力２車線確保

を図る。 

 

第2種 

300台/日以

上 

1,000台/日

未満 

２車線(5.5m)以上の幅員確保を原則と

し、夜間除雪は実施しない。 

異常降雪等においては、極力１車線以上

の確保を図る。 

 

第3種 

 

300台/日未

満 

２車線幅員を確保することを原則とし、

夜間除雪は実施しない。状況によっては

１車線(4.0m)幅員で待避所を設ける。 

異常降雪時においては、一時通行止めと

することもやむを得ないものとする。 

 

（略） 

 

第１４節 融雪災害予防計画 
【北海道融雪災害対策実施要綱】 
第２ 防災会議の体制 
 

２ 設置期間 

3月15日から6月15日まで 

 

３ 連絡部の任務 

(1) 融雪災害対策に関する各種情報の収集 
(2) 融雪災害対策に関する関係機関相互の連

絡調整及び情報交換 

(3) 融雪災害時における定時報告 

9時、13時、17時 

(4) その他融雪災害対策に必要な事項 

 

（略） 

 

第１５ 節 高波、高潮災害予防計画 
第１ 海岸の現況 
本道の海岸延長は、約3,100kmで、このうち海

岸法第３条の規定に基づき指定した海岸保全区

域は約1,759kmである。 

本道における海岸保全区域は、次のとおりと

なっている。 

所 管 
海岸保全区域

延長（㎞） 
管 理 

国土交通省（水管

理・国土保全局） 

1,318 各（総合）振興局建設管

理部直轄工事区間：国 

国土交通省（港湾

局） 

116 各港湾管理者 

農林水産省（農村振

興局） 

96 各（総合）振興局産業振

興部 

農林水産省（水産

庁） 

221 各（総合）振興局産業振

興部 

重複 8 － 

計（実延長） 1,759 （各省の海岸保全区域延

長は四捨五入による） 

（出典：令和３年度版 海岸統計） 

 
種類 標準交通量 除雪目標 

 

第1種 

 

1,000台/日

以上 

２車線以上の所定幅員確保を原則とし、

異常な降雪時以外は交通を確保する。 

異常降雪時においては、極力２車線確保

を図る。 

 

第2種 

300台/日以

上 

1,000台/日

未満 

２車線(5.5m)以上の幅員確保を原則と

し、夜間除雪は実施しない。 

異常降雪時においては、極力１車線以上

の確保を図る。 

 

第3種 

 

300台/日未

満 

２車線幅員を確保することを原則とし、

夜間除雪は実施しない。状況によっては

１車線(4.0m)幅員で待避所を設ける。 

異常降雪時においては、一時通行止めと

することもやむを得ないものとする。 

 

（略） 

 

第１４節 融雪災害予防計画 
【北海道融雪災害対策実施要綱】 
第２ 防災会議の体制 
 

２ 設置期間 

3月15日から6月15日まで（なお、気象状況等

を踏まえて別途定める場合がある。） 

３ 連絡部の任務 

(1) 融雪災害対策に関する各種情報の収集 

(2) 融雪災害対策に関する関係機関相互の連絡

調整及び情報交換 

(3) 融雪災害時における定時的な報告 

 

(4) その他融雪災害対策に必要な事項 

 

（略） 

 

第１５ 節 高波、高潮災害予防計画 

第１ 海岸の現況 

本道の海岸延長は、約3,100km（北方領土を除

く。）で、このうち海岸法第３条の規定に基づ

き指定した海岸保全区域は約1,760kmである。 

本道における海岸保全区域は、次のとおりと

なっている。 

所 管 
海岸保全区域

延長（㎞） 
管 理 

国土交通省（水管

理・国土保全局） 

1,319 各（総合）振興局建設管

理部直轄工事区間：国 

国土交通省（港湾

局） 

116 各港湾管理者 

農林水産省（農村振

興局） 

96 各（総合）振興局産業振

興部 

農林水産省（水産

庁） 

221 各（総合）振興局産業振

興部 

重複 8 － 

計（実延長） 1,760 （各省の海岸保全区域延

長は四捨五入による） 

（出典：令和４年度版 海岸統計） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５節 融雪災害予防計画 
 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節 高波、高潮災害予防計画 
 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５節 融雪災害予防計画 
 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節 高波、高潮災害予防計画 
 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路除雪業務処理

要領との整合を図る

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現状を踏まえて柔

軟な設置を可能にす

る【北海道】 

 

 

 

・任務の修正【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

・本節に記載する海

岸延長距離は北方領

土を含まないことか

らその旨記載すると

ともに、海岸保全区

域延長距離を時点更

新【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第１６節 土砂災害の予防計画 
第１ 現況 
１ 本道における、当時の建設省の通達に基づ

き調査を行った土砂災害危険箇所並びに土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律（平成12年5月8日法律第57

号。以下「土砂災害防止法」という。）に基

づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域の指定箇所数は、次のとおり。 

 

【R5.4.1 現在】 
自然現象の種類 平成14年度土

砂災害危険箇

所 

土砂災害警戒区域 

 土砂災害特別警戒

区域 

急傾斜地の崩壊 6,466 6,511 6,227 

土石流 4,995 4,733 1,801 

地滑り 437 506 0 

指定箇所数 計 11,898 11,750 8,028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本道における、山地災害危険地区は、次の

とおり。 

【R5.4.1現在】 
区 分 箇所数 

山地災害危険地区 15,474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 予防対策 

２ 市町村 

（略） 

(4) 警戒区域等をその区域に含む市町村は、

市町村地域防災計画に基づき、土砂災害に

関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等

第１６節 土砂災害の予防計画 
第１ 現況 
１ 本道における、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成12年5月8日法律第57号。以下「土砂災害防

止法」という。）に基づく土砂災害警戒区域

及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所数は、

次のとおり。 

 

 

【R5.12.1 現在】 
自然現象の種類 土砂災害警戒区域 

 土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊 6,516 6,232 

土石流 4,733 1,801 

地滑り 508 0 

指定箇所数 計 11,757 8,033 

※指定状況、位置情報については、以下のホーム

ページから確認することができる。 

（北海道土砂災害警戒情報システム・土砂災害警

戒区域等の指定状況） 

https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/（HP

版） 

https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/sp/（ス

マートフォン版） 

 

２ 本道における、山地災害危険地区は、次の

とおり。 

【R6.4.1現在】 
区 分 箇所数 

山地災害危険地区 15,493 

※位置情報については、以下のホームページから

確認することができる。 

（北海道（民有林）の山地災害危険地区） 

https://hkd-tsn-kikenchiku.jp/ 

（北海道（国有林）の山地災害危険地区） 

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/tisa

n/kikentiiki/index.html 

 

 

 

 

 

 

第２ 予防対策 

２ 市町村 

（略） 

(4) 土砂災害警戒区域等をその区域に含む市

町村は、市町村地域防災計画に基づき、土

砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地

第１７節 土砂災害予防計画 
１ 現況 
(1) 本町における、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」

という。）に基づく土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域の指定個所は、次のとお

り。 

 

【R3.3月現在（令和2年度公表）】 

自然現象の種域 土砂災害警戒区域 内特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊 40 38 

土石流 32 22 

地すべり 5 0 

指定箇所数計 77 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 本町における、山地災害危険地区は、次の

とおり。 

 

区分 箇所数 

山腹崩壊危険地区 94 

崩壊土砂流出危険地区 425 

地すべり危険地区 17 

なだれ危険地区 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 予防対策 
 

 

 

更新対象外 

 

 

第１７節 土砂災害予防計画 
１ 現況 
(1) 本町における、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」

という。）に基づく土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域の指定個所は、次のとお

り。 

 

【R5.12.1現在】 

自然現象の種域 土砂災害警戒区域 内特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊 40 38 

土石流 32 22 

地すべり 5 0 

指定箇所数計 77 60 

※指定状況、位置情報については、以下のホーム

ページから確認することができる。 

（北海道土砂災害警戒情報システム・土砂災害警

戒区域等の指定状況） 

https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/（HP

版） 

https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/sp/（ス

マートフォン版） 

 

(2) 本町における、山地災害危険地区は、次の

とおり。 

【R6.4.1現在】 

区分 箇所数 

山腹崩壊危険地区 94 

崩壊土砂流出危険地区 425 

地すべり危険地区 17 

なだれ危険地区 0 

※位置情報については、以下のホームページから

確認することができる。 

（北海道（民有林）の山地災害危険地区） 

https://hkd-tsn-kikenchiku.jp/ 

（北海道（国有林）の山地災害危険地区） 

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/tisa

n/kikentiiki/index.html 

 
２ 予防対策 
 

 

 

更新対象外 

 

 

 

・国通知により「土

砂災害危険箇所」を

使用しないこととな

ったことによる修正

及び時点修正【北海

道】 

以下、同様 

 

 

・区域指定状況の時

点更新、情報掲載先

の記載追加【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・箇所数の時点更

新、情報掲載先の記

載追加【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

のおそれがある場合における避難施設その

他の避難場所及び避難路その他避難経路に

関する事項その他警戒区域等における円滑

な警戒避難を確保する上で必要な事項を住

民等に周知させるため、これらの事項を記

載した印刷物の配布その他の必要な措置を

講じるものとする。 

(5) 土砂災害警戒情報等が発表された場合に

直ちに避難指示等を発令することを基本と

した具体的な避難指示等の発令基準を設定

するとともに、土砂災害警戒区域等を避難

指示等の発令単位として事前に設定するも

のとする。また、避難指示等は、土砂災害

の危険度分布（土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分布）及び土砂災害

危険度情報）において危険度が高まってい

るメッシュと重なった土砂災害警戒区域・

危険箇所等に発令することを基本とする。 

 

（略） 

 

第３ 形態別予防計画 

１ 地すべり等予防計画 

(2) 北海道 

ア 地すべり防止工事に関する基本計画に基

づいて、地すべり防止工事を施工するとと

もに、定期的に施設点検を実施し、必要に

応じ適切な処置を講ずるものとする。 

また、市町村に対し地すべり危険箇所に

関する資料を提供し、住民への資料提供に

ついて指導するものとする。 

 

（略） 

 

(3) 市町村 

住民に対し、土砂災害警戒区域、地すべり

防止区域及び地すべり危険地区の周知に努め

るとともに、市町村地域防災計画において必

要な警戒避難体制に関する事項について定め

るものとする。 

危険区域の住民に対し、斜面等の異常（亀

裂、湧水、噴水、濁り水)の報告や住民自身

による防災措置（自主避難等）などの周知・

啓発を図る。 

 

２ 崖崩れ防止対策 

  (1) 急傾斜地崩壊(崖崩れ)防止対策 

ア 北海道 

(ｱ) 急傾斜地崩壊防止工事の実施を推進す

るとともに、定期的に施設点検を実施

し、必要に応じ適切な処置を講ずるもの

の崩壊等のおそれがある場合における避難

施設その他の避難場所及び避難路その他避

難経路に関する事項その他警戒区域等にお

ける円滑な警戒避難を確保する上で必要な

事項を住民等に周知させるため、これらの

事項を記載した印刷物の配布その他の必要

な措置を講じるものとする。 

(5) 土砂災害警戒情報等が発表された場合に

直ちに避難指示等を発令することを基本と

した具体的な避難指示等の発令基準を設定

するとともに、土砂災害警戒区域等を避難

指示等の発令単位として事前に設定するも

のとする。また、避難指示等は、土砂災害

の危険度分布（土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分布）及び土砂災害

危険度情報）において危険度が高まってい

るメッシュと重なった土砂災害警戒区域等

に発令することを基本とする。 

 

（略） 

 

第３ 形態別予防計画 

１ 地すべり等予防計画 

(2) 北海道 

ア 地すべり防止工事に関する基本計画に基

づいて、地すべり防止工事を施工するとと

もに、定期的に施設点検を実施し、必要に

応じ適切な処置を講ずるものとする。 

また、市町村に対し土砂災害警戒区域等

に関する資料を提供し、住民への資料提供

について指導するものとする。 

 

（略） 

 

(3) 市町村 

住民に対し、土砂災害警戒区域、地すべり

防止区域等の周知に努めるとともに、市町村

地域防災計画において必要な警戒避難体制に

関する事項について定めるものとする。 

土砂災害警戒区域等の住民に対し、斜面等

の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)の報告

や住民自身による防災措置（自主避難等）な

どの周知・啓発を図る。 

 

 

２ 崖崩れ防止対策 

  (1) 急傾斜地崩壊(崖崩れ)防止対策 

ア 北海道 

(ｱ) 急傾斜地崩壊防止工事の実施を推進す

るとともに、定期的に施設点検を実施

し、必要に応じ適切な処置を講ずるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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とする。 

また、市町村に対し急傾斜地崩壊危険

箇所に関する資料を提供し、住民への資

料の提供について指導するものとする。 

 

（略） 

 

イ 市町村 

住民に対し、土砂災害警戒区域及び急傾斜

地崩壊危険箇所の周知に努めるとともに、市

町村地域防災計画において必要な警戒避難体

制に関する事項について定めるものとする。 

危険区域の住民に対し、急傾斜地の異常

（亀裂、湧水、噴水、濁り水)の報告や住民

自身による防災措置（不安定な土壌、浮石等

の除去、水路の清掃等）などの周知・啓発を

図る。 

 

（略） 

 

３ 土石流予防計画 

(2) 北海道 

イ 市町村に対し危険渓流に関する資料を提

供し、住民への危険渓流に関する資料の提供

について指導するものとする。 

 

 

（略） 

 

(3) 市町村 

住民に対し、土砂災害警戒区域、土石流危

険渓流及び崩壊土砂流出危険地区の周知に努

めるとともに、市町村地域防災計画において

必要な警戒避難体制に関する事項について定

めるものとする。 

危険区域の住民に対し、河川等の異常（山

鳴、水位の急激な減少、急激な濁り)の報告

や住民自身による防災措置（自主避難等）な

どの周知・啓発を図る。 

 

第１７節積雪・寒冷対策計画 

第２ 避難救出措置等 

 

（略） 

 

３ 市町村 

市町村は、積雪・寒冷対策を積極的に実施す

るため、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所要

の対策を講ずるとともに、特に次の事項につき

十分留意するものとする。 

(1) 積雪・寒冷期に適切な避難指示等の発令

とする。 

また、市町村に対し土砂災害警戒区域

等に関する資料を提供し、住民への資料

の提供について指導するものとする。 

 

（略） 

 

イ 市町村 

住民に対し、土砂災害警戒区域等の周知に

努めるとともに、市町村地域防災計画におい

て必要な警戒避難体制に関する事項について

定めるものとする。 

土砂災害警戒区域等の住民に対し、急傾斜

地の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)の報

告や住民自身による防災措置（不安定な土

壌、浮石等の除去、水路の清掃等）などの周

知・啓発を図る。 

 

（略） 

 

３ 土石流予防計画 

(2) 北海道 

イ 市町村に対し土砂災害警戒区域等に関す

る資料を提供し、住民への土砂災害警戒区域

等に関する資料の提供について指導するもの

とする。 

 

（略） 

 

(3) 市町村 

住民に対し、土砂災害警戒区域等や崩壊土

砂流出危険地区の周知に努めるとともに、市

町村地域防災計画において必要な警戒避難体

制に関する事項について定めるものとする。 

土砂災害警戒区域等の住民に対し、河川等

の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁

り)の報告や住民自身による防災措置（自主

避難等）などの周知・啓発を図る。 

 

 

第１７節積雪・寒冷対策計画 

第２ 避難救出措置等 

 

（略） 

 

３ 市町村 

市町村は、積雪・寒冷対策を積極的に実施す

るため、北海道雪害対策実施要綱第９に基づ

き、所要の対策を講ずるとともに、次の事項に

つき留意するものとする。 

(1) 積雪・寒冷期に適切な避難指示等の発令

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８節 積雪・寒冷対策計画 
２ 避難救出措置等 
 

 

 

 

町は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するた

め、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所要の対

策を講ずるとともに、特に次の事項につき十分

留意するものとする。 

(1) 積雪・寒冷期に適切な避難指示等ができ

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８節 積雪・寒冷対策計画 
２ 避難救出措置等 
 

 

 

 

町は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するた

め、北海道雪害対策実施要綱第９に基づき、所

要の対策を講ずるとともに、特に次の事項につ

き留意するものとする。 

(1) 積雪・寒冷期に適切な避難指示等ができ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

35



北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

ができるようにしておくこと。 

(2) 災害時における避難、救出、給水、食

料、燃料供給及び防疫等の応急措置の体制

を整えること。 

 

（略） 

 

第３ 交通の確保 

 

２ 航空輸送の確保 

災害による道路交通の一時的なマヒにより、

豪雪山間地では孤立する集落が発生することが

予想される。道及び防災関係機関は、孤立集落

に対するヘリコプター等による航空輸送の確保

を図る。 

 

（略） 

 

(2) 緊急時ヘリポｰトの確保 

道及び市町村は、孤立が予想される集落の

ヘリポート確保を促進するとともに、除雪体

制の強化を図る。 

 

（略） 

 

第５ 寒冷対策の推進 

 

２ 避難所対策 

市町村は、避難所における暖房等の需要の増

大が予想されるため、電源を要しない暖房器

具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材(長

靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用

スノーボート等)の備蓄に努めるとともに、電

力供給が遮断された場合における暖房設備の電

源確保のため、非常電源等のバックアップ設備

等の整備に努める。 

また、被災地以外の地域にあるものを含め、

旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避難所の

確保に努める。 

なお、冬期における屋外トイレは、寒さなど

により利用環境が悪化するとともに、水道凍結

も予想されることから、冬期間でも使用可能な

トイレの調達方法を検討し、民間事業者との協

定の締結などにより、必要な台数の確保に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

ができるようにしておくこと。 

(2) 積雪・寒冷を想定した避難所の整備や避

難所運営の実施、防寒着等の資機材の備

蓄。 

 

（略） 

 

第３ 交通の確保 

 

２ 航空輸送の確保 

災害による道路交通の一時的なマヒにより、

豪雪山間地では孤立する地域が発生することが

予想される。道及び防災関係機関は、孤立地域

に対するヘリコプター等による航空輸送の確保

を図る。 

 

（略） 

 

(2) 緊急時ヘリポｰトの確保 

道及び市町村は、孤立が予想される地域の

ヘリポート確保を促進するとともに、除雪体

制の強化を図る。 

 

（略） 

 

第５ 寒冷対策の推進 

 

２ 避難所対策 

市町村は、避難所における暖房等の需要の増

大が予想されるため、電源を要しない暖房器

具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材(長

靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用

スノーボート等)の備蓄に努めるとともに、電

力供給が遮断された場合における暖房設備の電

源確保のため、施設に外部受電盤等を設置する

など、非常電源等のバックアップ設備等の整備

に努める。 

また、被災地以外の地域にあるものを含め、

旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避難所の

確保に努める。 

なお、冬期における屋外トイレは、寒さなど

により利用環境が悪化するとともに、水道凍結

も予想されることから、冬期間でも使用可能な

トイレの調達方法を検討し、民間事業者との協

定の締結などにより、必要な台数の確保に努め

る。 

市町村は、災害時避難所を開設する際には、

避難所床面の寒冷に伴う低体温症の発症を予防

するため、開設当初からパーティションや段ボ

ールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努め

る。 

るようにしておくこと。 

(2) 災害発生時における避難、救出、給水、

食料、燃料供給及び防疫等の応急措置の体

制を整えること。 

 

（略） 

 

４ 航空輸送の確保 

 

 

災害による道路交通の一時的なマヒにより、

豪雪山間地では孤立する集落が発生することが

予想される。道及び防災関係機関は、孤立集落

に対するヘリコプター等による航空輸送の確保

を図る。 

 

 

 

 

道及び町は、孤立が予想される集落の緊急時

ヘリポートの確保を促進するとともに、除雪体

制の強化を図る。 

 

（略） 

 

６ 寒冷地対策の推進 

 

(2) 避難所対策 

町は、避難所における暖房等の需要の増大

が予想されるため、電源を要しない暖房器

具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材

（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、

救出用スノーボード等）の備蓄に努める。 

また、電力供給が遮断された場合における

暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバ

ックアップ設備等の整備に努める。 

なお、被災地以外の地域にあるものを含

め、旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避

難所の確保に努める。 

冬期における屋外トイレは、寒さなどによ

り利用環境が悪化するとともに、水道凍結も

予想されることから、冬期間でも使用可能な

トイレの調達方法を検討し、民間事業者との

協定の締結などにより、必要な台数の確保に

努める。 

 

 

 

 

 

 

るようにしておくこと。 

(2) 積雪・寒冷を想定した避難所の整備や避

難所運営の実施、防寒着等の資機材の備

蓄。 

 

（略） 

 

４ 航空輸送の確保 

 

 

災害による道路交通の一時的なマヒにより、

豪雪山間地では孤立する地域が発生することが

予想される。道及び防災関係機関は、孤立地域

に対するヘリコプター等による航空輸送の確保

を図る。 

 

 

 

 

道及び町は、孤立が予想される地域の緊急時

ヘリポートの確保を促進するとともに、除雪体

制の強化を図る。 

 

（略） 

 

６ 寒冷地対策の推進 

 

(2) 避難所対策 

町は、避難所における暖房等の需要の増大

が予想されるため、電源を要しない暖房器

具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材

（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、

救出用スノーボード等）の備蓄に努める。 

また、電力供給が遮断された場合における

暖房設備の電源確保のため、施設に外部受電

盤等を設置するなど、非常電源等のバックア

ップ設備等の整備に努める。 

なお、被災地以外の地域にあるものを含

め、旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避

難所の確保に努める。 

冬期における屋外トイレは、寒さなどによ

り利用環境が悪化するとともに、水道凍結も

予想されることから、冬期間でも使用可能な

トイレの調達方法を検討し、民間事業者との

協定の締結などにより、必要な台数の確保に

努める。 

町は、災害時避難所を開設する際には、避

難所床面の寒冷に伴う低体温症の発症を予防

するため、開設当初からパーティションや段

ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう

努める。 

 

・積雪寒冷を想定し

た備えを追記【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寒冷対策を追記

【日赤看護大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寒冷対策を追記

【日赤看護大】 
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第５章 災害応急対策計画 

第１節 災害情報収集・伝達画 
 
第１ 情報及び被害状況報告の収集、連絡 
災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報

等｣という｡）の収集連絡は、災害の予防及び応

急対策を実施する基本となるものである｡ 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、地理空間情報の活用

などにより、災害に関する情報の収集及び伝達

に努めるものとする。 

防災関係機関は、それぞれが有する情報組

織、情報収集手段、通信ネットワーク等を全面

的に活用し、迅速・的確に災害情報等を収集

し、相互に交換するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

１ 北海道災害対策本部における災害情報等の

収集、連絡及び共有 

 

(1) 北海道災害対策本部 

北海道災害対策本部は、北海道災害対策地

方本部、防災会議構成機関等から災害に関す

る情報を収集し、関係機関との情報共有に努

めるものとする。 

また、災害応急対策を円滑かつ的確に推進

するため、必要に応じ指揮室を設置し、機能

別の会議の開催のほか、災害の種別や地域に

応じて、国等の関係機関と連携・協力して対

応にあたるため、関係機関間の情報共有ツー

ルとして「防災共通地図」を活用することに

より災害情報等を一元的に把握するものとす

る。 

防災共通地図には、災害予防・応急対策に

必要となる、防災拠点となり得る施設やハザ

ードマップなどの様々な情報を重ねて表示す

る。位置情報の表現を統一するため、住所の

ほか経緯度・UTMの各グリッドをひとつの地

図に表示し、関係者による情報共有を図る。     

地図に表示する防災拠点などの情報等（関

第５章 災害応急対策計画 

第１節 災害情報収集・伝達計画 
 
第１ 情報及び被害状況報告の収集、連絡 
災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報

等｣という｡）の収集連絡は、災害の予防及び応

急対策を実施する基本となるものである｡ 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、地理空間情報の活用

などにより、災害に関する情報の収集及び伝達

に努めるものとする。 

防災関係機関は、それぞれが有する情報組織

や無人航空機、ＳＡＲ衛星等の情報収集手段、

通信ネットワーク等を全面的に活用し、迅速・

的確に災害情報等を収集し、相互に交換するも

のとする。その際、ヘリ搭載カメラ、定点カメ

ラなど様々な手段を用いて情報収集に当たると

ともに、夜間はヘリ搭載赤外線カメラ等につい

ても積極的に活用するものとする。 

また、通信が途絶している地域で応急活動に

当たる場合を想定し、衛星通信を活用したイン

ターネット機器の整備、活用に努めることとす

る。 

 

（略） 

 

１ 北海道災害対策本部における災害情報等の

収集、連絡及び共有 

 

(1) 北海道災害対策本部 

北海道災害対策本部は、北海道災害対策地 

方本部、防災会議構成機関等から災害に関す

る情報を収集し、関係機関との情報共有に努

めるものとする。その際、積極的に画像情報

の収集に努めるものとする。 

また、北海道防災情報システム等により収

集した情報は、総合防災情報システム（ＳＯ

ＢＯ－ＷＥＢ）を活用して位置情報と結びつ

けた上で防災関係機関とリアルタイムで共有

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 災害応急対策計画 

第２節 災害情報収集・伝達計画 
 
１ 災害情報及び被害状況報告の収集、連絡 
災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報

等｣という｡）の収集連絡は、災害の予防及び応

急対策を実施する基本となるものである｡ 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、地理空間情報の活用

などにより、災害に関する情報の収集及び伝達

に努めるものとする。 

防災関係機関は、それぞれが有する情報組

織、情報収集手段、通信ネットワーク等を全面

的に活用し、迅速・的確に災害情報等を収集

し、相互に交換するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 災害応急対策計画 

第２節 災害情報収集・伝達計画 
 
１ 災害情報及び被害状況報告の収集、連絡 
災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報

等｣という｡）の収集連絡は、災害の予防及び応

急対策を実施する基本となるものである｡ 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、地理空間情報の活用

などにより、災害に関する情報の収集及び伝達

に努めるものとする。 

防災関係機関は、それぞれが有する情報組織

や無人航空機、ＳＡＲ衛星等の情報収集手段、

通信ネットワーク等を全面的に活用し、迅速・

的確に災害情報等を収集し、相互に交換するも

のとする。その際、ヘリ搭載カメラ、定点カメ

ラなど様々な手段を用いて情報収集に当たると

ともに、夜間はヘリ搭載赤外線カメラ等につい

ても積極的に活用するものとする。 

また、通信が途絶している地域で応急活動に

当たる場合を想定し、衛星通信を活用したイン

ターネット機器の整備、活用に努めることとす

る。 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画修

正、国の自主点検レ

ポートを踏まえた修

正【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画修正

を踏まえた修正【北

海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

係市町村、災害箇所、救護・救助活動地点、

物資輸送経路、指定緊急避難場所（指定避難

所）、避難経路等）を記載。 

（略） 

 

５ 情報の分析整理 

道及び市町村は、被害情報及び関係機関が実

施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に

分析・整理・要約・検索するため、最新の情報

通信関連技術の導入に努めるものとする。 

 

○ 火災・災害等速報に関する情報の送付・連絡先 

【通常時の連絡先】 

時間帯 
平日(9:30～

18:15) 

平日(左記時間帯

以外)･休日 

報告先 消防庁応急対策室 

消防庁宿直室(消

防防災・危機管理

センター内） 

NTT回線 
電話 03-5253-7527 03-5253-7777 

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553 

消防防災

無線 

電話 90-49013 90-49102 

FAX 90-49033 90-49136 

地域衛星

通信ネ 

ットワー

ク 

電話 
*-048-500-90-

43423 

*-048-500-90-

49102 

FAX 
*-048-500-90-

49033 

*-048-500-90-

49036 

中央防災無線 5017 5010 

 

【消防庁災害対策本部設置時の連絡先】 

報告先 
消防庁災害対策本部・情報集約班 

（消防防災・危機管理センター内） 

NTT回線 
電話 03-5253-7510 

FAX 03-5253-7553 

消防防災

無線 

電話 90-49175 

FAX 90-49036 

地域衛星

通信ネッ

トワーク 

電話 *-048-500-90-49175 

FAX *-048-500-90-49036 

中央防災無線 5010 

 

第２節 災害通信計画 
第２ 電話及び電報の優先利用並びに通信途絶時

等における措置等 

 

（略） 

 

２ 電報による通信（略） 

 

３ 公衆通信設備以外の通信 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

５ 情報の分析整理 

道及び市町村は、被害情報及び関係機関が実

施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に

分析・整理・要約・検索するため、最新の情報

通信関連技術の導入に努めるものとする。 

 

○ 火災・災害等速報に関する情報の送付・連絡先 

【通常時の連絡先】 

時間帯 
平日(9:30～

18:15) 

平日(左記時間帯

以外)･休日 

報告先 消防庁応急対策室 

消防庁宿直室(消

防防災・危機管理

センター内） 

NTT回線 
電話 03-5253-7527 03-5253-7777 

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553 

消防防災

無線 

電話 90-49013 90-49102 

FAX 90-49033 90-49136 

地域衛星

通信ネ 

ットワー

ク 

電話 
*-048-500-90-

49013 

*-048-500-90-

49102 

FAX 
*-048-500-90-

49033 

*-048-500-90-

49036 

中央防災無線 5017 5017 

 

【消防庁災害対策本部設置時の連絡先】 

報告先 
消防庁災害対策本部・情報集約班 

（消防防災・危機管理センター内） 

NTT回線 
電話 03-5253-7510 

FAX 03-5253-7553 

消防防災

無線 

電話 90-49175 

FAX 90-49036 

地域衛星

通信ネッ

トワーク 

電話 *-048-500-90-49175 

FAX *-048-500-90-49036 

中央防災無線 5017 

 

第２節 災害通信計画 
第２ 電話の優先利用並びに通信途絶時等におけ

る措置等 

 

（略） 

 

（全削除） 

 

２ 公衆通信設備以外の通信 

 

（略） 

 

 

 

 

 

５ 情報の分析整理 
町は、被害情報及び関係機関が実施する応急

対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整

理・要約・検索するため、最新の情報通信関連

技術の導入に努めるものとする。 

 

火災・災害等速報に関する情報の送付・連絡先 

【通常時の連絡先】 

時間帯 
平日(9:30～

18:15) 

平日(左記時間帯以

外)・休日 

報告先 
消防庁応急対策

室 

消防庁宿直室(消防防

災・危機管理センタ

ー内) 

NTT回線 

電話 03-5253-7527 03-5253-7777 

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553 

 

更新対象外 

 

 

 
 
 

【消防庁災害対策本部設置時の連絡先】 

報告先 
消防庁災害対策本部・情報集約班 

（消防防災・危機管理センター内） 

NTT回線 
電話 03-5253-7510 

FAX 03-5253-7553 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

第３節 災害通信計画 
２ 電話及び電報の優先利用並びに通信途絶時等

における措置等 
 

（略） 

 

(2) 電報による通信（略） 

 

(3) 専用通信施設及び無線通信施設の利用 

 

（略） 

 

 

 

 

 

５ 情報の分析整理 

町は、被害情報及び関係機関が実施する応急対

策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・

要約・検索するため、最新の情報通信関連技術

の導入に努めるものとする。 

 

火災・災害等速報に関する情報の送付・連絡先 

【通常時の連絡先】 

時間帯 
平日(9:30～

18:15) 

平日(左記時間帯以

外)・休日 

報告先 
消防庁応急対策

室 

消防庁宿直室(消防防

災・危機管理センタ

ー内) 

NTT回線 

電話 03-5253-7527 03-5253-7777 

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553 

 

更新対象外 

 

 

 
 
 

【消防庁災害対策本部設置時の連絡先】 

報告先 
消防庁災害対策本部・情報集約班 

（消防防災・危機管理センター内） 

NTT回線 
電話 03-5253-7510 

FAX 03-5253-7553 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

第３節 災害通信計画 
２ 電話の優先利用並びに通信途絶時等における

措置等 
 

（略） 

 

（全削除） 

 

(2) 専用通信施設及び無線通信施設の利用 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消防庁の電話番号

等の修正【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画との

整合を図る修正【北

海道総合通信局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※町による独自の記載のため 

※町による独自の記載のため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

４ 通信途絶時等における措置 

 

（略） 

 

５ 報道の要請 

(1) 放 送 

 

（略） 

 

ア 日本放送協会札幌放送局 

イ 北海道放送株式会社 

ウ 札幌テレビ放送株式会社 

エ 北海道テレビ放送株式会社 

オ 北海道文化放送株式会社 

カ 株式会社テレビ北海道 

キ 株式会社エフエム北海道 

ク 株式会社エフエム・ノースウエーブ 

ケ 株式会社ＳＴＶラジオ 

 

(2) 新 聞 

 

（略） 

 

ア 北海道新聞社 

イ 朝日新聞北海道支社 

ウ 毎日新聞北海道支社 

エ 読売新聞東京本社北海道支社 

オ 日本経済新聞社札幌支社 

カ 産業経済新聞社札幌支局 

キ 共同通信社札幌支社 

ク 時事通信社札幌支社 

ケ 日刊工業新聞社札幌支局 

コ 宗谷新聞社 

サ 留萌新聞社 

シ 釧路新聞社 

ス 十勝毎日新聞社 

セ 名寄新聞社 

ソ 苫小牧民報社 

タ 室蘭民報杜 

チ 日高報知新聞社 

ツ 北海民友新聞社 

テ 日本工業新聞社北海道支局 

ト 函館新聞社 

ナ 網走タイムス社 

 

第３節 災害広報・情報提供計画 
第１ 災害広報及び情報等の提供の方法 
 

３ 市町村の広報 

市町村は、所管区域内の防災関係機関との連

 

３ 通信途絶時等における措置 

 

（略） 

 

第３ 報道の要請 

１ 放 送 

 

（略） 

 

 (1) 日本放送協会札幌放送局 

(2) 北海道放送株式会社 

(3) 札幌テレビ放送株式会社 

(4) 北海道テレビ放送株式会社 

(5) 北海道文化放送株式会社 

(6) 株式会社テレビ北海道 

(7) 株式会社エフエム北海道 

(8) 株式会社エフエム・ノースウエーブ 

(9) 株式会社ＳＴＶラジオ 

 

２ 新 聞 

 

（略） 

 

(1) 北海道新聞社 

(2) 朝日新聞北海道支社 

(3) 毎日新聞北海道支社 

(4) 読売新聞東京本社北海道支社 

(5) 日本経済新聞社札幌支社 

(6) 産業経済新聞社札幌支局 

(7) 共同通信社札幌支社 

(8) 時事通信社札幌支社 

(9) 日刊工業新聞社札幌支局 

(10) 宗谷新聞社 

(11) 留萌新聞社 

(12) 釧路新聞社 

(13) 十勝毎日新聞社 

(14) 名寄新聞社 

(15) 苫小牧民報社 

(16) 室蘭民報杜 

(17) 日高報知新聞社 

(18) 北海民友新聞社 

(19) 日本工業新聞社北海道支局 

(20) 函館新聞社 

(21) 網走タイムス社 

 

第３節 災害広報・情報提供計画 

第１ 災害広報及び情報等の提供の方法 

 

３ 市町村の広報 

市町村は、所管区域内の防災関係機関との連

 

(4) 通信途絶時における措置 

 

（略） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害広報・情報提供計画 
２ 災害広報及び情報等の提供の方法 
 

 (2) 町の広報等の内容 

町は、所管区域内の防災関係機関との連絡

 

(3) 通信途絶時における措置 

 

（略） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害広報・情報提供計画 
２ 災害広報及び情報等の提供の方法 
 

(2) 町の広報等の内容 

町は、所管区域内の防災関係機関との連絡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の
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絡を密にするとともに、被災者のニーズを十分

把握した上で、被災者をはじめとする住民に対

し、直接的に、被害の区域・状況、二次災害の

危険性、緊急安全確保、避難指示、高齢者等避

難、避難場所・避難所、医療機関、スーパーマ

ーケット、ガソリンスタンド等の生活関連情

報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の

復旧状況、交通規制、被災者生活支援に関する

情報等についてボランティア団体やＮＰＯ等と

も連携を図りながら、正確かつきめ細やかな情

報を適切に提供する。 

 

 

（略） 

 

第４節 避難対策計画 
 
第７ 被災者の受入れ及び生活環境の整備 
市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難

したホームレスについて、住民票の有無に関わ

らず適切に受け入れることとする。 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、速やかな指定避難所

の供与及び避難所における安全性や良好な居住

性の確保に必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

また、指定避難所に滞在する被災者、やむを

得ない理由により指定避難所に滞在することが

できない被災者のいずれに対しても、必要とな

る生活関連物資の配布、保健医療サービスの提

供など、被災者の生活環境の整備に必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

（略） 

 

第９ 指定避難所の開設 

 

（略） 

 

３ 市町村は、避難所を開設する場合には、あ

らかじめ施設の安全性を確認するものとす

る。 

 

 

 

 

 

絡を密にするとともに、被災者のニーズを十分

把握した上で、被災者をはじめとする住民に対

し、直接的に、被害の区域・状況、二次災害の

危険性、緊急安全確保、避難指示、高齢者等避

難、避難場所・避難所、医療機関、スーパーマ

ーケット、ガソリンスタンド等の生活関連情

報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の

復旧状況、交通規制、被災者生活支援に関する

ことや要配慮者等に必要な情報等についてボラ

ンティア団体やＮＰＯ等とも連携を図りなが

ら、正確かつきめ細やかな情報を適切に提供す

る。 

 

（略） 

 

第４節 避難対策計画 
 
第７ 被災者の受入れ及び生活環境の整備 
市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難

したホームレスについて、住民票の有無に関わ

らず適切に受け入れることとする。 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、市町村が予め作成し

た避難所マニュアルを踏まえ、速やかな指定避

難所の供与、避難所における安全性や良好な居

住性の確保及び福祉的な支援の充実に必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

また、指定避難所に滞在する被災者、やむを

得ない理由により指定避難所に滞在することが

できない被災者のいずれに対しても、必要とな

る生活関連物資の配布、保健医療サービスの提

供、被災者支援に係る情報提供、保健師・福祉

関係者間との連携した状況把握など、被災者の

生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 

（略） 

 

第９ 指定避難所の開設 

 

（略） 

 

３ 市町村は、避難所を開設する場合には、あ

らかじめ施設の安全性を確認するものとす

る。 

また、避難所内を良好な生活環境とするた

め開設当初からパーティションや段ボールベ

ッド等の簡易ベッドを設置するよう努めるも

のとする。 

 

を密にするとともに、被災者のニーズを十分

把握した上で、被災者をはじめとする住民に

対し、直接的に、被害の区域・状況、二次災

害の危険性、緊急安全確保、避難指示、高齢

者等避難、避難場所・避難所、医療機関、ガ

ソリンスタンド等の生活関連情報、ライフラ

インや交通施設等の公共施設等の復旧状況、

交通規制、被災者生活支援に関する情報等に

ついてボランティア団体やＮＰＯ等とも連携

を図りながら、正確かつきめ細やかな情報を

適切に提供する。 

 

 

（略） 

 

第５節 避難対策計画 
 
９ 被災者の受入れ及び生活環境の整備 
町は、指定緊急避難場所や避難所に避難した

ホームレスについて、住民票の有無に関わらず

適切に受け入れることとする。 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、速やかな避難所の供

与及び避難所における安全性や良好な居住性の

確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

また、指定避難所に滞在する被災者、やむを

得ない理由により指定避難所に滞在することが

できない被災者のいずれに対しても、必要とな

る生活関連物資の配布、保健医療サービスの提

供など、被災者の生活環境の整備に必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

（略） 

 

11 指定避難所の開設 

 

（略） 

 

(3) 町は、避難所を開設する場合には、あらか

じめ施設の安全性を確認するものとする。 

 

 

 

 

 

 

を密にするとともに、被災者のニーズを十分

把握した上で、被災者をはじめとする住民に

対し、直接的に、被害の区域・状況、二次災

害の危険性、緊急安全確保、避難指示、高齢

者等避難、避難場所・避難所、医療機関、ガ

ソリンスタンド等の生活関連情報、ライフラ

インや交通施設等の公共施設等の復旧状況、

交通規制、被災者生活支援に関することや要

配慮者等に必要な情報等についてボランティ

ア団体やＮＰＯ等とも連携を図りながら、正

確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

 

 

（略） 

 

第５節 避難対策計画 
 
９ 被災者の受入れ及び生活環境の整備 
町は、指定緊急避難場所や避難所に避難した

ホームレスについて、住民票の有無に関わらず

適切に受け入れることとする。 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災

上重要な施設の管理者は、市町村が予め作成し

た避難所マニュアルを踏まえ、速やかな避難所

の供与、避難所における安全性や良好な居住性

の確保及び福祉的な支援の充実に必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

また、指定避難所に滞在する被災者、やむを

得ない理由により指定避難所に滞在することが

できない被災者のいずれに対しても、必要とな

る生活関連物資の配布、保健医療サービスの提

供、被災者支援に係る情報提供、保健師・福祉

関係者間との連携した状況把握など、被災者の

生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 

（略） 

 

11 指定避難所の開設 

 

（略） 

 

(3) 町は、避難所を開設する場合には、あらか

じめ施設の安全性を確認するものとする。 

また、避難所内を良好な生活環境とするた

め開設当初からパーティションや段ボールベ

ッド等の簡易ベッドを設置するよう努めるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要配慮者等に必要

な情報を広報する必

要【日赤看護大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画修正

を踏まえた修正【北

海道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

（略） 

 

第10 指定避難所の運営管理等 

 

１ 市町村は、各指定避難所の適切な運営管理

を行うものとする。この際、指定避難所にお

ける情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等

については、避難者、住民、自主防災組織、

町内会、自治会及び避難所運営について専門

性を有したNPO・ボランティア等の外部支援者

等の協力が得られるように努めるとともに、

必要に応じ、他の市町村やボランティア団体

等に対して協力を求めるものとする。 

また、市町村は、指定避難所の運営に関

し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負

担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相

互に助け合う自治的な組織が主体的に関与す

る運営に早期に移行できるよう、その立ち上

げを支援するものとする。 

 

 

 

 

 

２ 市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通

じて、指定避難所の運営管理のために必要な

知識等の普及に努めるものとする。この際、

住民等への普及に当たっては、住民等が主体

的に避難所を運営に関与できるように配慮す

るよう努めるものとする。 

なお、実情に合わせて、応援職員やボランテ

ィア、地域防災マスター等による避難所運営業

務の分担等、自主運営のための各種支援を行う

こととし、関係団体等との連携・協力に努める

ものとする。 

 

（略） 

 

４ 市町村は、指定避難所ごとに受け入れてい

る避難者に係る情報及び指定避難所で生活せ

ず食事のみ受取りに来ている被災者、車中泊

の被災者等に係る情報を早期に把握するとと

もに、やむを得ず指定避難所に滞在すること

ができない被災者等に係る情報の把握に努め

るものとする。 

 

 

５ 市町村は、指定避難所の生活環境に注意を

払い、常に良好なものとするよう実態とニー

ズ把握に努めるものとする。そのため、食事

供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努

（略） 

 

第10 指定避難所等の運営管理等 

 

１ 市町村は、各指定避難所の適切な運営管理

を行うものとする。この際、指定避難所にお

ける情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等

については、避難者、住民、自主防災組織、

町内会、自治会及び避難所運営について専門

性を有したNPO・ボランティア等の外部支援者

等の協力が得られるように努めるとともに、

必要に応じ、他の市町村やボランティア団体

等に対して協力を求めるものとする。 

また、市町村は、指定避難所の運営に関

し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負

担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相

互に助け合う自治的な組織が主体的に関与す

る運営に早期に移行できるよう、その立ち上

げを支援するものとする。この際、避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の

人材に対して協力を求めるなど、地域全体で

避難者を支えることができるよう留意するも

のとする。 

 

２ 市町村は、指定避難所の運営管理に際して

は、実情に合わせて、応援職員やボランティ

ア、地域防災マスター等による避難所運営業

務の分担等、自主運営のための各種支援を行

うこととし、関係団体等との連携・協力に努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

４ 市町村は、指定避難所ごとに受け入れてい

る避難者に係る情報及び指定避難所で生活せ

ず食事のみ受取りに来ている被災者、車中泊

の被災者等に係る情報を早期に把握するとと

もに、やむを得ず指定避難所に滞在すること

ができない被災者等に係る情報の把握に努め

るものとする。その際、デジタル技術を活用

し効率的な情報の把握に努めるものとする。 

 

５ 市町村は、被災者の人間らしさを保てる環

境を整備するため、指定避難所の生活環境に

注意を払い、常に良好なものとするよう実態

とニーズ把握に努めるものとする。そのた

（略） 

 

12 指定避難所の運営管理等 

 

(1) 町は、各指定避難所の適切な運営管理を行

うものとする。この際、指定避難所における

情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等につ

いては、避難者、住民、自主防災組織、町内

会及び避難所運営について専門性を有した

NPO・ボランティア等の外部支援者等の協力が

得られるように努めるとともに、必要に応

じ、他の市町村やボランティア団体等に対し

て協力を求めるものとする。 

また、町は、指定避難所の運営に関し、役

割分担を明確化し、被災者に過度の負担がか

からないよう配慮しつつ、被災者が相互に助

け合う自治的な組織が主体的に関与する運営

に早期に移行できるよう、その立ち上げを支

援するものとする。 

 

 

 

 

 

(2) 町は、マニュアルの作成、訓練等を通じ

て、指定避難所の運営管理のために必要な知

識等の普及に努めるものとする。この際、住

民等への普及に当たっては、住民等が主体的

に避難所を運営に関与できるように配慮する

よう努めるものとする。 

なお、実情に合わせて、応援職員やボラン

ティア、地域防災マスター等による避難所運

営業務の分担等、自主運営のための各種支援

を行うこととし、関係団体等との連携・協力

に努めるものとする。 

 

（略） 

 

(4) 町は、指定避難所ごとに受け入れている避

難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食

事のみ受取りに来ている被災者、車中泊の被

災者等に係る情報を早期に把握するととも

に、やむを得ず指定避難所に滞在することが

できない被災者等に係る情報の把握に努める

ものとする。 

 

 

(5) 町は、指定避難所における生活環境に注意

を払い、常に良好なものとするよう実態とニ

ーズ把握に努めるものとする。そのため、食

事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に

（略） 

 

12 指定避難所等の運営管理等 

 

(1) 町は、各指定避難所の適切な運営管理を行

うものとする。この際、指定避難所における

情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等につ

いては、避難者、住民、自主防災組織、町内

会及び避難所運営について専門性を有した

NPO・ボランティア等の外部支援者等の協力が

得られるように努めるとともに、必要に応

じ、他の市町村やボランティア団体等に対し

て協力を求めるものとする。 

また、町は、指定避難所の運営に関し、役

割分担を明確化し、避難者に過度の負担がか

からないよう配慮しつつ、避難者が相互に助

け合う自治的な組織が主体的に関与する運営

に早期に移行できるよう、その立ち上げを支

援するものとする。この際、避難生活支援に

関する知見やノウハウを有する地域の人材に

対して協力を求めるなど、地域全体で避難者

を支えることができるよう留意するものとす

る。 

 

(2) 町は、指定避難所の運営管理に際しては、

実情に合わせて、応援職員やボランティア、

地域防災マスター等による避難所運営業務の

分担等、自主運営のための各種支援を行うこ

ととし、関係団体等との連携・協力に努める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(4) 町は、指定避難所ごとに受け入れている避

難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食

事のみ受取りに来ている被災者、車中泊の被

災者等に係る情報を早期に把握するととも

に、やむを得ず指定避難所に滞在することが

できない被災者等に係る情報の把握に努める

ものとする。その際、デジタル技術を活用し

効率的な情報の把握に努めるものとする。 

 

(5) 町は、被災者の人間らしさを保てる環境を

整備するため、指定避難所における生活環境

に注意を払い、常に良好なものとするよう実

態とニーズ把握に努めるものとする。そのた

 

 

・文言の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

・予防対策であるた

め、第4章第6節第4に

移動【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画修正

を踏まえた修正【北

海道】 

 

・尊厳が保たれるよ

う配慮【日赤看護

大】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

め、必要な対策を講じるものとする。その

際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な

確保のために、道や市町村、医療・保健関係

者等は連携して、段ボールベッドの早期導入

や、衛生面において優れたコンテナ型のトイ

レの配備等の支援を行うとともに、専門家、

NPO、ボランティア等との定期的な情報交換に

努めるものとする。また、避難の長期化等必

要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴

施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻

度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑

さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみの処理の

状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生

状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう

努めるものとする。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 道及び市町村は、災害の規模、被災者の避

難及び受入状況、避難の長期化等にかんが

み、必要に応じて旅館やホテル等への移動を

避難者に促すものとする。 

特に要配慮者等へは、「災害発生時等にお 

ける宿泊施設の活用に関する協定」（資料

編８－２参照）を活用するなど良好な生活環

境に努めるものとする。 

11 北海道警察は、避難期間等にかんがみて必

要に応じ、避難所等を巡回し、相談及び要望

等の把握に努めるものとする。 

12 道及び市町村は、災害の規模等にかんがみ

て必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期

確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、

公営住宅及び空家等利用可能な既存住宅のあ

っせん及び活用等により、指定避難所の早期

解消に努めることを基本とする。 

13 市町村は、車中泊による避難を受け入れる

場合は、トイレの確保や医療・保健関係者等

と連携して、エコノミークラス症候群や一酸

め、食事供与の状況、トイレの設置状況等の

把握に努め、必要な対策を講じるものとす

る。その際、指定避難所の良好な生活環境の

継続的な確保及び福祉的な支援の充実のため

に、道や市町村、医療・保健関係者等は連携

して、段ボールベッドの早期導入や、簡易ト

イレ、トイレカー、トイレトレーラー等のよ

り快適なトイレ、キッチンカー等の設置に配

慮するよう努めるとともに、専門家、NPO、ボ

ランティア等との定期的な情報交換や避難生

活支援に関する知見やノウハウを有する地域

の人材の確保・育成に努めるものとする。ま

た、避難の長期化等必要に応じて、プライバ

シーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等によ

る巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し

尿・ごみの処理の状況など、避難者の健康状

態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 

 

（略） 

 

10 市町村は、在宅避難者等の支援拠点が設置

された場合は、利用者数、食料等の必要な物

資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の

支援を行うものとし、被災者支援に係る情報

を支援のための拠点の利用者に対しても提供

するものとする。 

なお、道は、市町村に対する助言・支援に

努めるものとする。 

 

11 道及び市町村は、災害の規模、被災者の避

難及び受入状況、避難の長期化等にかんが

み、必要に応じて旅館やホテル等への移動を

避難者に促すものとする。 

特に要配慮者等へは、「災害発生時等にお

ける宿泊施設の活用に関する協定」（資料編

８－２参照）を活用するなど良好な生活環境

に努めるものとする。 

12 北海道警察は、避難期間等にかんがみて必

要に応じ、避難所等を巡回し、相談及び要望

等の把握に努めるものとする。 

13 道及び市町村は、災害の規模等にかんがみ

て必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期

確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、

公営住宅及び空家等利用可能な既存住宅のあ

っせん及び活用等により、指定避難所の早期

解消に努めることを基本とする。 

14 市町村は、車中泊による避難を受け入れる

場合は、トイレの確保や医療・保健関係者等

と連携して、エコノミークラス症候群や一酸

努め、必要な対策を講じるものとする。その

際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な

確保のために、道や町、医療・保健関係者等

は連携して、段ボールベッドの早期導入や、

衛生面において優れたコンテナ型のトイレの

配備等の支援を行うとともに、専門家、NPO、

ボランティア等との定期的な情報交換に努め

るものとする。 

また、避難の長期化等必要に応じて、プラ

イバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等

による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要

性、し尿・ごみの処理の状況など、避難者の

健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)町は、災害の規模、被災者の避難及び受入

状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応

じて旅館やホテル等への移動を避難者に促す

ものとする。特に要配慮者等へは、「災害発

生時等における宿泊施設の活用に関する協

定」を活用するなど良好な生活環境に努める

ものとする。 

(11)道及び町は、災害の規模等にかんがみて必

要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保

のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営

住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能な既

存住宅のあっせん及び活用等により、指定避

難所の早期解消に努めることを基本とする。 

(12)町は、車中泊による避難を受け入れる場合

は、トイレの確保や医療・保健関係者等と連

携して、エコノミークラス症候群や一酸化炭

素中毒等への予防対処策の周知、冬期間の寒

さ対策など健康への配慮を行うものとする。 

また、安全対策や避難所施設の利用ルー

ル、各種情報や食事等支援物資の提供方法な

め、食事供与の状況、トイレの設置状況等の

把握に努め、必要な対策を講じるものとす

る。その際、指定避難所の良好な生活環境の

継続的な確保及び福祉的な支援の充実のため

に、道や町、医療・保健関係者等は連携し

て、段ボールベッドの早期導入や、簡易トイ

レ、トイレカー、トイレトレーラー等のより

快適なトイレ、キッチンカー等の設置に配慮

するよう努めるとともに、専門家、NPO、ボラ

ンティア等との定期的な情報交換や避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の

人材の確保・育成に努めるものとする。 

また、避難の長期化等必要に応じて、プラ

イバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等

による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要

性、し尿・ごみの処理の状況など、避難者の

健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

（略） 

 

(10)町は、在宅避難者等の支援拠点が設置され

た場合は、利用者数、食料等の必要な物資数

等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援

を行うものとし、被災者支援に係る情報を支

援のための拠点の利用者に対しても提供する

ものとする。 

なお、道は、町に対する助言・支援に努め

るものとする。 

 

(11)町は、災害の規模、被災者の避難及び受入

状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応

じて旅館やホテル等への移動を避難者に促す

ものとする。特に要配慮者等へは、「災害発

生時等における宿泊施設の活用に関する協

定」を活用するなど良好な生活環境に努める

ものとする。 

(12)道及び町は、災害の規模等にかんがみて必

要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保

のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営

住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能な既

存住宅のあっせん及び活用等により、指定避

難所の早期解消に努めることを基本とする。 

(13)町は、車中泊による避難を受け入れる場合

は、トイレの確保や医療・保健関係者等と連

携して、エコノミークラス症候群や一酸化炭

素中毒等への予防対処策の周知、冬期間の寒

さ対策など健康への配慮を行うものとする。 

また、安全対策や避難所施設の利用ルー

ル、各種情報や食事等支援物資の提供方法な

 

 

 

・防災基本計画修正

を踏まえた修正【北

海道】 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画修正

を踏まえた修正【北

海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42



北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

化炭素中毒等への予防対処策の周知、冬期間

の寒さ対策など健康への配慮を行うものとす

る。 

また、安全対策や避難所施設の利用ルー

ル、各種情報や食事等支援物資の提供方法な

どについてあらかじめ規定し、円滑な避難所

運営ができる体制の構築に努めるものとす

る。 

なお、道は、市町村に対する助言・支援に

努めるものとする。 

14 市町村は、避難所における食事について

は、食物アレルギー等に配慮し、避難生活が

長期化した場合には、メニューの多様化や栄

養バランス等を考慮して、適温食を提供でき

るよう、管理栄養士等の協力を得ながら、ボ

ランティア等による炊き出しや地元事業者か

らの食料等の調達の他、給食センターを活用

するなど、体制の構築に努めるものとする。 

なお、道は、市町村に対する助言・支援に

努めるものとする。 

15 市町村は、被災地において感染症の発生、

拡大が見られる場合は、防災担当部局と保健

福祉担当部局が連携して、感染症対策として

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

16 市町村は、指定避難所における感染症対策

のため、避難者等の健康状態を確認するとと

もに、十分な避難スペースを確保し、定期的

に換気を行うなど避難所の衛生環境を確保す

るよう努めるものとする。 

17 避難所において感染症が発生又はその疑い

がある場合の対応については、感染者の隔離

や病院への搬送方法など、事前に防災担当部

局と保健福祉担当部局が連携して、適切な対

応を検討しておくものとし、感染者または感

染が疑われる者が現れた場合は、専用スペー

スを確保し、ほかの避難者とは区画と動線を

分けるなど必要な措置を講じる。 

 

第11 広域避難 

５ 関係機関の連携 

 

(1) 道、市町村、運送事業者等は、あらかじ

め策定した具体的な手順を定めた計画に基

づき、関係者間で適切な役割分担を行った

上で、広域避難を実施するよう努めるもの

とする。 

（新設） 

 

 

 

 

化炭素中毒等への予防対処策の周知、冬期間

の寒さ対策など健康への配慮を行うものとす

る。 

また、安全対策や避難所施設の利用ルー 

ル、各種情報や食事等支援物資の提供方法な

どについてあらかじめ規定し、円滑な避難所

運営ができる体制の構築に努めるものとす

る。 

なお、道は、市町村に対する助言・支援に

努めるものとする。 

15 市町村は、避難所における食事について

は、食物アレルギー等に配慮し、避難生活が

長期化した場合には、メニューの多様化や栄

養バランス等を考慮して、適温食を提供でき

るよう、管理栄養士等の協力を得ながら、ボ

ランティア等による炊き出しや地元事業者か

らの食料等の調達の他、給食センターを活用

するなど、体制の構築に努めるものとする。 

なお、道は、市町村に対する助言・支援に

努めるものとする。 

16 市町村は、被災地において感染症の発生、

拡大が見られる場合は、防災担当部局と保健

福祉担当部局が連携して、感染症対策として

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

17 市町村は、指定避難所における感染症対策

のため、避難者等の健康状態を確認するとと

もに、十分な避難スペースを確保し、定期的

に換気を行うなど避難所の衛生環境を確保す

るよう努めるものとする。 

18 避難所において感染症が発生又はその疑い

がある場合の対応については、感染者の隔離

や病院への搬送方法など、事前に防災担当部

局と保健福祉担当部局が連携して、適切な対

応を検討しておくものとし、感染者または感

染が疑われる者が現れた場合は、専用スペー

スを確保し、ほかの避難者とは区画と動線を

分けるなど必要な措置を講じる。 

 

第11 広域避難 

５ 関係機関の連携 

 

(1) 道、市町村、運送事業者等は、あらかじ

め策定した具体的な手順を定めた計画に基

づき、関係者間で適切な役割分担を行った

上で、広域避難を実施するよう努めるもの

とする。 

この場合においては、次の事項に留意し

て 対応するものとする。 

ア 広域避難を行うべき場合やその対象者の

整理 

イ 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、

どについてあらかじめ規定し、円滑な避難所

運営ができる体制の構築に努めるものとす

る。 

なお、道は、町に対する助言・支援に努め

るものとする。 

(13)町は、避難所における食事については、食

物アレルギー等に配慮し、避難生活が長期化

した場合には、メニューの多様化や栄養バラ

ンス等を考慮して、適温食を提供できるよ

う、管理栄養士等の協力を得ながら、ボラン

ティア等による炊き出しや地元事業者からの

食料等の調達の他、給食センターを活用する

など、体制の構築に努めるものとする。 

なお、道は、町に対する助言・支援に努め

るものとする。 

(14)町は、被災地において感染症の発生、拡大

が見られる場合は、防災担当部局と保健福祉

担当部局が連携して、感染症対策として必要

な措置を講じるよう努めるものとする。 

(15)町は、指定避難所における感染症対策のた

め、避難者等の健康状態を確認するととも

に、十分な避難スペースを確保し、定期的に

換気を行うなど避難所の衛生環境を確保する

よう努めるものとする。 

(16)避難所において感染症が発生又はその疑い

がある場合の対応については、感染者の隔離

や病院への搬送方法など、事前に防災担当部

局と保健福祉担当部局が連携して、適切な対

応を検討しておくものとし、感染者または感

染が疑われる者が現れた場合は、専用スペー

スを確保し、ほかの避難者とは区画と動線を

分けるなど必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

13 広域避難 

(5) 関係機関の連携 

 

ア 道、町、運送事業者等は、あらかじめ策定

した具体的な手順を定めた計画に基づき、関

係者間で適切な役割分担を行った上で、広域

避難を実施するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

どについてあらかじめ規定し、円滑な避難所

運営ができる体制の構築に努めるものとす

る。 

なお、道は、町に対する助言・支援に努め

るものとする。 

(14)町は、避難所における食事については、食

物アレルギー等に配慮し、避難生活が長期化

した場合には、メニューの多様化や栄養バラ

ンス等を考慮して、適温食を提供できるよ

う、管理栄養士等の協力を得ながら、ボラン

ティア等による炊き出しや地元事業者からの

食料等の調達の他、給食センターを活用する

など、体制の構築に努めるものとする。 

なお、道は、町に対する助言・支援に努め

るものとする。 

(15)町は、被災地において感染症の発生、拡大

が見られる場合は、防災担当部局と保健福祉

担当部局が連携して、感染症対策として必要

な措置を講じるよう努めるものとする。 

(16)町は、指定避難所における感染症対策のた

め、避難者等の健康状態を確認するととも

に、十分な避難スペースを確保し、定期的に

換気を行うなど避難所の衛生環境を確保する

よう努めるものとする。 

(17)避難所において感染症が発生又はその疑い

がある場合の対応については、感染者の隔離

や病院への搬送方法など、事前に防災担当部

局と保健福祉担当部局が連携して、適切な対

応を検討しておくものとし、感染者または感

染が疑われる者が現れた場合は、専用スペー

スを確保し、ほかの避難者とは区画と動線を

分けるなど必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

13 広域避難 

(5) 関係機関の連携 

 

ア 道、町、運送事業者等は、あらかじめ策定

した具体的な手順を定めた計画に基づき、関

係者間で適切な役割分担を行った上で、広域

避難を実施するよう努めるものとする。 

この場合においては、次の事項に留意して 

対応するものとする。 

・ 広域避難を行うべき場合やその対象者の

整理 

・ 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、

旅館等を含む）の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国の自主点検レポ

ートを踏まえた修正

【北海道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第12 広域一時滞在 

１ 道内における広域一時滞在 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 知事は、災害の発生により市町村が必要

な事務を行えなくなった場合、被災住民に

ついて道内広域一時滞在の必要があると認

めるときは、当該市町村長の実施すべき措

置を代わって実施する。 

また、当該市町村が必要な事務を遂行で

きる状況になったと認めるときは、速やか

に事務を当該市町村長に引き継ぐものとす

る。 

なお、上記の事務の代行を開始し、又は

終了したときは、その旨を公示するととも

に、代行を終了したときは代行した事務の

措置について、当該市町村長に通知する。 

 

３ 広域一時滞在避難者への対応 

道及び市町村は、広域一時滞在により居住地

以外の市町村に避難した被災住民に必要な情報

や物資等を確実に送り届けられるよう、被災住

民の所在地等の情報を共有するなど、避難元と

避難先の市町村における連携に配慮する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

旅館等を含む）の確保 

ウ バスなど被災者の移送手段の確保 

エ 広域避難についての被災者の意向の把握 

オ 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテ

ル、旅館等を含む）のマッチング 

カ 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

キ 広域避難先での継続的な支援 

 

（略） 

 

第12 広域一時滞在 

１ 道内における広域一時滞在 

 

（略） 

 

(7) 知事は、上記(1)に基づく市町村長からの

助言の求めがあった場合には、被災住民の

広域一時滞在が円滑に行われるよう調整す

るとともに、この場合において、必要に応

じ上記(2)から(6)により協議元市町村長又

は協議先市町村が行うこととされている協

議、通知および公示を代わって実施するこ

とができるものとする。 

(8) 知事は、災害の発生により市町村が必要

な事務を行えなくなった場合、被災住民に

ついて道内広域一時滞在の必要があると認

めるときは、当該市町村長の実施すべき措

置を代わって実施する。 

また、当該市町村が必要な事務を遂行で

きる状況になったと認めるときは、速やか

に事務を当該市町村長に引き継ぐものとす

る。 

なお、上記の事務の代行を開始し、又は

終了したときは、その旨を公示するととも

に、代行を終了したときは代行した事務の

措置について、当該市町村長に通知する。 

 

３ 広域一時滞在避難者への対応 

道及び市町村は、広域一時滞在により居住地

以外の市町村に避難した被災住民に必要な情報

や物資等を確実に送り届けられるよう、被災住

民の所在地等の情報を共有するなど、避難元と

避難先の市町村における連携に配慮する。 

 

４ 関係機関の連携 

(1) 道、市町村、運送事業者等は、あらかじ

め策定した具体的な手順を定めた計画に基

づき、関係者間で適切な役割分担を行った

上で、広域一時滞在を実施するよう努める

ものとする。 

この場合においては、次の事項に留意し

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

14 広域一時滞在 

(1) 道内における広域一時滞在 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 広域一時滞在避難者への対応 

町は、広域一時滞在により町外の市町村に

避難した被災住民に必要な情報や物資等を確

実に送り届けられるよう、被災住民の所在地

等の情報を共有するなど、避難先の市町村と

の連携に配慮する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

・ バスなど被災者の移送手段の確保 

・ 広域避難についての被災者の意向の把握 

・ 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテ

ル、旅館等を含む）のマッチング 

・ 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

・ 広域避難先での継続的な支援 

 

 

（略） 

 

14 広域一時滞在 

(1) 道内における広域一時滞在 

 

（略） 

 

オ 知事は、上記(ア)に基づく町長からの助言

の求めがあった場合には、被災住民の広域一

時滞在が円滑に行われるよう調整するととも

に、この場合において、必要に応じ上記(イ)

から(エ)により協議元市町村長又は協議先市

町村が行うこととされている協議、通知およ

び公示を代わって実施することができるもの

とする。 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 広域一時滞在避難者への対応 

町は、広域一時滞在により町外の市町村に

避難した被災住民に必要な情報や物資等を確

実に送り届けられるよう、被災住民の所在地

等の情報を共有するなど、避難先の市町村と

の連携に配慮する。 

 

(4) 関係機関の連携 

ア 道、町、運送事業者等は、あらかじめ策定

した具体的な手順を定めた計画に基づき、関

係者間で適切な役割分担を行った上で、広域

一時滞在を実施するよう努めるものとする。 

この場合においては、次の事項に留意して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受入れ先市町村に

ついて道が調整する

ことも可能とする旨

を追記【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国の自主点検レポ

ートを踏まえた修正

【北海道】 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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４ 内閣総理大臣による協議等の代行 

 

（略） 

 

 

第６節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 
第１ 災害派遣要請 
 

１ 派遣要請権者 

(1) 知事（総合振興局長又は振興局長) 

 

 

 

（略） 

 

第２ 派遣活動 
 

（略） 

 

９ 炊飯及び給水 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て対応するものとする。 

ア 広域一時滞在を行うべき場合やその対象

者の整理 

イ 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、

旅 館等を含む）の確保 

ウ バスなど被災者の移送手段の確保 

エ 広域一時滞在についての被災者の意向の

把握 

オ 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテ

ル、 旅館等を含む）のマッチング 

カ 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送

キ 広域一時滞在先での継続的な支援 

(2) 道及び関係機関は、被災者のニーズを十

分 把握するとともに、相互に連絡をとりあ

い、放送事業者を含めた関係者間で連携を

行うことで、一時滞在者等に役立つ的確な

情報を提供できるように努めるものとす

る。 

 

 

５ 内閣総理大臣による協議等の代行 

 

（略） 

 

 

第６節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 
第１ 災害派遣要請 

 

１ 派遣要請権者 

(1) 知事（ただし、北海道事務決裁規程第８

条により、総合振興局長又は振興局長が専

決することができる。) 

 

（略） 

 

第２ 派遣活動 

 

（略） 

 

９ 給食、給水及び入浴支援 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

第７節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

 

 

１ 派遣要請権者 

(1) 知事（檜山振興局長） 

 

 

 

（略） 

 

７ 派遣活動 

 

（略） 

 

 (9) 炊飯及び給水 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応するものとする。 

・ 広域一時滞在を行うべき場合やその対象

者の整理 

・ 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、

旅 館等を含む）の確保 

・ バスなど被災者の移送手段の確保 

・ 広域一時滞在についての被災者の意向の

把握 

・ 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテ

ル、 旅館等を含む）のマッチング 

・ 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送

キ 広域一時滞在先での継続的な支援 

イ 道及び関係機関は、被災者のニーズを十分 

把握するとともに、相互に連絡をとりあい、

放送事業者を含めた関係者間で連携を行うこ

とで、一時滞在者等に役立つ的確な情報を提

供できるように努めるものとする。 

 

（略） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

第７節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

 

 

１ 派遣要請権者 

(1) 知事（ただし、北海道事務決裁規程第８

条により、檜山振興局長が専決することが

できる。） 

 

（略） 

 

７ 派遣活動 

 

（略） 

 

 (9) 給食、給水及び入浴支援 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道内規により専決

できることを明記

【陸自北部方面総監

部】 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画との

整合を図るもの【北

海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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（道地域防災計画の
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第６ 災害派遣時の権限 

 

（略） 

 

派遣要請先（指定部隊等の長） 

１ 陸上自衛隊 
指定部隊等の 

長 

担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

第
２
師
団
地
区 

（略） 

第２師団

長 

第３部防衛

班 

旭川市春

光町国有

無番地 

0166-51-

6111内線

2791(当直

2300) 

空知、上

川、留

萌、宗

谷、オホ

ーツクの

各総合振

興局又は

振興局 

第２師団

地区全域 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

第４特科

群長(上富

良野駐屯

地司令) 

群第3科 空知郡上

富良野町

南町4丁目

948 

0167-45-

3101内線

2230 

(当直

2270) 

上川総合

振興局 

富良野

市、美瑛

町、上富

良野町、

中富良野

町、南富

良野町、

占冠村 

 
指定部隊等の長 担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

第
５
旅
団
地
区 

第５旅団

長 

第３部防

衛班 

帯広市南

町南７線

31番 

0155-48-

5121内線

2237当直

2303) 

オホーツ

ク、十

勝、釧

路、根室

の各総合

振興局又

は振興局 

第５旅団

地区全域 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

第６ 災害派遣時の権限 

 

（略） 

 

派遣要請先（指定部隊等の長） 

１ 陸上自衛隊 
指定部隊等の 

長 

担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

第
２
師
団
地
区 

（略） 

第２師団

長 

第３部防

衛班 

旭川市春

光町国有

無番地 

0166-51-6111

内線2791(当

直2300) 

空知、上

川、留

萌、宗

谷、オホ

ーツクの

各総合振

興局又は

振興局 

第２師団

地区全域 

第２特科

連隊長 

連隊第３

科 

旭川市春

光町国有

無番地 

0166-51-6111 

内線2430 (当

直2459) 

上川、空

知の各総

合振興局 

旭川市、

幌加内

町、愛別

町、当麻

町、上川

町、東川

町、東神

楽町、剣

淵町、和

寒町、鷹

栖町、比

布町、深

川市、妹

背牛町、

秩父別

町、沼田

町、北竜

町、雨竜

町 

第２戦車

連隊長(上

富良野駐

屯地司令) 

連隊第3科 空知郡上

富良野町

南町4丁目

948 

0167-45-3101

内線2230 

(当直2301) 

上川総合

振興局 

富良野

市、美瑛

町、上富

良野町、

中富良野

町、南富

良野町、

占冠村 

 
指定部隊等の長 担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

第
５
旅
団
地
区 

第５旅団

長 

第３部防

衛班 

帯広市南

町南７線

31番 

0155-48-

5121内線

2950当直

2300) 

オホーツ

ク、十

勝、釧

路、根室

の各総合

振興局又

は振興局 

第５旅団

地区全域 

第４普通

科連隊長 

連隊第３

科 

帯広市南

町南７線

31番 

0155-48-

5121内線

3030(当直

3001) 

十勝総合

振興局 

帯広市、

芽室町、

広尾町、

大樹町、

浦幌町、

豊頃町、

幕別町、

更別 

町、中札

内村 

第５特科

隊長 

隊第３科 帯広市南

町南７線 

31番 

0155-48-

5121内線

3230(当直

3201) 

十勝総合

振興局 

陸別町、

足寄町、

音更町、

池田町、

本別町 

９ 災害派遣時の権限 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 災害派遣時の権限 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編、電話番

号変更【陸自北部方

面総監部】 

 

・自衛隊派遣要請先

一覧の更新【陸上自

衛隊北部方面総監

部】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 
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第６普通

科連隊長

（美幌駐

屯地司

令） 

連隊第３

科 

網走郡美

幌町字田

中国有地 

0152-73-

2114内線

235(当直

302) 

オホーツ

ク総合振

興局 

北見市、

網走市、

大空町、

美幌町、

津別町、

斜里町、

清里町、

小清水

町、訓子

府町、置

戸町 

第27普通

科連隊長

(釧路駐屯

地司令) 

連隊第3科 釧路郡釧

路町字別

保112 

0154-40-

2011内線

235(当直

302) 

釧路総合振

興局、根室

振興局 

釧路市、

厚岸町、

浜中町、

標茶町、

弟子屈

町、白糠

町、釧路

町、鶴居

村、根室

市、別海

町、中標

津町、標

津町、羅

臼町 

第5戦車 

大隊長(鹿

追駐屯地

司令) 

大隊第3 

科 

河東郡鹿

追町笹川

北12線10

番地 

0156-66-

2211内線

235(当直

302) 

十勝総合

振興局 

清水町、

新得町、

鹿迫町、

士幌町、

上士幌町 

（略） 

 

１ 陸上自衛隊（つづき） 
指定部隊等の長 担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

第
７
旅
団
地
区 

第７師団

長 

第３部防

衛班 

千歳市祝

梅1016 

0123-23-

5131内線

2275（当

直2208） 

石狩、胆

振、空

知、日高

の各総合

振興局又

は振興局 

第７師団

地区全域 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

第７２戦

車連隊長

（北恵庭

駐屯地司 

令） 

連隊第３

科 

恵庭市柏

木町531 

0123-32-

2101内線

235（当直

300） 

石狩振興

局、空知

総合振興

局 

恵庭市、

北広島

市、南幌

町、長沼

町、栗山

町、由仁

町、夕張

市 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

（略） 

第 （略） 

第６即応

機動連隊

長（美幌

駐屯地司

令） 

連隊第３

科 

網走郡美

幌町字田

中国有地 

0152-73-

2114内線

235(当直

302) 

オホーツ

ク総合振

興局 

北見市、

網走市、

大空町、

美幌町、

津別町、

斜里町、

清里町、

小清水

町、訓子

府町、置

戸町 

第27普通

科連隊長

(釧路駐屯

地司令) 

連隊第3科 釧路郡釧

路町字別

保112 

0154-40-

2011内線

260(当直

302) 

釧路総合振

興局、根室

振興局 

釧路市、

厚岸町、

浜中町、

標茶町、

弟子屈

町、白糠

町、釧路

町、鶴居

村、根室

市、別海

町、中標

津町、標

津町、羅

臼町 

第5戦車 

隊長鹿追

駐屯地司

令) 

隊第3科 河東郡鹿

追町笹川

北12線10

番地 

0156-66-

2211内線

235(当直

302) 

十勝総合

振興局 

清水町、

新得町、

鹿迫町、

士幌町、

上士幌町 

（略） 

 

１ 陸上自衛隊（つづき） 
指定部隊等の長 担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

第
７
旅
団
地
区 

第７師団

長 

第３部防

衛班 

千歳市祝

梅1016 

0123-23-

5131内線

2275（当

直2208） 

石狩、胆

振、空

知、日高

の各総合

振興局又

は振興局 

第７師団

地区全域 

第７１戦

車連隊長 

連隊第３

科 

千歳市北

信濃724 

0123-23-

2106内線

5530 

（当直

5502） 

胆振総合

振興局 

登別市、

室蘭市、

伊達市、

洞爺湖

町、豊浦

町、壮瞥

町 

第７２戦

車連隊長

（北恵庭

駐屯地司 

令） 

連隊第３

科 

恵庭市柏

木町531 

0123-32-

2101内線

235（当直

300） 

石狩振興

局、空知

総合振興

局 

恵庭市、

北広島

市、南幌

町、長沼

町、栗山

町、由仁

町、夕張

市 

第７３戦

車連隊長 

連隊第３

科 

恵庭市恵

南63 

0123-32-

3101内線

535 

（当直

590） 

胆振総合

振興局 

苫小牧

市、白老

町 

第１１普

通科連隊

長 

連隊第３

科 

千歳市祝

梅1016 

0123-32-

5131内線

2335 

（当直

4400） 

石狩振興

局 

千歳市 

第７特科

連隊長 

連隊第３

科 

千歳市祝

梅1016 

0123-32-

3101内線

2435 

（当直

4410） 

胆振総合

振興局、

日高振興

局 

安平町、

厚真町、

むかわ

町、日高

町、平取

町 

（略） 

第

11

旅

団

地

区 

（略） 

第１０即

応機動連

隊長（滝

川駐屯地 

司令） 

連隊第３

科 

滝川市泉

町236 

0125-22-

2141内線

230 

（当直

302） 

空知総合

振興局、

石狩振興

局 

芦別市、

赤平市、

歌志内

市、砂川

市、滝川

市、新十

津川町、

浦臼町、
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

11

旅

団

地

区 

第１０即

応機動連

隊長（滝

川駐屯地 

司令） 

連隊第３

科 

滝川市泉

町236 

0125-22-

2141内線

230 

（当直

302） 

空知総合

振興局、

石狩振興

局 

芦別市、

赤平市、

歌志内

市、砂川

市、滝川

市、新十

津川町、

浦臼町、

奈井江

町、上砂

川町、石

狩市、当

別町 

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） 

（略） 

 

１ 陸上自衛隊（つづき） 
指定部隊等の 

長 

担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

そ
の
他 

第１特科

団長（北

千歳駐屯

地司令） 

団第３科 千歳市北

信濃724 

0123-23-

2106内線

239（当直

302） 

石狩振興

局 

 

（略） 

 

（略） 

 

第７節 広域応援・受援計画 

大規模災害発生時に、被災市町村単独では十

分な災害応急対策が実施できない場合におい

て、災害応急対策を円滑に実施するための広域

応援・受援対策については、本計画の定めると

ころによるほか、「北海道災害時応援・受援マ

ニュアル」による。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、広域応援・受援のうち、広域一時滞在

については、｢第４節避難対策計画第１１｣によ

る。 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

奈井江

町、上砂

川町、石

狩市、当

別町 

第１８普

通科連隊

長 

連隊第３

科 

札幌市南

区真駒内

17 

011-581-

3191内線

2503（当

直3419） 

石狩振興

局、後志

総合振興

局 

札幌市、

神恵内

村、泊

村、岩内

町、共和

町、倶知

安町、京

極町、喜

茂別町、

蘭越町、

ニセコ

町、留寿

都村、真

狩村 

（略） 

 

１ 陸上自衛隊（つづき） 
指定部隊等の 

長 

担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

そ
の
他 

第１特科

団長（北

千歳駐屯

地司令） 

団第３科 千歳市北

信濃724 

0123-23-

2106内線

5235（当

直5302） 

石狩振興

局 

 

（略） 

 

（略） 

 

第７節 広域応援・受援計画 

大規模災害発生時に、被災市町村単独では十

分な災害応急対策が実施できない場合におい

て、災害応急対策を円滑に実施するための広域

応援・受援対策については、本計画の定めると

ころによるほか、「北海道災害時応援・受援マ

ニュアル」による。 

また、冬期は、積雪・凍結等により、部隊や

応援職員等の移動や救助、輸送、復旧活動に通

常より時間を要することから、平常時から装

備・資機材の充実、活動要領等を考慮する必要

があるほか、道外からの応援者は積雪・凍結等

の状況での円滑な行動が困難な場合があること

に留意する。 

なお、広域応援・受援のうち、広域一時滞在

については、｢第４節避難対策計画第１１｣によ

る。 

 

（略） 

 

第４ 防災関係機関の活動拠点等 

防災関係機関は、災害応急対策若しくは災害

復旧が円滑に実施できるよう、必要に応じて被

災地域付近における活動拠点の確保に努めるも

のとする。 

なお、活動拠点の確保や、燃料供給地点、応

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第８節 広域応援・受援計画 
大規模災害発生時など、町単独では十分な災

害応急対策が実施できない場合において、災害

応急対策を円滑に実施するための広域応援・受

援対策については、本計画の定めるところによ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、広域応援・受援のうち、広域一時滞在

については、本章第5節「避難対策計画｣によ

る。 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第８節 広域応援・受援計画 
大規模災害発生時など、町単独では十分な災

害応急対策が実施できない場合において、災害

応急対策を円滑に実施するための広域応援・受

援対策については、本計画の定めるところによ

る。 

 

また、冬期は、積雪・凍結等により、部隊や

応援職員等の移動や救助、輸送、復旧活動に通

常より時間を要することから、平常時から装

備・資機材の充実、活動要領等を考慮する必要

があるほか、道外からの応援者は積雪・凍結等

の状況での円滑な行動が困難な場合があること

に留意する。 

なお、広域応援・受援のうち、広域一時滞在

については、本章第5節「避難対策計画｣によ

る。 

 

（略） 

 

４ 防災関係機関の活動拠点等 

防災関係機関は、災害応急対策若しくは災害

復旧が円滑に実施できるよう、必要に応じて被

災地域付近における活動拠点の確保に努めるも

のとする。 

なお、活動拠点の確保や、燃料供給地点、応

援者の宿泊場所等の確保が困難である場合は、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応援元との気候の

違い等を踏まえた修

正【防災会議幹事

会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活動拠点の確保の

必要性について追記

【KDDI】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

 

 

 

 

 

第８節 ヘリコプター等活用計画 
災害時におけるヘリコプター等の活用につい

ては、本計画の定めるところによる。 

 

第１ 基本方針 

道内において災害が発生し、迅速な救急・救

助活動やヘリコプター等を活用した災害応急対

策を実施するため、各機関が保有する広域かつ

機動的に活動できるヘリコプター等を活用す

る。 

 

第２ ヘリコプター等の活動内容 

 

（略） 

 

４ その他 

ヘリコプター等の活用が有効と認める場合 

 

 

第３ ヘリコプター等保有機関の活動等 

１ 北海道 

北海道災害対策本部等の指示、または市町

村の要請により、災害応急対策等の活動を行

う。災害が大規模で、所管ヘリコプターで対

応できない場合には、自衛隊への災害派遣や

第５章第７節「広域応援・受援計画」の定め

るところにより他都府県及び他の市町村への

ヘリコプターの応援要請などを行う。 

 

（略） 

 

４ 自衛隊 

知事の災害派遣要請に基づき、災害応急対

策等を実施する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援者の宿泊場所等の確保が困難である場合は、

道や市町村、他の防災関係機関に対し活動拠点

等の確保について協力を依頼することができ

る。 

 

 

第８節 航空機及び無人航空機活用計画 
災害時における航空機及び無人航空機の活用

については、本計画の定めるところによる。 

 

第１ 基本方針 

道内において災害が発生し、迅速な救急・救

助活動や情報収集等の災害応急対策を実施する

ため、各機関が保有する広域かつ機動的に活動

できる航空機及び無人航空機を活用する。 

 

 

第２ 航空機の活動内容 

 

（略） 

 

４ その他 

航空機の活用が有効と認める場合 

 

 

第３ 航空機保有機関の活動等 

１ 北海道 

北海道災害対策本部等の指示、または市町

村の要請により、災害応急対策等の活動を行

う。災害が大規模で、所管航空機で対応でき

ない場合には、自衛隊への災害派遣や第５章

第７節「広域応援・受援計画」の定めるとこ

ろにより他都府県及び他の市町村への航空機

の応援要請などを行う。 

 

（略） 

 

４ 自衛隊 

知事の災害派遣要請に基づき、災害応急対

策等を実施する。 

 

第４ 無人航空機の活動等 

防災関係機関は、情報収集、救助・救急、消

火、輸送等のため、各機関が保有する無人航空

機を活用することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 ヘリコプター等活用計画 
災害時におけるヘリコプター等の活用につい

ては、本計画の定めるところによる。 

 

１ 基本方針 

町内において災害が発生し、迅速な救急・救

助活動やヘリコプター等を活用した災害応急対

策を実施するため、各機関が保有する広域かつ

機動的に活動できるヘリコプター等を活用す

る。 

 

２ ヘリコプター等の活動内容 
 

（略） 

 

(4) その他 

ア ヘリコプター等の活用が有効と認める場合 

 

 

３ ヘリコプター等保有機関の活動等 

(1) 北海道 

道災害対策本部等の指示、又は市町村の要

請により、災害応急対策等の活動を行う。 

災害が大規模で、所管ヘリコプターで対応

できない場合には、自衛隊への災害派遣や本

章第8 節「広域応援・受援計画」の定めると

ころにより都道府県及び他の市町村へのヘリ

コプターの応援要請などを行う。 

 

（略） 

 

(4) 自衛隊 

知事の災害派遣要請に基づき、災害応急対

策等を実施する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

４ 実施方法 

 

（略） 

道や市町村、他の防災関係機関に対し活動拠点

等の確保について協力を依頼することができ

る。 

 

 

 

第９節 航空機及び無人航空機活用計画 
災害時における航空機及び無人航空機の活用

については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 基本方針 

町内において災害が発生し、迅速な救急・救

助活動や情報収集等の災害応急対策を実施する

ため、各機関が保有する広域かつ機動的に活動

できる航空機及び無人航空機を活用する。 

 

 

２ 航空機の活動内容 
 

（略） 

 

(4) その他 

ア 航空機の活用が有効と認める場合 

 

 

３ 航空機保有機関の活動等 

(1) 北海道 

道災害対策本部等の指示、又は市町村の要

請により、災害応急対策等の活動を行う。 

災害が大規模で、所管航空機で対応できな

い場合には、自衛隊への災害派遣や本章第8 

節「広域応援・受援計画」の定めるところに

より都道府県及び他の市町村への航空機の応

援要請などを行う。 

 

（略） 

 

(4) 自衛隊 

知事の災害派遣要請に基づき、災害応急対

策等を実施する。 

 

４ 無人航空機の活動等 

防災関係機関は、情報収集、救助・救急、消

火、輸送等のため、各機関が保有する無人航空

機を活用することとする。 

 

 

５ 実施方法 

 

（略） 

 

 

 

 

 

・無人航空機の位置

づけ及びそれに伴う

活動内容等の整理。

以下同様。【北海

道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第４ ヘリコプター等保有機関の活動体制 

大規模災害が発生した際には、全国各地か

ら消防機関をはじめ、自衛隊、海上保安庁、

警察、北海道開発局などから多数のヘリコプ

ター等の航空機が被災地に派遣され、様々な

災害対策活動が行われることとなる。 

このため、「北海道ヘリコプター等運用調

整会議」において、ヘリコプター等を保有す

る防災関係機関の相互連携を図り、安全かつ

効果的な災害応急対策等の活動を行うととも

に、災害発生時に活動する航空機の安全運航

を確保するために必要な事項（空域及び飛行

経路の指定、情報共有要領等）を定めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 市町村の対応等 

市町村長はヘリコプター等の災害応急活動の

円滑な対応のため、受入体制等の確保を整え

るとともに、活動に係る安全対策等を講じる

ものとする。 

 

（略） 

 

第９節救助救出計画 
第１ 実施責任 
２ 第一管区海上保安本部 

海上における遭難者の救出救助を実施す

る。 

 

 

 

 

３ 北海道 

道は、市町村を包括する機関として、広域

的、総合的な調整を行うとともに、市町村か

ら救助救出について応援を求められ、必要が

あると認めたときは、その状況に応じ、自衛

隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置を

講ずる。 

第５ 航空機及び無人航空機保有機関の活動体制 

大規模災害が発生した際には、全国各地から

消防機関をはじめ、自衛隊、海上保安庁、警

察、北海道開発局などから多数のヘリコプター

等の航空機及びドローン等の無人航空機が被災

地に派遣され、様々な災害対策活動が行われる

こととなる。 

このため、ヘリコプター等の航空機について

は、「北海道ヘリコプター等運用調整会議」に

おいて、航空機を保有する防災関係機関の相互

連携を図り、安全かつ効果的な災害応急対策等

の活動を行うとともに、災害発生時に活動する

航空機の安全運航を確保するために必要な事項

（空域及び飛行経路の指定、情報共有要領等）

を定めるものとする。 

また、道は、ドローン等の無人航空機を有効

に活用するとともに、無人航空機等の飛行から

災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図

るため、災害対策本部内に設ける危機管理班や

災害対策本部指揮室に設けるヘリコプター等運

用調整班において、航空機及び無人航空機の運

航について必要な調整を行うものとし、必要に

応じて、国に対し、緊急用務空域の指定を依頼

するほか、同空域が指定された際には、指定公

共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許

可申請に係る調整を行うものとする。 

 

第６ 市町村の対応等 

市町村長はヘリコプター等の災害応急活動の円

滑な対応のため、受入体制等の確保を整えると

ともに、活動に係る安全対策等を講じるものと

する。 

 

（略） 

 

第９節救助救出計画 
第１ 実施責任 
２ 第一管区海上保安本部 

海上における遭難者の救出救助を実施す

る。 

また、海上における災害応急対策の実施に

支障を来さない範囲において、陸上における

救助・救出活動等について支援する。 

 

３ 北海道 

道は、市町村を包括する機関として、広域

的、総合的な調整を行うとともに、市町村か

ら救助救出について応援を求められ、必要が

あると認めたときは、その状況に応じ、自衛

隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置を

講ずる。 

５ ヘリコプター等保有機関の活動体制 

大規模災害が発生した際には、全国各地から

消防機関をはじめ、自衛隊、海上保安庁、警

察、北海道、開発局などから多数のヘリコプタ

ー等の航空機が被災地に派遣され、様々な災害

対策活動が行われることとなる。このため、

「北海道ヘリコプター等運用調整会議」におい

て、ヘリコプター等を保有する防災関係機関の

相互連携を図り、安全かつ効果的な災害応急対

策等の活動を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 町の対応等 

町長はヘリコプター等の災害応急活動の円滑

な対応のため、受入体制等の確保を整えるとと

もに、活動に係る安全対策等を講じるものとす

る。 

 

（略） 

 

第１０節 救助救出計画 
１ 実施責任者 
(4) 江差海上保安署 

海上における遭難者の救助救出を実施す

る。 

 
 
 
(2) 道 

道は、市町村を包括する機関として、広域

的、総合的な調整を行うとともに、市町村か

ら救助救出についての応援を求められ、必要

があると認めたときは、その状況に応じ、自

衛隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置

を講ずる。 

６ 航空機及び無人航空機の活動体制 

大規模災害が発生した際には、全国各地から

消防機関をはじめ、自衛隊、海上保安庁、警

察、北海道、開発局などから多数のヘリコプタ

ー等の航空機及びドローン等の無人航空機が被

災地に派遣され、様々な災害対策活動が行われ

ることとなる。このため、ヘリコプター等の航

空機については、「北海道ヘリコプター等運用

調整会議」において、航空機を保有する防災関

係機関の相互連携を図り、安全かつ効果的な災

害応急対策等の活動を行うものとする。 

また、道は、ドローン等の無人航空機を有効

に活用するとともに、無人航空機等の飛行から

災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図

るため、災害対策本部内に設ける危機管理班や

災害対策本部指揮室に設けるヘリコプター等運

用調整班において、航空機及び無人航空機の運

航について必要な調整を行うものとし、必要に

応じて、国に対し、緊急用務空域の指定を依頼

するほか、同空域が指定された際には、指定公

共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許

可申請に係る調整を行うものとする。 

 

 

 

 

 

７ 町の対応等 

町長はヘリコプター等の災害応急活動の円滑

な対応のため、受入体制等の確保を整えるとと

もに、活動に係る安全対策等を講じるものとす

る。 

 

（略） 

 

第１０節 救助救出計画 
１ 実施責任者 

(4) 江差海上保安署 

海上における遭難者の救助救出を実施す

る。 

また、海上における災害応急対策の実施に

支障を来さない範囲において、陸上における

救助・救出活動等について支援する。 

 

(2) 道 

道は、市町村を包括する機関として、広域

的、総合的な調整を行うとともに、市町村か

ら救助救出についての応援を求められ、必要

があると認めたときは、その状況に応じ、自

衛隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置

を講ずる。 

・無人航空機の運航

調整について追記

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「海上保安庁防災

業務計画」において

記載が追加されたこ

とにあわせた記載の

追加【第一管区海上

保安本部】 
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また、市町村のみでは実施できない場合の

救助救出を実施する。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第１０節 医療救護計画 
第２ 医療救護活動の実施 
１ 北海道 

 

(5) 道は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

による活動と並行して、また、災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日

本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日

本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、

国立大学病院、日本歯科医師会、日本薬剤

師会、日本看護協会、民間医療機関等から

の医療チーム派遣等の協力を得て、避難

所、 救護所も含め、被災地における医療提

供体制の確保・継続を図るものとし、その

調整に当 たり、災害医療コーディネーター

や災害時小児周産期リエゾンは、道に対し

て適宜助言及び支援を行うものとする。そ

の際、道は、医療チーム等の交代により医

療情報が断絶することのないよう、被災地

における診療情報の引継ぎが適切に実施さ

れるよう、努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

４ 協力機関等（協定書については、資料編８

－２参照） 

(8) 北海道看護協会 

北海道看護協会は、道の要請に基づき、災

害支援ナース等看護職を派遣し、看護職医療

救護活動を行う。 

なお、看護職の業務内容は、｢災害時の看

護職医療救護活動に関する協定書｣の定める

ところによる。 

 

（略） 

 

特に、要救助者に関する情報については、

道が集約し、救助救出活動を実施する機関等

に情報提供するととともに、必要に応じて救

助救出活動に関する総合的な調整を行う。 

また、市町村のみでは実施できない場合の

救助救出を実施する。 

 

（略） 

 

第１０節 医療救護計画 
第２ 医療救護活動の実施 
１ 北海道 

 

(5) 道は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

による活動と並行して、また、災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日

本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日

本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、

国立大学病院、日本災害歯科支援チーム

（ＪＤＡＴ）、災害支援ナース、日本薬剤

師会、日本看護協会、日本災害リハビリテ

ーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養

士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、

民間医療機関等からの医療チーム派遣や他

都府県等から派遣された災害時健康危機管

理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、保健師等の

協力を得て、避難所、救護所も含め、被災

地における医療提供体制の確保・継続を図

るものとし、その調整に当たり、災害医療

コーディネーターや災害時小児周産期リエ

ゾン及び災害薬事コーディネーターは、道

に対して適宜助言及び支援を行うものとす

る。その際、道は、医療チーム等の交代に

より医療情報が断絶する ことのないよう、

被災地における診療情報の引継ぎが適切に

実施されるよう、努めるものとする。 

 

（略） 

 

４ 協力機関等（協定書については、資料編８

－２参照） 

(8) 北海道看護協会 

北海道看護協会は、道の要請に基づき、看

護職を派遣し、看護職医療救護活動を行う。 

なお、看護職の業務内容は、｢災害時の看

護職医療救護活動に関する協定書｣の定める

ところによる。 

 

 

（略） 

 

また、市町村のみでは実施できない場合の

救助救出を実施する。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第１１節 医療救護計画 

２ 実施責任者 

(2) 北海道 

 

オ 道は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に

よる活動と並行して、また、災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本

医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本

赤十字社、独立行政法人国立病院機構、国

立大学病院、日本歯科医師会、日本薬剤師

会、日本看護協会、民間医療機関等からの

医療チーム派遣等の協力を得て、避難所、

救護所も含め、被災地における医療提供体

制の確保・継続を図るものとし、その調整

に当たり、災害医療コーディネーターや災

害時小児周産期リエゾンは、道に対して適

宜助言及び支援を行うものとする。その

際、道は、医療チーム等の交代により医療

情報が断絶することのないよう、被災地に

おける診療情報の引継ぎが適切に実施され

るよう、努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、要救助者に関する情報については、

道が集約し、救助救出活動を実施する機関等

に情報提供するととともに、必要に応じて救

助救出活動に関する総合的な調整を行う。 

また、市町村のみでは実施できない場合の

救助救出を実施する。 

 

（略） 

 

第１１節 医療救護計画 

２ 実施責任 

(2) 北海道 

 

オ 道は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に

よる活動と並行して、また、災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本

医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本

赤十字社、独立行政法人国立病院機構、国

立大学病院、日本災害歯科支援チーム（Ｊ

ＤＡＴ）、災害支援ナース、日本薬剤師

会、日本看護協会、日本災害リハビリテー

ション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士

会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、民

間医療機関等からの医療チーム派遣や他都

府県等から派遣された災害時健康危機管理

支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、保健師等の協

力を得て、避難所、救護所も含め、被災地

における医療提供体制の確保・継続を図る

ものとし、その調整に当たり、災害医療コ

ーディネーターや災害時小児周産期リエゾ

ン及び災害薬事コーディネーターは、道に

対して適宜助言及び支援を行うものとす

る。その際、道は、医療チーム等の交代に

より医療情報が断絶することのないよう、

被災地における診療情報の引継ぎが適切に

実施されるよう、努めるものとする。 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要救助者に関する

情報集約、調整等の

役割を明記【陸自北

部方面総監部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】 

 

 

・国の防災基本計画

の修正を反映、災害

薬事コーディネータ

ーの位置付けを明記

【北海道薬剤師会、

保健福祉部】 

 

・DHEATの位置づけを

明記【日赤看護大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・制度改正に伴う修

正【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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第１３節 交通応急対策計画 

 

第１ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うた

め、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、

あらかじめ道路啓開等の計画を立案するなど事

前の備えを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 東京航空局道内各空港事務所、空港運営権

者 

 

（略） 

 

第３ 海上交通安全の確保 

１～３ 略 

（新設） 

 

 

 

 

４ 水路の水深に異常を生じたと認められると

きは、必要に応じて調査を行うとともに、応

急標識を設置する等により水路の安全を確保

する。 

５ 航路標識が損壊し又は流出したときは、速

やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応急

標識の設置に努める。 

 

（略） 

 

第４ 緊急輸送のための交通規制 

２ 緊急通行車両の確認手続 

(5) 事前届出制度の普及等 

道、市町村及び地方行政機関は、発災後、

当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に

交付されるよう、輸送協定を締結した事業者

等に対し、緊急通行車両標章交付のための事

前届出制度の周知を行うとともに、自らも事

前届出を積極的にするなど、その普及を図る

ものとする。 

 

第１４節 輸送計画 

第１３節 交通応急対策計画 

 

第１ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うた

め、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、

あらかじめ道路啓開等の計画を立案するなど事

前の備えを推進する。 

道路啓開については、北海道道路啓開計画

【第２版】（令和４年12月北海道道路啓開計画

検討協議会）に基づき実施する。 

なお、道路管理者及び上下水道、電力、通信

等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの

連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携

体制の整備・強化を図るものとする。 

 

（略） 

 

３ 東京航空局道内各空港事務所、空港管理事

務所及び空港運営権者 

 

（略） 

 

第３ 海上交通安全の確保 

１～３ 略 

４ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概

要、港湾・岸壁及び航路標識の状況、関係機

関との連絡手段等、船舶の安全な運航に必要

と考えられる情報について、無線等を通じ船

舶への情報提供を行う。 

５ 水路の水深に異常を生じたと認められると

きは、必要に応じて調査を行うとともに、応

急標識を設置する等により水路の安全を確保

する。 

６ 航路標識が損壊し又は流出したときは、速

やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応急

標識の設置に努める。 

 

（略） 

 

第４ 緊急輸送のための交通規制 

２ 緊急通行車両の確認手続 

(5) 発災前確認手続の普及等 

道、市町村及び地方行政機関は、輸送協定

を締結した事業者等に対し、緊急通行車両標

章交付のための確認手続を発災前に行うこと

ができる旨周知を行うとともに、自らも発災

前の手続を積極的に行うなど、その普及を図

るものとする。 

 

 

第１４節 輸送計画 

第１４節 交通応急対策計画 

 

１ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うた

め、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、

あらかじめ道路啓開等の計画を立案するなど事

前の備えを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

４ 海上交通安全の確保 

(1)～(3) 略 

（新設） 

 

 

 

 

(4) 水路の水深に異状を生じたと認められると

きは、必要に応じて調査を行うとともに、応

急標識を設置する等により水路の安全を確保

する。 

(5) 航路標識が損壊し、又は流出したときは、

速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応

急標識の設置に努める。 

 

 

 

５ 緊急輸送のための交通規制 

(2) 緊急通行車両の確認手続 

オ 事前届出制度の普及等 

町、道及び地方行政機関は、発災後、当該

車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付

されるよう、輸送協定を締結した事業者等に

対し、緊急通行車両標章交付のための事前届

出制度の周知を行うとともに、自らも事前届

出を積極的にするなど、その普及を図るもの

とする。 

 

 

第１４節 交通応急対策計画 

 

１ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うた

め、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、

あらかじめ道路啓開等の計画を立案するなど事

前の備えを推進する。 

道路啓開については、北海道道路啓開計画

【第２版】（令和４年12月北海道道路啓開計画

検討協議会）に基づき実施する。 

なお、道路管理者及び上下水道、電力、通信

等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの

連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携

体制の整備・強化を図るものとする。 

 

（略） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

４ 海上交通安全の確保 

(1)～(3) 略 

(4) 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概

要、港湾・岸壁及び航路標識の状況、関係機

関との連絡手段等、船舶の安全な運航に必要

と考えられる情報について、無線等を通じ船

舶への情報提供を行う。 

(5) 水路の水深に異状を生じたと認められると

きは、必要に応じて調査を行うとともに、応

急標識を設置する等により水路の安全を確保

する。 

(6) 航路標識が損壊し、又は流出したときは、

速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応

急標識の設置に努める。 

 

 

 

５ 緊急輸送のための交通規制 

(2) 緊急通行車両の確認手続 

オ 発災前確認手続の普及等 

町、道及び地方行政機関は、輸送協定を締結

した事業者等に対し、緊急通行車両標章交付の

ための確認手続を発災前に行うことができる旨

周知を行うとともに、自らも発災前の手続を積

極的に行うなど、その普及を図るものとする。 

 

 

 

 

・本文中に記載の

「道路啓開等の計

画」が策定されたた

め、当該計画に準拠

し対策実施すること

を新たに記載【北海

道】 

・道路啓開における

インフラ事業者との

連携を追記【防災基

本計画修正】 

 

 

 

 

 

 

・空港管理事務所も

含む内容であるため

追記【北海道】 

 

 

 

 

・「海上保安庁防災

業務計画」において

記載が追加されたこ

とにあわせた記載の

追加【第一管区海上

保安本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事前届出制度が廃

止され、発災前にお

いても緊急通行車両

の確認手続を実施す

ることが可能になっ

たことによる修正

【北海道】【北海道

警察本部】 

 

 

※該当する記載がないため 

52



北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第１ 実施責任 

 

４ 東京航空局道内各空港事務所 

 

 

（略） 

 

第１６節 給水計画 
第１ 実施責任 
１ 市町村 
 

（略） 

 

(2) 生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、震災対策

用貯水施設と被災地付近の浄水場の貯留水を

主体とし、不足する場合は井戸水、自然水

(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水

槽等の水をろ過、滅菌して供給するものとす

る。 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（略） 

 

第２ 給水の実施 

１ 給水の方法 

 

(2) 浄水装置による給水 

輸送その他の方法による給水が困難であ

り、付近に利用可能な水源がある場合は、浄

水装置その他の必要資材を用いてこれを浄化

し、飲料水として住民に供給するものとす

る。 

 

（略） 

 

２ 応援の要請 

市町村長は、自ら飲料水の供給を実施する

ことが困難な場合は、他市町村又は道へ飲料

水の供給又はこれに要する要員及び給水資機

材の応援を要請するものとする。 

また、知事は、その事態に照らし緊急を要

し、被災市町村からの要求を待ついとまがな

第１ 実施責任 

 

４ 東京航空局道内各空港事務所、空港管理事

務所及び空港運営権者 

 

（略） 

 

第１６節 給水計画 
第１ 実施責任 
１ 市町村 
 

（略） 

 

(2) 生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、震災対策

用貯水施設と被災地付近の浄水場の貯留水を

主体とし、不足する場合は井戸水、自然水

(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水

槽等の水をろ過、滅菌して供給するものとす

る。 

なお、これらの水源は平時からリスト化に

取り組むよう努めるものとする。 

 

（略） 

 

(4) 協定による給水 

災害時の応急給水や応急復旧及び応急復旧

用資材の提供等について、必要に応じて水道

関係団体や民間事業者等と協定を締結する。 

 

（略） 

 

第２ 給水の実施 

１ 給水の方法 

 

(2) 浄水装置による給水 

輸送その他の方法による給水が困難であ

り、付近に利用可能な水源がある場合は、可

搬式浄水施設・設備、その他の必要資材を用

いてこれを浄化し、飲料水として住民に供給

するものとする。 

 

（略） 

 

２ 応援の要請 

市町村長は、自ら飲料水の供給を実施する

ことが困難な場合は、他市町村又は道、災害

時協定を締結する水道関係団体や民間事業者

等に対し、飲料水の供給又はこれに要する要

員及び給水資機材の応援を要請するものとす

る。 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

第１７ 節 給水計画 
１ 実施責任 

(1) 町 
 

（略） 

 

イ 生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、被災地付

近の浄水場の貯留水を主体とし、不足する場

合は井戸水、自然水（川、ため池等の水）プ

ール、受水槽、防火水槽等の水をろ過、滅菌

して供給するものとする。 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（略） 

 

２ 給水の実施 

(1) 給水の方法 

 

イ 浄水装置による給水 

輸送その他の方法による給水が困難であ

り、付近に利用可能な水源がある場合は、浄

水装置その他の必要資材を用いてこれを浄化

し、飲料水として住民に供給するものとす

る。 

 

（略） 

 

３ 応援の要請 

町長は、自ら飲料水の供給を実施することが

困難な場合は、他市町村又は道へ飲料水の供給

又はこれに要する要員及び給水資機材の応援を

要請するものとする。 

また、知事は、その事態に照らし緊急を要

し、被災市町村からの要求を待ついとまがない

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

第１７ 節 給水計画 
１ 実施責任 

(1) 町 
 

（略） 

 

イ 生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、被災地付

近の浄水場の貯留水を主体とし、不足する場

合は井戸水、自然水（川、ため池等の水）プ

ール、受水槽、防火水槽等の水をろ過、滅菌

して供給するものとする。 

なお、これらの水源は平時からリスト化に

取り組むよう努めるものとする。 

 

（略） 

 

エ 協定による給水 

災害時の応急給水や応急復旧及び応急復旧

用資材の提供等について、必要に応じて水道

関係団体や民間事業者等と協定を締結する。 

 

 

（略） 

 

２ 給水の実施 

(1) 給水の方法 

 

イ 浄水装置による給水 

輸送その他の方法による給水が困難であ

り、付近に利用可能な水源がある場合は、可

搬式浄水施設・設備、その他の必要資材を用

いてこれを浄化し、飲料水として住民に供給

するものとする。 

 

（略） 

３ 応援の要請 

町長は、自ら飲料水の供給を実施することが

困難な場合は、他市町村又は道、災害時協定を

締結する水道関係団体や民間事業者等に対し、

飲料水の供給又はこれに要する要員及び給水資

機材の応援を要請するものとする。 

また、知事は、その事態に照らし緊急を要

し、被災市町村からの要求を待ついとまがない

 

 

・空港管理事務所、

運営権者も含む内容

であるため追記【北

海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国の自主点検レポ

ートを踏まえた修正

【北海道】 

 

 

・民間事業者等との

協定締結を追記【北

海道開発局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国の自主点検レポ

ートの修正踏まえた

修正【北海道】 

 

 

 

 

 

・民間事業者等との

協定締結を追記【北

海道開発局】 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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いと認められるときは、要求を待たず被災市

町村に対する応急給水について必要な措置を

講ずる。 

 

 

 

（略） 

 

第１８節 石油類燃料供給計画 

災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給

については、本計画の定めるところによる。 

第１ 実施責任 

 

２ 北海道 

知事は、道が管理している緊急通行車両の

ガソリン等の確保に努めるとともに、災害時

における石油類燃料について、災害時に優先

的に燃料供給が行われるべき重要な施設とし

て道が指定する施設（以下本節において「重

要施設」という。）の管理者又は市町村長等

からの要請に基づき、北海道石油業協同組合

連合会に対し、重要施設への円滑な供給が行

われるよう要請を行う。 

また、市町村等の要請に備え、北海道石油

業協同組合連合会と迅速に調達できるよう連

絡調整を行うとともに、石油備蓄の確保に関

する法律の規定に基づく経済産業大臣からの

勧告がなされた場合、石油連盟に対し、道が

指定する重要施設への円滑な供給が行われる

よう要請を行う。 

 

 

３ 指定行政機関 

(1)北海道経済産業局 

 

（略） 

 

第２ 石油類燃料の確保 

 

（略） 

 

２ 知事は、石油類燃料の確保を図るため、卸

売組合、協同組合、主要業者に対し、物資確

保のための協力要請又は斡旋依頼を行うとと

もに、北海道石油業協同組合連合会との協定

に基づき、石油類燃料の安定供給体制の確立

を図る。 

また、道は、災害時情報収集システムを利

用し、効率的に中核ＳＳ、住民拠点ＳＳ及び

北海道地域サポートＳＳの営業状況等を把握

し、市町村や緊急車両を有する関係機関に情

また、知事は、その事態に照らし緊急を要

し、被災市町村からの要求を待ついとまがな

いと認められるときは、要求を待たず被災市

町村に対する応急給水について必要な措置を

講ずる。 

 

（略） 

 

第１８節 石油類燃料供給計画 

災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給

については、本計画の定めるところによる。 

第１ 実施責任 

 

２ 北海道 

知事は、道が管理している緊急通行車両の

ガソリン等の確保に努めるとともに、災害時

における石油類燃料について、優先的に燃料

供給が行われるべき重要な施設として道が指

定する施設又は防災関係機関等が所有する移

動基地局車や移動電源車等の資機材（以下本

節において「重要施設等」という。）の管理

者又は市町村長等からの要請に基づき、北海

道石油業協同組合連合会に対し、重要施設等

への円滑な供給が行われるよう要請を行う。 

また、市町村等の要請に備え、北海道石油

業協同組合連合会と迅速に調達できるよう連

絡調整を行うとともに、石油備蓄の確保に関

する法律の規定に基づく経済産業大臣からの

勧告がなされた場合、政府災害対策本部に対

し、道が指定する重要施設等への円滑な供給

が行われるよう要請を行う。 

 

３ 指定行政機関 

北海道経済産業局 

 

（略） 

 

第２ 石油類燃料の確保 

 

（略） 

 

２ 知事は、石油類燃料の確保を図るため、卸

売組合、協同組合、主要業者に対し、協力要

請又は斡旋依頼を行うとともに、北海道石油

業協同組合連合会との協定に基づく協力要請

により、石油類燃料の安定供給体制の確立を

図る。 

また、道は、災害時情報収集システムを利

用し、効率的に中核ＳＳ、住民拠点ＳＳ及び

北海道地域サポートＳＳの営業状況等を把握

し、市町村や緊急車両を有する関係機関に情

と認められるときは、要求を待たず被災市町村

に対する応急給水について必要な措置を講ず

る。 

 

 

 

（略） 

 

第１９ 節 石油類燃料供給計画 

災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給

については、本計画の定めるところによる。 

１ 実施責任 

 

(2) 北海道 

知事は、道が管理している緊急通行車両の

ガソリン等の確保に努めるとともに、災害時

における石油類燃料について、災害時に優先

的に燃料供給が行われるべき重要な施設とし

て道が指定する施設（以下本節において「重

要施設」という。）の管理者又は町長からの

要請に基づき、北海道石油業協同組合連合会

に対し、重要施設への円滑な供給が行われる

よう要請を行う。 

また、町の要請に備え、北海道石油業協同

組合連合会と迅速に調達できるよう連絡調整

を行うとともに、石油の備蓄の確保に関する

法律の規定に基づく経済産業大臣からの勧告

がなされた場合、石油連盟に対し、道が指定

する重要施設への円滑な供給が行われるよう

要請を行う。 

 

 

(3) 北海道経済産業局（指定行政機関） 

 

更新対象外 

 

２ 石油類燃料の確保 

災害応急対策実施責任者は、石油類燃料の確

保を図るものとし、卸売組合、協同組合、主要

業者に対し協力を要請し、又はあっせんを求め

るものとする。 

災害時の上水道及び下水道施設の応急復旧対

策については、本計画の定めるところによる。 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

と認められるときは、要求を待たず被災市町村

に対する応急給水について必要な措置を講ず

る。 

 

 

（略） 

 

第１９ 節 石油類燃料供給計画 

災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給

については、本計画の定めるところによる。 

１ 実施責任 

 

(2) 北海道 

知事は、道が管理している緊急通行車両の

ガソリン等の確保に努めるとともに、災害時

における石油類燃料について、優先的に燃料

供給が行われるべき重要な施設として道が指

定する施設又は防災関係機関等が所有する移

動基地局車や移動電源車等の資機材（以下本

節において「重要施設等」という。）の管理

者又は町長からの要請に基づき、北海道石油

業協同組合連合会に対し、重要施設等への円

滑な供給が行われるよう要請を行う。 

また、町の要請に備え、北海道石油業協同

組合連合会と迅速に調達できるよう連絡調整

を行うとともに、石油の備蓄の確保に関する

法律の規定に基づく経済産業大臣からの勧告

がなされた場合、政府災害対策本部に対し、

道が指定する重要施設等への円滑な供給が行

われるよう要請を行う。 

 

 

(3) 北海道経済産業局（指定行政機関） 

 

更新対象外 

 

２ 石油類燃料の確保 

災害応急対策実施責任者は、石油類燃料の確

保を図るものとし、卸売組合、協同組合、主要

業者に対し協力を要請し、又はあっせんを求め

るものとする。 

災害時の上水道及び下水道施設の応急復旧対

策については、本計画の定めるところによる。 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要請対象の明確化

【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言修正【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言修正及び優先

給油対象車両を明記

【北海道】 

 

 

 

 

 

※町による独自の記載のため 
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報提供するとともに、燃料の供給不足に伴う

混乱を防止するため、道民に対し、節度ある

給油マナーと燃料の節約について呼びかけを

行う。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 平常時の取組 

道は、重要施設の燃料タンクの規格など必要

な情報を整理し、北海道石油業協同組合連合会

及び石油連盟と共有するとともに、重要施設管

理者や市町村担当者に対して、災害時の燃料供

給の要請窓口や手順等を周知する。 

また、道は、関係団体等と協力して、道民及

び重要施設等に対し、車両や施設等の燃料を日

頃から満量としておくよう心掛け平常時から燃

料を確保するよう啓発を行う。 

 

 

 

 

北海道経済産業局は、陸上自衛隊北部方面隊

と連携し、関係機関の協力を得て、災害時にお

ける燃料供給のノウハウの更なる拡充等を図る

ための合同訓練を実施するものとする。 

 

（略） 

 

第１９節 電力施設災害応急計画 
第１ 電力施設の状況 

１ 北海道電力株式会杜及び北海道電力ネット

ワーク株式会社の施設は次のとおりである。 

 

(1) 水力発電設備 

(2) 火力発電設備 

(3) 原子力発電設備 

 

(4) 変電設備 

(5) 送電設備 

(6) 配電設備 

報提供するとともに、燃料の供給不足に伴う

混乱を防止するため、道民に対し、節度ある

給油マナーと燃料の節約について呼びかけを

行う。 

 

第３ 緊急車両等への優先給油の実施 

発災後に中核ＳＳにおいて優先給油を受ける

ことができる緊急車両等は次のとおり。 

・緊急通行車両確認標章を提示した車両又は

緊急通行車両等事前届出済証を提示した車

両 

・規制除外車両事前届出済証を提示した車両 

・道路交通法第39条第１項に規定する緊急自

動車 

・自衛隊車両 

・優先給油対象車両証明書を提示した車両 

・その他、知事が必要と認めた車両 

 

第４ 平常時の取組 

道は、重要施設等に係る燃料タンクの規格な

ど必要な情報を整理し、北海道石油業協同組合

連合会及び石油連盟と共有するとともに、重要

施設等管理者や市町村担当者に対して、災害時

の燃料供給の要請窓口や手順等を周知する。 

また、道は、関係団体等と協力して、道民及

び重要施設等管理者に対し、車両や施設等の燃 

料を日頃から満量としておくよう心掛け平常時

から燃料を確保するよう啓発を行うとともに、

防災関係機関に対して、発災前に緊急通行車両

標章の交付及び規制除外車両の事前届出の手続

きを行うことができる旨周知を行い、普及を図

るものとする。 

北海道経済産業局は、陸上自衛隊北部方面隊

と連携し、関係機関の協力を得て、災害時にお

ける燃料供給のノウハウの更なる拡充等を図る

ための合同訓練を実施するものとする。 

 

（略） 

 

第１９節 電力施設災害応急計画 
第１ 電力施設の状況 

１ 北海道電力株式会杜及び北海道電力ネット

ワーク株式会社の施設の状況は、次のとおりで

ある。 

(1) 水力発電設備 

(2) 火力発電設備 

(3) 原子力発電設備 

(4) 地熱発電設備 

(5) 変電設備 

(6) 送電設備 

(7) 配電設備 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 緊急車両等への優先給油の実施 

発災後に中核ＳＳにおいて優先給油を受ける

ことができる緊急車両等は次のとおり。 

・緊急通行車両確認標章を提示した車両又は

緊急通行車両等事前届出済証を提示した車

両 

・規制除外車両事前届出済証を提示した車両 

・道路交通法第39条第１項に規定する緊急自

動車 

・自衛隊車両 

・優先給油対象車両証明書を提示した車両 

・その他、知事が必要と認めた車両 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言修正【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１の１及び２の

記載方法統一【北海

道】 

 

 

・保有施設の追加記

載【北海道電力株式

会社】 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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(7) 通信設備 

 

２ 電源開発株式会社東日本支店北海道事務所

の施設の状況は、次のとおりである。 

 

(1) 水力発電設備 

(2) 送変電設備 

(3) 通信設備 

 

第２ 応急対策 

電力施設を防護し、被災地に対する電力供給

を確保するため、北海道電力株式会社、北海道

電力ネットワーク株式会社及び電源開発株式会

社は、それぞれ次の対策を講ずるものとする。 

 

 

１ 北海道電力株式会社・北海道電力ネットワ

ーク株式会社 

 

（略） 

 

(5) 要員の確保 

各支部は被害の状況により、要員が不足し

た場合は、本部に要員の確保を要請し、本部

は、要員を融通するものとする。 

 

 

 

なお、自衛隊の派遣を必要とするときは、

各支部長が市町村長を経て知事(総合振興局

長又は振興局長)に要請するものとする。 

 

(6) 資材等の調達 

社内における調達を図り、なおかつ不足す

るときは、他電力会社等からの融通等により

調達を図るものとする。 

なお、必要により指定地方行政機関、地方

公共団体等に対し、労務施設、設備又は物資

の確保について応援を求めるものとする。 

 

（略） 

 

２ 電源開発株式会社東日本支店北海道事務所 

 

災害に対処して遺漏のないよう応急措置及び

復旧を図るための災害対策組織等を定め、災害

対策に必要な措置を講ずるものとする。 

 

（略） 

 

 

(8) 通信設備 

 

２ 電源開発株式会社東日本支店北海道事務所

及び電源開発送変電ネットワーク株式会社の施

設の状況は、次のとおりである。 

(1) 水力発電設備 

(2) 送変電設備 

(3) 通信設備 

 

第２ 応急対策 

電力施設を防護し、被災地に対する電力供給

を確保するため、北海道電力株式会社、北海道 

電力ネットワーク株式会社、電源開発株式会社

及び電源開発送変電ネットワーク株式会社は、

それぞれ次の対策を講ずるものとする。 

 

１ 北海道電力株式会社・北海道電力ネットワー

ク株式会社 

 

（略） 

 

(5) 要員の確保 

各支部は被害の状況により、要員が不足し

た場合は、本部に要員の確保を要請し、本部

は、要員を融通するものとする。 

また、被害の規模により、他電力会社に復

旧のための応援部隊派遣を要請するものとす

る。 

なお、自衛隊の派遣を必要とするときは、

各支部長が市町村長を経て知事(総合振興局

長又は振興局長)に要請するものとする。 

 

(6) 資材等の調達 

社内における調達を図り、なおかつ不足す

るときは、他電力会社等からの融通等により

調達を図るものとする。 

なお、必要により指定地方行政機関、地方

公共団体等に対し、労務施設、設備又は物資

の確保及び他電力会社応援部隊の復旧拠点場

所について協力を求めるものとする。 

（略） 

 

２ 電源開発株式会社東日本支店北海道事務所

及び電源開発送変電ネットワーク株式会社 

災害に対処して遺漏のないよう応急措置及び

復旧を図るための災害対策組織等を定め、災害

対策に必要な措置を講ずるものとする。 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

・送変電部門の会社

分割を踏まえた修正

【電源開発株式会

社】 

 

 

 

 

 

・送変電部門の会社

分割を踏まえた修正

【電源開発株式会

社】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他電力会社の応援

を追記。以下同様。

【北海道電力(株)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・送変電部門の会社

分割を踏まえた修正

【電源開発株式会

社】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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第２４節 住宅対策計画 
第２ 実施の方法 

 

３ 応急仮設住宅 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

(1) 入居対象者 

原則として、住宅が全壊、全焼又は流出

し、居住する住宅がない者であって、自らの

資力では住宅を確保できない者とする。 

(2) 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、

当該市町村が行う。 

(3) 建設型応急住宅の建設 

原則として建設型応急住宅の設置は、知事

が行う。 

(4) 建設型応急住宅の建設用地 

道及び市町村は、災害時に建設型応急住宅

の設置が速やかに行われるよう、建設可能用

地や建設可能戸数について、あらかじめ把握

するものとする。 

(5) 建設戸数(借上げを含む。) 

道は市町村長からの要請に基づき設置戸数

を決定する。 

(6) 規模、構造、存続期間及び費用 

ア 建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨

組立方式又は木造により、2～6戸の連続建

て又は共同建てとし、北海道の気候に適し

た仕様とする。 

但し、被害の程度その他必要と認めた場

合は、一戸建てにより実施する。 

イ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工

事(又は、借上げに係る契約を締結)を完了

した後、3月以内であるが、特定行政庁の

許可を受けて、2 年以内とすることができ

る。 

但し、特定非常災害の被害者の権利利益

の保全等を図るための特別措置に関する法

律に基づき、政令で指定されたものに係る

応急仮設住宅については、更に期間を延長

することができる。 

ウ 費用は救助法及び関係法令の定めるとこ

ろによる。 

 

(7)～(8) 略 

 

第２４節 住宅対策計画 
第２ 実施の方法 

 

３ 応急仮設住宅 

(1) 応急仮設住宅の種類は次のとおりとす

る。 

ア 建設型応急住宅 

プレハブ住宅、木造住宅の建設、ムービ

ングハウス等の設置 

イ 賃貸型応急住宅 

民間賃貸住宅等の提供 

(2) 入居対象者 

原則として、住宅が全壊、全焼又は流出

し、居住する住宅がない者であって、自らの

資力では住宅を確保できない者とする。 

(3) 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、

当該市町村が行う。 

(4) 建設戸数 

道は市町村長からの要請に基づき設置戸数

を決定する。 

(5) 建設型応急住宅の建設地、構造等 

・道及び市町村は、災害時に建設型応急住宅

の設置が速やかに行われるよう、建設可能

用地や建設可能戸数について、あらかじめ

把握するものとする。 

 

 

 

 

・建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨組 

立方式又は木造により、2～6戸の連続建て 

又は共同建てとし、北海道の気候に適した   

仕様とする。 

但し、被害の程度その他必要と認めた場

合は、一戸建てにより実施する。 

・応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事

(又は、借上げに係る契約を締結)を完了し

た後、3月以内であるが、特定行政庁の許

可を受けて、2年以内とすることができ

る。 

但し、特定非常災害の被害者の権利利益

の保全等を図るための特別措置に関する法

律に基づき、政令で指定されたものに係る

応急仮設住宅については、更に期間を延長

することができる。 

(6) 費用 

救助法及び関係法令の定めるところによ

る。 

(7)～(8) 略 

 

第２３節 住宅対策計画 

２ 実施の方法 

 

(3) 応急仮設住宅 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

ア 入居対象者 

原則として、住宅が全壊、全焼又は流出

し、居住する住宅がない者であって、自らの

資力では住宅を確保できない者とする。 

イ 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、

町が行う。 

ウ 応急仮設住宅の建設 

原則として応急仮設住宅の設置は、知事が

行う。 

エ 応急仮設住宅の建設用地 

町及び道は、災害時に応急仮設住宅の設置

が速やかに行われるよう、建設可能用地や建

設可能戸数について、あらかじめ把握するも

のとする。 

オ 建設戸数（借上げを含む。） 

道は町長からの要請に基づき設置戸数を決

定する。 

カ 規模、構造、存続期間及び費用 

① 建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨

組立方式又は木造により、2～6戸の連続建

て又は共同建てとし、北海道の気候に適し

た仕様とする。 

但し、被害の程度その他必要と認めた場  

合は、一戸建てにより実施する。 

② 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工

事（又は、借上げに係る契約を締結）を完

了した後、3ヶ月以内であるが、特定行政

庁の許可を受けて、2年以内とすることが

できる。 

但し、特定非常災害の被害者の権利利益

の保全等を図るための特別措置に関する法

律に基づき、政令で指定されたものに係る

応急仮設住宅については、更に期間を延長

することができる 

③ 費用は救助法及び関係法令の定めるとこ

ろによる。 

 

キ～ク （略） 

 

第２３節 住宅対策計画 

２ 実施の方法 

 

(3) 応急仮設住宅 

ア 応急仮設住宅の種類は次のとおりとす

る。 

・ 建設型応急住宅 

プレハブ住宅、木造住宅の建設、ムービ

ングハウス等の設置 

・ 賃貸型応急住宅 

民間賃貸住宅等の提供 

イ 入居対象者 

原則として、住宅が全壊、全焼又は流出

し、居住する住宅がない者であって、自らの

資力では住宅を確保できない者とする。 

ウ 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、

町が行う。 

エ 建設戸数 

道は町長からの要請に基づき設置戸数を決

定する。 

オ 建設型応急住宅の建設地、構造等 

町及び道は、災害時に建設型応急住宅の設

置が速やかに行われるよう、建設可能用地や

建設可能戸数について、あらかじめ把握する

ものとする。 

 

 

 

 

・ 建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨

組立方式又は木造により、2～6戸の連続建

て又は共同建てとし、北海道の気候に適し

た仕様とする。 

但し、被害の程度その他必要と認めた場  

合は、一戸建てにより実施する。 

・ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工

事（又は、借上げに係る契約を締結）を完

了した後、3ヶ月以内であるが、特定行政

庁の許可を受けて、2年以内とすることが

できる。 

但し、特定非常災害の被害者の権利利益

の保全等を図るための特別措置に関する法

律に基づき、政令で指定されたものに係る

応急仮設住宅については、更に期間を延長

することができる。 

カ 費用 

救助法及び関係法令の定めるところによ

る。 

キ～ク （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ムービングハウス

等を活用した応急仮

設住宅を追記【建設

部】【日赤看護大】 
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（略） 

 

第３１節 災害ボランティアとの連携計画 
第２ ボランティアの受入れ 

道、市町村、社会福祉協議会及び関係団体

は、相互に協力し、ボランティア活動に関する

被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボラ

ンティアの受入れ及びその調整のほか、ボラン

ティア活動をコーディネートする人材の配置

等、被災地の早期復旧に向け、ボランティアの

受入体制の確保に努める。 

また、ボランティアの受入れに当たっては、

高齢者や障がい者等への支援や、外国人とのコ

ミュニケーション等ボランティアの技能等が効

果的に活かされるよう配慮するとともに、必要

に応じてボランティア活動の拠点を提供するな

ど、その活動が円滑に行われるよう必要な支援

に努める。 

 

（略） 

 

第３４節災害救助法の適用と実施 
第４ 救助の実施と種類 

１ 救助の実施と種類 

知事は、救助法適用市町村に対し、同法に基

づき次に掲げるもののうち、必要と認める救助

を実施するものとする。 

なお、知事は、市町村長が実施した方がより

迅速に災害に対処できると判断される次に掲げ

る救助の実施について市町村長へ個別の災害ご

とに救助に関する事務を通知により委任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３１節 災害ボランティアとの連携計画 
第２ ボランティアの受入れ 

道、市町村、社会福祉協議会及び関係団体

は、相互に協力し、ボランティア活動に関する

被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボラ

ンティアの受入れ及びその調整のほか、ボラン

ティア活動をコーディネートする人材の配置

等、被災地の早期復旧に向け、ボランティアの

受入体制の確保に努める。 

また、ボランティアの受入れに当たっては、

ボランティアの技能等が効果的に活かされるよ

う配慮するとともに、必要に応じてボランティ

ア活動の拠点を提供するなど、その活動が円滑

に行われるよう必要な支援に努める。 

 

 

 

（略） 

 

第３４節災害救助法の適用と実施 
第４ 救助の実施と種類 

１ 救助の実施と種類 

知事は、救助法適用市町村に対し、同法に基

づき次に掲げるもののうち、必要と認める救 

助を実施するものとする。 

なお、知事は、市町村長が実施した方がより

迅速に災害に対処できると判断される次に掲げ

る救助の実施について市町村長へ個別の災害ご

とに救助に関する事務を通知により委任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３０節 災害ボランティアとの連携計画 

２ ボランティアの受入れ 

町、道、社会福祉協議会及び関係団体は、相

互に協力し、ボランティア活動に関する被災地

のニーズの把握に努めるとともに、ボランティ

アの受入れ及びその調整のほか、ボランティア

活動をコーディネートする人材の配置等、被災

地の早期復旧に向け、ボランティアの受入体制

の確保に努める。 

また、ボランティアの受入れに当たっては、

高齢者や障がい者等への支援や、外国人とのコ

ミュニケーション等ボランティアの技能等が効

果的に活かされるよう配慮するとともに、必要

に応じてボランティア活動の拠点を提供するな

ど、その活動が円滑に行われるよう必要な支援

に努める 

 

（略） 

 

第３３節 災害救助法の適用と実施 
４ 救助の実施と種類 

(1) 救助の実施と種類 

知事は、町に対し、同法に基づき次に掲げる

もののうち、必要と認める救助を実施するもの

とする。 

なお、知事は、町長が実施した方がより迅速に

災害に対処できると判断される次に掲げる救助

の実施について町長へ個別の災害ごとに救助に

関する事務を通知により委任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３０節 災害ボランティアとの連携計画 

２ ボランティアの受入れ 

町、道、社会福祉協議会及び関係団体は、相

互に協力し、ボランティア活動に関する被災地

のニーズの把握に努めるとともに、ボランティ

アの受入れ及びその調整のほか、ボランティア

活動をコーディネートする人材の配置等、被災

地の早期復旧に向け、ボランティアの受入体制

の確保に努める。 

また、ボランティアの受入れに当たっては、ボラ

ンティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮

するとともに、必要に応じてボランティア活動の

拠点を提供するなど、その活動が円滑に行われる

よう必要な支援に努める。 

 

 

 

（略） 

 

第３３節 災害救助法の適用と実施 
４ 救助の実施と種類 

(1) 救助の実施と種類 

知事は、町に対し、同法に基づき次に掲げる

もののうち、必要と認める救助を実施するもの

とする。 

なお、知事は、町長が実施した方がより迅速

に災害に対処できると判断される次に掲げる救

助の実施について町長へ個別の災害ごとに救助

に関する事務を通知により委任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画にお

いて具体的な例示記

載が削除されたこと

に伴う修正【北海

道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

(1) 災害が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 期間については、すべて災害発生の日から

起算することとし、内閣総理大臣の承認を得

て実施期間を延長することができる。 

 

(2) 災害が発生するおそれがある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 期間については、すべて災害発生の日から

起算することとし、厚生労働大臣の承認を得

て実施期間を延長することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
救助の種類 主な対象者 実施者区分 

避難所の設置

（供与） 

・災害により現に被害

を受け、又は受けるお

それのある者 

・災害が発生するおそ

れのある場合におい

て、被害を受けるおそ

れがあり、現に救助を

要する者 

市町村・日赤道支

部 

 

市町村 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家

がない者であって、自

らの資力では住宅を得

ることができない者 

対象者、対象箇所

の選定：市町村 

設置：道 

（但し、委任した

ときは市町村） 

炊き出しその

他による食品

の給与 

避難所に避難している

者又は住家に被害を受

け、若しくは災害によ

り現に炊事のできない

者 

市町村 

飲料水の供給 

災害のために現に飲料

水を得ることができな

い者 

市町村 

 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

住家の全壊、全焼、流

失、半壊、半焼又は床

上浸水、全島避難等に

より、生活上必要な被

服、寝 具、その他生活

必需品を喪失又は損傷

等により使用すること

ができず、直ちに日常

生活を営むことが困難

な者 

市町村 

医療 
災害により医療の途を

失った者 

救護班：道・日赤

道支部 

（但し、委任した

ときは市町村） 

助産 

災害発生の日以前又は

以後の７日以内に分べ

んした者であって、災

害のため助産の途を失

った者 

救護班：道・日赤

道支部 

（但し、委任した

ときは市町村） 

被災者の救出 

災害のため現に生命若

しくは身体が危険な状

態にある者又は生死不

明の状態にある者を捜

索し、又は救出する者 

市町村 

被災した住宅

の応急修理 

 

災害のため住宅が半壊

（焼）又はこれに準ず

る程度の損傷を受け、

雨水の浸入等を放置す

れば住家の被害が拡大

するおそれがある者 な

ど 

市町村 

 

 

・救助の種類等の表

の記載方法の変更や

文言修正、体裁整理

【北海道】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 救助に必要とする措置 

知事は、救助を行うため必要とする場合にお

ける関係者に対する従事命令、協力、物資の収

用、立入検査等を、その緊急の限度においてそ

れぞれ救助法及び同施行令、規則ならびに細則

の定めにより公用令書その他所定の定めにより

実施するものとし、同法第５条、第６条により

行う指定行政機関の長又は指定地方行政機関の

長が公用令書等によって行う職務について相互

に協力をしなければならない。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 救助の程度、方法及び期間 

災害救助法が適用された場合の救助の程度、

方法及び期間については、災害救助法施行細則

第12条によるものとする。 

なお、災害救助法施行細則第12条により救助

の適切な実施が困難な場合には、知事は、内閣

総理大臣に協議し、同意を得た上で、救助の程

度、方法及び期間を定めることができる。 

 

３ 救助に必要とする措置 

知事は、救助を行うため必要とする場合にお

ける関係者に対する従事命令、協力、物資の収

用、立入検査等を、その緊急の限度においてそ

れぞれ救助法及び同施行令、規則ならびに細則

の定めにより公用令書その他所定の定めにより

実施するものとし、同法第５条、第６条により

行う指定行政機関の長又は指定地方行政機関の

長が公用令書等によって行う職務について相互

に協力をしなければならない。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 救助に必要とする措置 

知事は、救助を行うため必要とする場合にお

ける関係者に対する従事命令、協力、物資の収

用、立入検査等を、その緊急の限度においてそ

れぞれ救助法及び同施行令、規則ならびに細則

の定めにより公用令書その他所定の定めにより

実施するものとし、同法第5条、第6条により行

う指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長

が公用令書等によって行う職務について相互に

協力をしなければならない。 

 

（略） 

 

 

 

学用品の給与 

災害により住家の全壊

（焼）、流失、半壊

（焼）又は床上浸水に

よる損失若しくは損傷

等により学用品を使用

することができず、就

学上支障のある小学校

児童、中学校生徒及び

高等学校等生徒（幼稚

園児、専門学校生、大

学生等は対象外） 

市町村 

埋葬 

災害の際死亡した者を

対象に、実際に埋葬を

実施する者に支給 

市町村 

遺体の捜索 

災害のため現に行方不

明の状態にあり、か

つ、四囲の事情によ

り、すでに死亡してい

ると推定される者を捜

索する 

市町村 

遺体の処理 

災害の際死亡した者

に、死体に関する処理

（埋葬を除く）をする 

市町村・日赤道支

部 

障害物の除去 

半壊（焼）又は床上浸

水した住家であって、

住居又はその周辺に運

ばれた土石、竹木等で

一時的に居住できない

状態にあり、自力では

当該障害物を除去でき

ない者 

市町村 

 

(2) 救助の程度、方法及び期間 

災害救助法が適用された場合の救助の程度、

方法及び期間については、災害救助法施行細則

第12条によるものとする。 

なお、災害救助法施行細則第12条により救助

の適切な実施が困難な場合には、知事は、内閣

総理大臣に協議し、同意を得た上で、救助の程

度、方法及び期間を定めることができる。 

 

(3) 救助に必要とする措置 

知事は、救助を行うため必要とする場合にお

ける関係者に対する従事命令、協力、物資の収

用、立入検査等を、その緊急の限度においてそ

れぞれ救助法及び同施行令、規則ならびに細則

の定めにより公用令書その他所定の定めにより

実施するものとし、同法第5条、第6条により行

う指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長

が公用令書等によって行う職務について相互に

協力をしなければならない。 

 

（略） 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第７章 火山災害対策計画 

第３節 災害予防対策 
第１ 観測及び調査研究 

 

２ 調査研究 

北海道は、火山災害の予防対策及び応急対策

に資するため、昭和45年以来火山活動の現況(地

質地殻変動、地温、重力、地磁気の観測)、過去

の火山噴火における火砕流等の発生状況(噴火の

規模、形態)、火山噴火の想定及び地質構造につ

いて調査研究を進めているが、今後とも調査研

究の推進に努めるものとする。 

 

第２ 災害発生範囲の把握 

道及び周辺市町村は、過去の噴火の状況等に

基づき、災害の発生が予想される範囲を把握す

るとともに、火山災害に関するハザードマップ

や火山防災マップ等を作成し、住民等への情報

提供を効果的に行うこととする。 

 

 

 

 

（略） 

 

第７ 防災知識の普及啓発 

道、周辺市町村、及び防災関係機関は、それ

ぞれの火山の特性を考慮して、火山ハザードマ

ップに噴火警報等の解説、避難場所や避難経

路、避難の方法、住民への情報伝達の方法等の

防災上必要な情報を記載した火山防災マップ、

地区別防災カルテ、火山災害時の行動マニュア

ル等を分かりやすく作成・配布し、研修を実施

するほか、平常時から広報誌、マスメディア、

学校教育等のあらゆる手段や機会を通じ、災害

時に適切な行動を行うために必要な防災知識の

普及啓発に努めるものとする。 

なお、有毒ガスの噴出地帯など危険箇所につ

いては、掲示板を設置するなど住民・登山者等

への周知を図るものとする。 

また、災害時の登山者の早期把握、安否確認

等に資する登山届や登山計画書等の提出に関す

る普及啓発を図るものとする。 

登山者や観光客等は、活火山への登山の危険

性を十分に理解し、噴火のおそれに関する火山

防災情報の収集や登山届の積極的な提出、登山

中における連絡手段の確保、ヘルメットや携帯

端末の予備電池等の必要に応じた装備品の携行

など、自らの安全を確保するための手段を講じ

第７章 火山災害対策計画 

第３節 災害予防対策 
第１ 観測及び調査研究 

 

２ 調査研究 

北海道は、火山災害の予防対策及び応急対策

に資するため、昭和45年以来火山活動の現況(地

質、地殻変動、地温、重力、地磁気の観測)、過

去の火山噴火における火砕流等の発生状況(噴火

の規模、形態)、火山噴火の想定及び地質構造に

ついて調査研究を進めているが、今後とも調査

研究の推進に努めるものとする。 

 

第２ 災害発生範囲及び防災関連施設等の把握 

道及び周辺市町村は、過去の噴火の状況等に

基づき、災害の発生が予想される範囲を把握す

るとともに、火山災害に関するハザードマップ

や噴火警報等の解説、避難場所や避難経路、避

難の方法、住民への情報伝達の方法等の防災上

必要な情報を記載した火山防災マップ等を作成

し、住民等への情報提供を効果的に行うことと

する。 

 

（略） 

 

第７ 防災知識の普及啓発 

道、周辺市町村、及び防災関係機関は、それ

ぞれの火山の特性を考慮して、火山ハザードマ

ップに噴火警報等の解説、避難場所や避難経

路、避難の方法、住民への情報伝達の方法等の

防災上必要な情報を記載した火山防災マップ、

地区別防災カルテ、火山災害時の行動マニュア

ル等を分かりやすく作成・配布し、研修を実施

するほか、平常時から広報誌、マスメディア、

学校教育等のあらゆる手段や火山防災の日（８

月２６日）などの機会を通じ、災害時に適切な

行動を行うために必要な防災知識の普及啓発に

努めるものとする。 

なお、有毒ガスの噴出地帯など危険箇所につ

いては、掲示板を設置するなど住民・登山者等

への周知を図るものとする。 

また、災害時の登山者の早期把握、安否確認

等に資する登山届や登山計画書等の提出に関す

る普及啓発を図るものとする。 

登山者や観光客等は、活火山への登山の危険

性を十分に理解し、噴火のおそれに関する火山

防災情報の収集やＩＴ等を用いた登山届の積極

的な提出、登山中における連絡手段の確保、ヘ

ルメットや携帯端末の予備電池等の必要に応じ

第７章 火山災害対策計画 

第３節 災害予防対策 
１ 火山観測体制 

 

(2) 調査研究 

北海道は、火山災害の予防対策及び応急対策

に資するため、昭和４５年以来火山活動の現況

（地質地殻変動、地温、重力、地磁気の観測）

過去の火山噴火における火砕流等の発生状況

（噴火の規模、形態）、火山噴火の想定及び地

質構造について調査研究を進めているが、今後

とも調査研究の推進に努めるものとする。 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 防災知識の普及啓発 

町は、平常時から広報誌、学校教育等のあら

ゆる手段や機会を通じ、災害時に適切な行動を

行うために必要な防災知識の普及啓発に努め、

併せて防災関係機関、住民と相互に連携し、実

践的な防災訓練を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

第７章 火山災害対策計画 

第３節 災害予防対策 
１ 火山観測体制 

 

(2) 調査研究 

北海道は、火山災害の予防対策及び応急対策

に資するため、昭和４５年以来火山活動の現況

（地質、地殻変動、地温、重力、地磁気の観

測）過去の火山噴火における火砕流等の発生状

況（噴火の規模、形態）、火山噴火の想定及び

地質構造について調査研究を進めているが、今

後とも調査研究の推進に努めるものとする。 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 防災知識の普及啓発 

町は、平常時から広報誌、学校教育等のあら

ゆる手段や火山防災の日（８月２６日）などの

機会を通じ、災害時に適切な行動を行うために

必要な防災知識の普及啓発に努め、併せて防災

関係機関、住民と相互に連携し、実践的な防災

訓練を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内容の適正化【北

海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活火山法改正を踏

まえた修正【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活火山法改正を踏

まえた修正【北海

道】 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

るよう努めるものとする。 

札幌管区気象台及び地方気象台は、関係機関

と連携し、火山に関する知識や火山噴火の特

性、噴火警報等の解説、噴火警報発表時にとる

べき行動など、火山防災に関する知識の普及啓

発を図るものとする。 

 

 

（略） 

 

第９ 火山防災対策の検討体制 

２ 火山防災協議会 

道及び市町村は、活動火山対策特別措置法に

基づき、想定される火山現象の状況に応じた警

戒避難体制を整備するため、国、公共機関、火

山専門家等で構成する火山防災協議会を設置す

る。 

また、必要に応じて、防災対策の効果的・効

率的かつ具体的な検討を進めることができるよ

う、火山防災協議会に道、市町村、気象台、砂

防部局、火山専門家等による検討体制（部会や

コアグループなど）を整備するものとする。 

火山防災協議会では、警戒避難体制の整備に必

要な事項について、当該火山における統一的な

防災体制を検討する観点から、「噴火シナリ

オ」や「火山ハザードマップ」、「噴火警戒レ

ベル」、「避難計画」等の一連の警戒避難体制

について協議するものとする。 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た装備品の携行など、自らの安全を確保するた

めの手段を講じるよう努めるものとする。 

札幌管区気象台及び地方気象台は、関係機関

と連携し、火山に関する知識や火山噴火の特

性、噴火警報等の解説、噴火警報発表時にとる

べき行動など、火山防災に関する知識の普及啓

発を図るものとする。 

 

（略） 

 

第９ 火山防災対策の検討体制 

２ 火山防災協議会 

道及び市町村は、活動火山対策特別措置法に

基づき、想定される火山現象の状況に応じた警

戒避難体制を整備するため、国、公共機関、火

山専門家等で構成する火山防災協議会を設置す

る。 

また、必要に応じて、防災対策の効果的・効

率的かつ具体的な検討を進めることができるよ

う、火山防災協議会に道、市町村、気象台、砂

防部局、火山専門家等による検討体制（部会や

コアグループなど）を整備するものとする。 

火山防災協議会では、警戒避難体制の整備に

必要な事項について、当該火山における統一的

な防災体制を検討する観点から、「噴火シナリ

オ」や「火山ハザードマップ」、「噴火警戒レ

ベル」、「避難計画」等の一連の警戒避難体制

について協議するものとする。 

また、市町村の求めに応じて、警戒地域内の

避難促進施設に係る避難確保計画に対して意見 

を述べるものとする。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活火山法改正を踏

まえた修正【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第４節 災害応急対策計画 
第２ 
12 噴火警報等の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害応急対策計画 
第２ 
12 噴火警報等の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害応急対策計画 
２ 火山現象に関する警報、予報、情報等 

(11) 噴火警報等の伝達 

 

噴火警報等伝達系統図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害応急対策計画 
２ 火山現象に関する警報、予報、情報等 

(11) 噴火警報等の伝達 

 

噴火警報等伝達系統図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・噴火警報等伝達系統

図の全部修正 

 

・各地方気象台と各海

上保安部・署の接続廃

止に伴う修正（海上保

安官署→第一管区海

上保安本部） 

 

・緊急速報メール（火

山現象に関する特別

警報）終了に伴う修正

（携帯電話事業者及

び注釈を削除） 

 

・法定伝達先機関と法

定伝達先機関以外の

記載方法を整理 

【北海道】 

【札幌管区気象台】 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第９章 事故災害対策計画 

第２節 航空災害対策計画 
 

情報通信連絡系統図 
 

１ 空港区域内又は空港区域周辺の場合 
(1) 国土交通省・防衛省管理空港【新千歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 国土交通省・防衛省管理空港【丘珠】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 国土交通省管理空港【稚内・釧路・函館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 事故災害対策計画 

第２節 航空災害対策計画 
 

情報通信連絡系統図 
 

１ 空港区域内又は空港区域周辺の場合 
(1) 国土交通省管理空港【新千歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 国土交通省・防衛省管理空港【丘珠】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 国土交通省管理空港【稚内・釧路・函館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 事故災害対策計画 

第３節 航空災害対策計画 
３ 災害応急対策 
(1) 情報通信 
 

上ノ国町航空災害情報伝達系統図 

 
 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 事故災害対策計画 

第３節 航空災害対策計画 
３ 災害応急対策 
(1) 情報通信 
 

上ノ国町航空災害情報伝達系統図 

 
 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新千歳空港を管理

しているのは国土交

通省であるため。

【国交省東京航空

局】 

 

・連絡系統の見直し

を反映【北海道】 

 

 

 

 

 

 

・連絡系統の明確化

【陸上自衛隊北部方

面総監部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・連絡系統の見直し

を反映【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

(4) 北海道管理空港【中標津・紋別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 民間委託空港【帯広、旭川、女満別】、市

町村委託空港【利尻、礼文、奥尻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他の地域の場合 

(1) 発生地点が明確な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発生地点が不明な場合（航空機の捜索活

動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(4) 北海道管理空港【中標津・紋別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 民間委託空港【帯広、旭川、女満別】、市

町村委託空港【利尻、礼文、奥尻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他の地域の場合 

(1) 発生地点が明確な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発生地点が不明な場合（航空機の捜索活

動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

・連絡系統の明確化

【陸上自衛隊北部方

面総監部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・連絡系統の明確化

【陸上自衛隊北部方

面総監部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織名の修正【国

交省東京航空局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和６年９月３０

日を以て組織廃止

【国交省東京航空

局】 

 

 

 

管理事務所 

札幌航空 

交通管制部  

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

別記２ 

空港医療救護活動に関する協定書 

 

（略） 

 

（注）甲乙の名称は、協定を締結した北海道エ

アポート㈱の個々の空港事務所、医師会とす

る。 

 

別記３ 

空港及びその周辺における消火救護活動に関す

る協定(準則) 

 

（略） 

 

（注）甲乙の名称は、協定を締結した北海道エ

アポート㈱の個々の空港事務所、市町村（消

防）とする。 

 

（略） 

 

第４節 道路災害対策計画 

第４ 高速自動車国道事故等対策 

１ 事故発生通報 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第６節 大規模な火事災害対策計画 

第４ 災害復旧 

（別記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

別記２ 

空港医療救護活動に関する協定書 

 

（略） 

 

（注）甲乙の名称は、協定を締結した北海道エ

アポート㈱の個々の空港事業所、医師会とす

る。 

 

別記３ 

空港及びその周辺における消火救護活動に関す

る協定(準則) 

 

（略） 

 

（注）甲乙の名称は、協定を締結した北海道エ

アポート㈱の個々の空港事業所、市町村（消

防）とする。 

 

（略） 

 

第４節 道路災害対策計画 

第４ 高速自動車国道事故等対策 

１ 事故発生通報 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第６節 大規模な火事災害対策計画 

第４ 災害復旧 

（別記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 道路災害対策計画 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 大規模な火事災害対策計画 

３ 災害応急対策 

(1) 情報通信 

ア 情報通信連絡系統 

大規模な火事災害が発生し、又はまさに発

生しようとしている場合の連絡系統は、別記

のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 道路災害対策計画 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 大規模な火事災害対策計画 

３ 災害応急対策 

(1) 情報通信 

ア 情報通信連絡系統 

大規模な火事災害が発生し、又はまさに発

生しようとしている場合の連絡系統は、別記

のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

・本計画内での記載

整合（事務所→事業

所）【東京航空局新

千歳空港事務所】 

 

 

 

 

・本計画内での記載

整合（事務所→事業

所）【東京航空局新

千歳空港事務所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通報系統を実態に

あわせて修正【北海

道警察本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道の組織機構改正

に伴う修正（地域創

生部→危機対策室）

【北海道】 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

（危機対策室） 
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北海道地域防災計画 本編 上ノ国町地域防災計画 本編 備考 

（道地域防災計画の

修正理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R5.11） 修正案（R8.●） 

第７節 林野火災対策計画 

第２ 予防対策 

１ 実施事項 

(5) 北海道旅客鉄道株式会社及びバス等運送

業者 

北海道旅客鉄道株式会社及びバス等運送業

者は、危険期間中、乗客、乗員のたばこの投

げ捨て等による林野火災の発生を防止するた

めに、乗客に対する注意喚起、車両通行中に

林野火災を発見した場合の連絡系統及び周知

方法の確立等により路線火災の防止に努める

とともに、次の事項について協力するものと

する｡ 

 

（略） 

 

第３ 応急対策 

１ 情報通信 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 林野火災対策計画 

第２ 予防対策 

１ 実施事項 

(5) 北海道旅客鉄道株式会社及びバス等運送

業者 

北海道旅客鉄道株式会社及びバス等運送業者

は、車両通行中に林野火災を発見した場合の連

絡系統及び周知方法の確立等により路線火災の

防止に努めるとともに、次の事項について協力

するものとする｡ 

 

 

 

 

（略） 

 

第３ 応急対策 

１ 情報通信 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 林野火災対策計画 

２ 予防対策 

(1) 実施事項 

カ バス等運送業者 

 

バス等運送業者は、危険期間中、乗客、乗

員のたばこの投げ捨て等による林野火災の発

生を防止するために、乗客に対する注意喚

起、車両通行中に林野火災を発見した場合の

連絡系統及び周知方法の確立等により路線火

災の防止に努めるとともに、次の事項につい

て協力するものとする｡ 

 

 

（略） 

 

３ 応急対策 

(1) 情報通信 

ア 情報通信連絡系統 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 林野火災対策計画 

２ 予防対策 

(1) 実施事項 

カ バス等運送業者 

 

バス等運送業者は、車両通行中に林野火災

を発見した場合の連絡系統及び周知方法の確

立等により路線火災の防止に努めるととも

に、次の事項について協力するものとする｡ 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 応急対策 

(1) 情報通信 

ア 情報通信連絡系統 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会情勢を鑑みて

記載を削除【北海

道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・連絡系統の明確化

（陸上自衛隊北部方

面総監部）道の組織

機構改正に伴う修正

（地域政策課→危機

対策室）【北海道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

檜山振興局 

（危機対策室） 

関係機関 

（消火資機材配備機関等） 

陸上自衛隊 

北部方面総監部 

（防衛部防衛課） 
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第 10 章 災害復旧・被災者援護計画 

 

（略） 

 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まい

の確保や生活資金の援助等、きめ細かな支援を

講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第２節 被災者援護計画 

第２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提

供 

１ 被災者台帳の作成 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害

が発生した場合において、当該災害の被災者

の援護を総合的かつ効率的に実施するため必

要があると認めるときは、個々の被災者の被

害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮

を要する事項等を一元的に集約した被災者台

帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率

的な実施に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 章 災害復旧・被災者援護計画 

 

（略） 

 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用

して生活再建に取り組むことができるよう、災

害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の

状況を把握した上で、関係者が連携して、被災

者に対するきめ細かな支援を継続的に実施する

取組）の実施等により、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細かな支援を行う

とともに、被災者が容易に支援制度を知ること

ができる環境の整備に努めるものとする。 

 

（略） 

 

第２節 被災者援護計画 

第２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提

供 

１ 被災者台帳の作成 

(1) 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害

が発生した場合において、当該災害の被災者

の援護を総合的かつ効率的に実施するため必

要があると認めるときは、個々の被災者の被

害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮

を要する事項等を一元的に集約した被災者台

帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率

的な実施に努めるものとする。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化の

ため、被災者台帳の作成にデジタル技術を活

用するよう積極的に検討するものとする。 

第９章 災害復旧・被災者援護計画 

 

（略） 

 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まい

の確保や生活資金の援助等、きめ細かな支援を

講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第２節 被災者援護計画 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

 

(1) 被災者台帳の作成 

ア 町長は、上ノ国町の地域に係る災害が発

生した場合において、当該災害の被災者の

援護を総合的かつ効率的に実施するため必

要があると認めるときは、個々の被災者の

被害の状況や各種の支援措置の実施状況、

配慮を要する事項等を一元的に集約した被

災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的

かつ効率的な実施に努めるものとする。 

第９章 災害復旧・被災者援護計画 

 

（略） 

 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用

して生活再建に取り組むことができるよう、災

害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の

状況を把握した上で、関係者が連携して、被災

者に対するきめ細かな支援を継続的に実施する

取組）の実施等により、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細かな支援を行う

とともに、被災者が容易に支援制度を知ること

ができる環境の整備に努めるものとする。 

 

（略） 

 

第２節 被災者援護計画 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

 

(1) 被災者台帳の作成 

ア 町長は、上ノ国町の地域に係る災害が発

生した場合において、当該災害の被災者の

援護を総合的かつ効率的に実施するため必

要があると認めるときは、個々の被災者の

被害の状況や各種の支援措置の実施状況、

配慮を要する事項等を一元的に集約した被

災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的

かつ効率的な実施に努めるものとする。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化

のため、被災者台帳の作成にデジタル技術

を活用するよう積極的に検討するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】【北海道

社会福祉協議会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正を踏まえた修正

【北海道】【北海道

社会福祉協議会】 
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